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O. はじめに

昭和51~52年に作成された港北ニュータウ ン ・タウ ンセンタ ー の 7 スタ ープランは、そ .

の後の社会環境の変化を勘案し、今回修正された。それは、港北ニュ ータウンが横浜や東
京のベソトタウンとしての位置づけを脱して、多機能複合都市としての自立化を目指して
おり、従ってタウンセンターも単なるニュータウン住民の為の拠点にとどまらず、より広
域的な多機能拠点で多様な情報発信拠点としての性格が求められる状況に至ったからであ
る。修正マスタープランの骨子は、①モータリゼーションへの対応、②多様で豊かな歩行
者空間の形成、③大規模商業業務施設立地への対応の 3 点に集約される。

本作業「タウンセンターの建築誘導計画」 は、修正マスタープランの開発理念を上物整

備を通じて実現する為に、建築行為を景観的にどの様に誘導すべきかを検討したものであ
る。もとより建築誘導は、規模等の量的規準、業種や用途等の質的規準、形態的規準の 3
つを統合化し、更に道路・広場等の公共施設の整備基準とも連動して、アーパンデザイン
として推進しなければならないものであり、本作業はその一連の検討作業の一環として位
置づけられる。

しかも、港北ニュータウンのタウンセンターは土地区画整理事業によってつくられるも

のであり、一元的集権的な基準ではなく、地元地権者始め関係者の関心と意欲を引き出し
彼らの納得のもとに自主的なまちづくりの一環として位置づけられる必要がある。
そのため本検討調査では、ð:のような道筋で計画の構成を行った。
Dタウンセンターの環境構造を明らかにし、全体の景観の「地」となるものを設定す
る。

②それは戦略的に軸と拠点に集約されるもので、これによりタウンセンターの景観の
骨格を形成する。

③具体的には主要な通り(ストリート)のイメージ形成により、タウンセンター全体
の建築を誘導する。

④個々の建築のデザインコードとしては、タウンセンターの環境や景観の「地」をつ
くることに主限を置いて、

[A-化社会化
B. 空間ボリュームの配分
C. 建築用途の誘導

D. 空間形態の表現
の 4 柱の指針を設定する。

⑤指針の具体的規準は、それぞれの街区や通り毎に地権者等関係者の参画により詳細
を決定する。

⑤公共空閣の整備や核的複合施設、公共公益施設、公団換地における建築によってそ
の規準を先行的・モデル的に具体的に提示し、周辺街区関係者へアピールし波及さ
せる。

今後も、街開き等開発の節目毎に、この建築誘導計画をベースとして、街区や通り毎に

指針の具体化の共同作業が進められる必要がある。

平成 2 年 7 月
山手総合計画研究所 . 
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• T. C. 修正マスタープラン

ぺL. c. ø彦司多主主王里元主主 {I隻王Eフヲ金十 〈王里忌ヨ〉

|①多機能複合に基づく広域拠点の形成 ③ 高度の都心性と自然性の両方を備えた |①分かりゃすし使いゆ道路パターン構成|
センターの形成

• 商業・業磁の内容・イメージ・大規模街区 |②歩きやすく、くつ山快適な歩行者空間の形成|• 行政関連施設の内容・イメージ・大規模街区 • 街並みの基準• 建物の基準(量・質)• 交通計画(車によるアクセシピリティ)• 快適な歩行者空間 ト→

|②生活文化の情報発信拠点の形成 ~個性豊かで自己主張をもっセンタ叩成

• 文化発信機能の内容イメージ • どんな個性か、どんな自己主強かの方向性• 生活情報機能の内容イメージ• • 1. 2 地区間の調整区域の開発方針

T. 仁三 .修司多主主 α〉コ 〉ノそ?: 7
0

ト

~公共施設の整備基準

• 用地x用途・容積 • 業種配置方針 • 敷地利用・外部空間の計画 • 都市設備の容量• 売場面積推定等指針 (街区の性格づけ→ 8 つのゾーン) (最小敷地規模・共同化・公関空地) • 舗装• 業務面積推定等指針 • 回廊動線計画 • 建物用途・形態等 • 植栽• 用途地域指定方針 • 街区別業種構成の方針 (壁画線・高さ・色彩・広告・看板 • SF 

• 用途地域指定方針 日除け・アーケード→設備 • 占周物件• 交通計画
(通り抜け重車線・サービス車進入・

パーキング等)

• 担保手法
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港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 1. タウンセンターのマスタープランの概要~ -1.修正マスタープラン
1
 

1
 • 1. タウンセンターのマスター 7

0

ランのキ既事妻 • • • 
1 -1.修正マスタープラン

• 

• y宅L護主し α〉毛見見~

住宅都市としてのN. T.から、先進的な複合機能都市としてのN.T. への転換によるセン
ター機能の強化。

・主主雇主し αJêヨキ票
①多機能都市の中心センターとして、住に伴う商業機能だけでなく、情報系・業務系
の中心機能を盛り込む。

②鉄道駅依存型のセンタ}ではなく、大量の車でのアクセスにも対応できるように、
一般道路と歩行者専用道路ネットワークのバランスを図る。

③段階的Eルトアップに対応できるよう、街区割換地を配慮する。
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1 -2. タ ウンセ ンターの開発理念

..・ 一一 一 - ------- -ー ・ . . . ー一 一ーーー一 一一一一一 ーー ー・・・・・ ・. - - - - - -一一一一 一一 .

|港北ニュータウン開発の基本理念|

• 
1.乱開発の防止
2. 都市農業の確立
3. 市民参加のまちづくり
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. タ ウンセンターの彦司多詮王豆元主

1 タ }出挑t首合に甘づ 1 港北N .T. は、鉄道網や広域幹線道路網等が近い将来更に充実する こ とによ り 、 横浜
1.タ限Iltl~fti ~ 1f� ¥ ! 市中心部だけでな く 東京都心部と の関係性が強まり、 発展性の高い拠点、的地域を形

広補伽占耳f成 成する可能性が強い。
吸民爪のjjj/iJ， ・また、センタ一地区は商業業務集積地区として首都圏でも有数の規模を有している

ことから、 横浜市北部の商業核となるだけでな く、 首都圏域まで視野に治めた広域
! 対象の拠点地区の形成を目指す。
! ・広域拠点形成のために、商業施設を中心とした単一機能主体型のセ ンターでなく、
業務 ・ 文化・住宅等の多様な機能、 大小様々 な空間・形態が複合する多機能複合型
のセ ンターを目指す。

-更に、 時代の要請である国際化、 情報化等についても港北ニュータウンの主張すベ
き方向であり、センター形成にあたっても積極的に対応する。

1) * 活 文lllt1'\当センタ一地区は、良好な住環境のもとに大量に住宅を供給するニュータウン内に
L ・ 1 ・ 1しの ; 立地するため、業務機能を中心とするMM21地区、 新横浜地区とは異な り、 あ く ま

総書Hlt信伽占 耳fEE i でも生活に根差した人間味豊かなセンタ ーづ く りを目指す。
!日刊苅 拠 のjjjl保 j ・ 従来のセ ンタ 一地区に見られる様な、単なる物的消費生活を支える為だけの生活拠

点ではな く、 首都圏の中でも文化イメージの非常に高い土地柄や近年の文化教養志

; 向の高まり等を踏まえ、知的 ・ 文化的消費を支える生活文化拠点として将来のある
ベき生活文化を提案する様な、 情報発信性の高い洗練されたセンターを目指す。

o 賞度 都心性 l. tl~糾土 ・道路等の都市基盤施設の整備水準や空間の質を高めると共に、情報系のソフト シス
d ・岡 の ι 同伶11τ テムを充実し、 ハード・ソフト両面でバランスのとれた、全体に整備水準の高い都

M!; えム m~肝 心的魅力のあるセンタ ーを目指す。
Ixt-èンターの jjj/，抗 ・更に、グリー ンマトリッタスの処点としての公園、 緑地等の豊富な自然農境を積極

的に活用し、 都市的アメニティと自然的アメニティの両方を兼ね備えた、 これまで
の都心にない、 ゆったりとして自然が息づ く 快適なセ ンターを目指す。

個』井量点 白 日主m ・ 高水準な都市サーピス、計画的施設立地等を通じて空間、機能等を含めたトータル
れ 11旦/JIで同 双 j な面で他の商業業務地との差別化を追求し、 ニュータウン内居住者が誇りに思うよ

土は h 耳fEE ; う な個性豊かなセンタ ーを目指す。
定1すっセンy ーのjjj/民 また、 他の広域拠点に対してセ ンタ ーの存在を広範にアピールし、 広域的な来街者

l を吸引するような自己主援をもっセンターを目指す。

• 

• 
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港北ニュータ ウ ン
まちづく り の基本方針

1.緑の環境を最大限に保存する

まちづくり
2. .ふるさと"をしのばせる

まちづ く り

3. 安全なまちづ く り
4. 高い水準のサー ビスが

! 得られるまちづくり

• 
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1. 歩行者にとっての賊繍をつ( ~o 
駅や主要施設を結ぶ歩行者専用路を骨格に、歩車融
合路や歩道を設けて、歩き易く安全で快適な歩行者

空閣のネットワークをつくる。

j. 車にとっても 7~ セスしやすい簡とする。
車による来街に対して目的の施設にアクセスし易く、

道路通行や駐車場の利用に際して、混雑しない街と
する。

j. 自然と調和し融合する街とする。
都市空間の中に統御され、豊かな7)(や縁の自然を持
ち、ガーデンシティの趣をもっ街を創る。

j. 豊かなオープンスペ』スを充分利用でð~街とする。
シンボル通りやシンボル広場等の基幹空間を中心と

した公共空間と、民地のセミパブリックスペースに
より都市空間をっくり出す。

1. 中とりと風格の感じられる留とする。
混雑した雑踏の街ではなく、軽やかでさわやかな清
涼感の大きさとゆとりを感じさせる街並を構成する。
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1.時間に追いかけられず流されずマイペースを保ち、
緊張の連続でない都心の暮らしが営める。

2. 自然と一体化した健やかで安らかな暮らしを楽し
める。

3. ホスピタリティ、対人的アメニティが豊かに用意

され、色々な世代の人々が安心して暮らせる。

4. 働き・遊び・学び・住むといった暮らしの全ての
場面が展開される。

5. 経済的繁栄や表面的な華やかさの生活でなく、文

化を育ててゆく生活が展開される。

6. 住む人・働く人それぞれの立場で協同のコミュニ

ティをつくり、街を運営してゆく自主的な営みが
展開される。

• • 

斗

.方ffi萱変重茎f庸のイメージ

1. 高業施設を主体として多機能複合型の施設展開桁う。
地域対応型の施設を含めて、多様な来街者の様々な要求
に対応する為に、商業系施設を中心にしつつも業務系、

文化・芸術系、スポーツ・ ~?~I-ション系等の施設を積極的に立
地させ、複合センターを形成する。

j. 話題性のある先進的な施設展開創刊。
常に活性化しているセンターとする為に、高度な情報性

を備えた施設や先進的施設をできるだけ立地させると共
に、イベント空間を創出することによって、話題性豊か

なセンターを形成する。

1. 国際性豊かな施設展開を行う。
世界に窓口を闘いた様々な施設の立地を図ると共に、国
際情報の受発信基地となる施設やコンペンション、国際
交流の場を提供することによって、ニュータウンの持つ
国際性を体現するセンターを形成する。

4. 目時間対応型の施設展開を行う。
ニュータウンの要となるセンターとして、利便性・機能
性を高める施設立地を図ることは当然であるが、都心と
しての付加価値を高める為に、 24時間活動するセンター
を形成する。

5. 自然と調和した施設展開を行う。
来街者に gゆとり"と“うるおい"を与え、レクリエー

ショナルな機能を併せ持った自然の要素を導入し、高度
な都心性と調和した自然が患づくセンターを形成する。

5. シンボル性を追求した施設展開を行う。
タウンセンターのアイデンティティを追求し、優れた空
間形成を図る為に、センター全体の景観計画やデザイン
コントロールを行い、ニュータウンを超える広域圏にア
ピールするシンボリックなセンターを形成する。



1. タウンセンターの7スタープランの概要 1 -3. タウンセンターの楚備方針港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方針検討調査

1 -3. タウンセンタ ーの整備方針 • • 
1 -4 

• 

=令

.街区構成の基本方針 1.部分的に大規模街区を設定する。

r一一一一 2. 沿道利用が可能な街区も設定する。

3. 多様な街区を設定する。

.交通計画の基本方針 1.道路ネットワーク等を再編し、車利用への積
極的対応を図る。

トー一 2. 歩車完全立体分離を見直し、変化に富んだ快

適な歩行者空間を実現する。

: 3. 駐車場を大量に確保し、適正に配置する。

.施設舗の基本方針 1 商業機能だけではなく多種多様な機能を導入
し、かつ複合化をはかる。

トー 2. 街全体として整合性を図る為、施設を計画的、
戦略的に配置する。

-景観形成の基本方針 ! 1 坂の街である地形を生かした景観構成とする。

」

2. シンボル空間を積極的に創出する。

3. 公共・公益施設により景観形成を誘導する。

4. 自然と都市景観の融合を図る。
. 
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に機能させるのではなく、広域拠点としてより一層の機能展開を促進する為、各地区
住民の生活を支える為に必要かっ充分な機能を持たせることを前提としつつも、各々

に独自の特徴を持たせ、相互に織能補完する一体的な犠成とする。
-尚、 1 ・ 2 地区間の地区外部分については、将来的に両地区を連担させる開発が望ま
れており、開発に当たっては、地域の状況を踏まえた上で、センタ一地区内立地施設

と競合せず、かつセシタ一地区の開発を補完する施設立地を誘導する必要がある。
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• -広大な面積を持つセンター内の特定の部分に賑わいが集中しないよう、街の骨格とな

る核施設(核店舗、駐車場等)を適切に分散差せると共に、歩行者ネットワーク等と

有機的に関連付けることにより回避性を確保し、拡がりのある街を形成する。
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切に組合せることにより、全体としての個性を創出する。
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-ニュータウン内の居住者や、来街者にとって親しみ易いセンタ ー地区を実現させる為
には、利用函や景観面から分かり易い全体構造を、実現することが重要と思われる。
・そのため、道路、歩行者専用道路そのものに明確な性格を付与し、その沿道にも性格
に適した機能を導入する等、それぞれに個性のあるストリートを形成すると共に、人
が集まる地点、象徴的な意味を持つ地点、周辺から目立つ地点等、街の拠点的な性格
を有する要所に核的施設を配置する。

. 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 1. タウンセンターのマスタープランの概要 1 -3 . タウ ンセンターの整備方針 E
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1.部分的に大規模街区を設定する。

近年における商業・業務施設開発の傾向の l つとして、大規模複合開発が増
えつつある為、部分的に大規模街区を用意し、施設建設上自由度のある魅力
的なセンターを実現する。

2. 沿道利用が可能な街区を設定する。

• 
センター地区外周の幹線道路沿道の街区は、景観上車利用者にとってセンタ
ーの顔となる部分であり、利用上もポテンシャルが極めて高いことから、む
しろ積極的に沿道利用を推進し、車利用者を吸引する方が、センターにとっ
てメリットが大きいと考えられる。また、センターイメージ、 景観上も長大
な法面が連続するよりも施設が顔を出す方が望ましいと考える。
この為、地区外周の街区については、沿道利用が可能なよう考慮する。

• • • 
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来街者のうち車利用者の割合が最も多く、全体の約 6 割を占めるとf量定され
ており、センター自体が成立する為にもより広域圏からの車利用の来街者を
積極的に吸引することが重要である。この為、周辺幹線道路からの動線を確
保すると共に、 センター内でのネ ッ トワークの段階構成を明確にする等、車
による来街者がスムーズかつ快適にセンターを利用できるようにする。
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センタ一地区全体の骨格となる重要な歩行者動線については、歩行者の安全
性、歩行者空間の快適性を目指し完全立体分継を図るが、その他の歩行者動
線については歩行者専用道路という形態にこだわらず、車動線と融合させる
等柔軟に対応し、歩行者にとって分かり易くかっ快適に利用できるようネッ
トワークを編成する。

J. 駐車場を大量に確保し、適切に配置する。

歩行者だけでなく車利用者への対応も重視したセンターを形成する為に、駅
と同様に入が集まる拠点として駐車場を位置づけ、相当程度の駐車場容量を
確保すると共に、道路・歩行者専用道路ネットワークと関連付いた適切な位
置に配置する。

-

J. 多様な街区を設定する。

上記以外の一般街区についても、大小様々な規模の街区や歩行者専用道路だ
けでなく、一般道路からの利用が可能な街区等、多様な街区を用意する。こ
れにより、空間上、利用上も多様な顔を持つセンターを実現する。
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1.坂の街である地形を生かした景観構成をする。

従来の商業施設を中心とする単一機能主体型の施設構成では、横浜市の副都
心として機能しないだけでなく、多様化する消費者ニーズ等にも対応ができ
ず陳腐化してしまう恐れがある。

それらを避け、更に開発目標である都心的魅力豊かな広域拠点を形成する為
に、多様な機能・業種、空間・形態を導入すると共に、それらを積極的に複
合させる。

タウンセンターの地形は、南北爾端が高く、中央の早淵川iに行くに従って低
くなる坂の街で、互いに見交わす形になっており、視覚面・景観構成函で 1
. 2 地区の一体性の確保に有力であると考えられる。
このため、基本的にはダウンタウンとアッパータウンによる構成とする等、

現況地形を生かした造成を行う。
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ω 2. シンボル空間を積極的に創出する。

• センター完成までの建設期闘が長期であり、土地所有の主体も多肢にわたっ
ていることから、地権者の怒意に任せた場合、相互に整合性のない開発が行
われる可能性があり、センター全体としては機能的にも景観的にも魅力の乏
しいものになってしまう恐れがある。

全体として整合性があり、かっ個性あるセンターを実現する為に、以下のよ
うな計画的・戦略的施設配置を行う。

センター全域を印象的なものとし、随所に発見のある楽しい景観を形成する
為に、シンボル空間の創出やランドマー夕、モニュメント等を積極的に設置
していく。

3. 公共・公益施設により景観形成を誘導する。

① 核的施設の適切な配置 道路、歩行者専用道路、公園・広場等の公共施設や公益施設を、景観形成に
考慮したデザインとすることにより、他の施設建設・街並み景観等を誘導し、
全体として調和のある洗練された都市空間を実現する。核店舗等の核的施設は駅前の特定の部分に集積させるのではなく、歩行

者ネットワークと適切に関連づけながら、街の要所要所に適切に分散配

置させ、回遊性を創出する。

②民有地のとりまとめ、及び公益施設用地、計画建設用地の活用

センター全体計画に極力整合させた施設立地を可能にする為、民有地に
ついても共同化を進め核的施設の導入を図ると共に、公益施設、計画建
設用地についても街づくりを誘導し、市街化を促進できるような施設を
適切に配置し、センター全体の拡がりと個性の創出を図る。

4. 自黙と都市景観の融合を図る。

緑や水、自然光(天空光)等を積極的に取り入れて四季感のある快適な空間
構成とする。

• • 
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2. タウンセンターの環境構造

2 -1.地形 …....・H・-….. ..・H ・-…... .・H・....・H・....・ H ・....・H・-…・H・H・....・ H・-…・ 2-1

2 -2. 公共施設・H・H・..…...・H・-…....・H・...・H・.....・ H・-…... .・ H・... .…...・H・-・・ 2-3

2 -3. 街路構成・H・H・-…...・H ・... .・H・....・ H ・-…...・H ・.... .・H ・-…....・H・....・H・"2-4

2 -4. 換地計画・H・H ・....・ H ・..... ....・H・. ...・H・... .・ H・...・H・-…...・H・..…・H・H・... 2 -8 

2 -5. 土地利用ゾーニング・H・H・.....・H・.... .・H・..…...・H・..…H・H ・...・H・..…… 2 -10 
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港北ニュ ータウ ン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 2. タウンセンターの環境構造 2 -1.地形 2 -1 

2 . タウンセンターーの竺芝医身牟露店支・王葉土発季誇主査の幸巴扱童

2 -1.地形 ①地形

凡
例

EE 造成コンタライン (5.0mピッチ等高線)

シ

U内倒N

• 

-中央の早淵川を挟んで南北の 1 ・ 2 地区は、阜淵川に向かつて、向かい合う
形でアッパータウン、ダウンタウンと低くなってゆく。

-道路勾配も南北方向は坂道であり、東西方向は比較的平坦であるという特性
を持つ。

• UPTOWNと DOWNTOWNの標高差は l 地区約13.0m、 2 地区約14.0m とはっきりと
した領域性を持つように計画されている。

市平円門〔習7'\\. 、 己二二二二

，偽
UPT刷N

日肌州TOWN

早調川



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 2. タウンセンターの環境構造 2 -1. 地 形 2 -2 

• • • • 
2 -1. 地形 ②道路勾配

みZ

• 

文化財公園

2 %未満 亘亘 2-4%未満 巨E 4-6%未満 恒国 6 %未満

-



港北ニ ュータウン・ タ ウ ンセ ンタ ー市街化誘導方策検討調査

• 
2 -2. 公共施設 ①公共施設

• 

-・園 芸美空間 E亘主 宅地内公共空間

-

2. タ ウ ン セ ンタ ーの環境犠造 2 -2. 公共施設 2-3 

• • • 
. T.C . 約73haのうち公共用 を占める。

; . T. C.公共用地は約40%と大きく 、 公共施設の景観及び公共施設と接する部分
の建築景観が街並みの質を大きく規定する。

-公共空間でのアクティピティ及び公共施設と援する部分の民地のアクティピ
ティのしつらえがタウンセンターの雰囲気を決定する。
1弘 子f明仁門;五

• 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

• 
2 -3. 街路構成 ①歩道・歩行者専用道路等構成

• 

層雪 シンボル道路 密室雪 持融合道路

-

2. タウンセンターの環境構造 2 -3. 街路構成 2-4 

• • • 

-タウンセンター内は、歩道、シンボル道路、歩行者専用道路、歩行者広場、
歩車融合道路と様々な歩行者空間が、沿道の土地利用や歩行者の動線モ一、
ドに合わせて設定されており、歩行者交通のネットワークを組み上げてい :
る。また、それらを禰完する敷地内の通り抜け歩行者ルートについても主
要なものは、その位置が想定されている。

種類 内 何句

廿

シンボル道路 l ・歩行者の骨格道路であると同時に、センタ ーの景観斡として機能する道路.
・車交通の時間規制を考える.

歩車融合道路 |・主に歩行者空間として機能する道路。
・車交通の時間規制を考える.

歩行者専用道路|・歩行者の骨格動線や回避動線は歩行者専用道路として確保する.

り、歩行者動線のネットワーク化を図る.
-" -ーーー- -�1 

巨ヨ歩道・歩専道 匝E 通り抜けベデ

• F 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 2. タウンセンターの環境構造 2 ~ 3. 街路構成 2 ~ 5 

• • • 
2 ~ 3. 街路構成 ②道路計画図

• 

設施
場
合
草
複
駐
的
的
桜
公園

田

• 

• 

〈・・〉補助幹緩道路 〈日 11)シンボル道路(A) 凡
例

守=会 幹穏道路

中山北山田議
住江戸北山æa
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(1111) シンボル道路(B)
{鉄韮高富 草合公園l!!緩体育鎗詰い )

-1 6 |3.0 p..si 2.5 1 3.0 ~ 3.0 1 2.5 :1.511".51 
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」

12.0J:.OI. 3 .25 . ~. '2.D! 3 ..25, 3 .25, 11.0. 2.01 
10.5 22 0.5 

4・・→ 歩草陸告道路区富道路

-1 2 

ド:ず 守門



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

• • 
2 -3. 街路構成 ③街路ヒエラルキー構成図

• 

重量量ランク l タウンセンターアクセスルート(幹線道路)
E至ヨランク 2 タウンセンター進入ルート(ラダー状補助幹線道路)

• ... 

2. タウンセンターの環境構造 2 -3. 街路構成

• 

3 

• 

-幅員構成別の道路パターンは前頁図の様になっているが、車両の通行事]用に
よる街路のヒエラルキーはむしろ、下図の様に捉えられるだろう。

-外周型道路システムになっており、タウンセンター内に不必要な透過交通は
混入しないよう計画されている。

・分かり易いラダーパターンになっており、タウンセンターに用のある車両の
のアクセスを容易にしている。

内

ランク 1 ・都市計画決定されている 4 車線以上の道路。

何ヤ

ぜ

幹線道路 I (中山ー北山回線、佐江戸・北山回線、新羽 荏回線、牛久保・中川線、

駅前停車場銭)

ランク 2 ・来街者、デリパリ一等の全ての車動線に対応するセンターの骨格的な違路.
補助幹線道路

-主に沿道施設の利用、デリパワーの為の道路.

地先サービスルート{区画道路)

2-6 

• 

• 



港北ニュ ータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

• 
2 -3. 街路構成 ④歩行者回遊動線

• 

l 主要歩行者回避動線

~~タウンセンターへの歩行者系アクセスルート

2. タウンセンターの環境構造 2 -3. 街路構成 2-7 

• • 

• • 

• 
-駅を中心に大小の回遊動線(ベデリンク)が歩行者の動脈として、地区内の
隅々まで人々を導いてゆく。

~;~.回遊動線の要所には、核的複合施設や公共公益施設等が配置され、動線のべ
w ク トルを誘導する。

blj聞
Jl //fl.μ 一

動線の誘引を図る核複合施設や公共公益施設

『ι

• 



港北ニュータウン タウンセンター市街化誘導方策検討調査 2. タウンセンターの環境構造 2 -4. 換地計画 2-8 

• • • • 
2 -4. 換地計画 ①画地状況図

• 

共同化義務街区 c:!共同化想定街区 露翠還狭小宅地街区



• 

~ 

港北ニュ ータウン・タウ ンセンター市街化誘導方策検討調査

• 
2 -4. 換地計画 ②用地所有区分

凡|園田園住宅・都市霊備公団用地
例 l

2. タウンセンターの環境構造 2 -4. 換地計画 2 -9 

• • • 

-住宅・都市整備公団、 横浜市用地及び保留地のまとまった規模の宅地は、公
共公益施設用地に設定されている。

ドJ拡

医霊童保留地 E三ヨ鉄道用地



港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

• 
2 -5. 土地利用ゾーニング ①土地利用

• 

仁二コ商業・業務施設用地

-圃

2. タウンセンターの環境構造 2 -5. 土地利用ゾーニング 2 -10 

• • • 

計画は下図の通りである。
/11 UI ・ 2 地区、西側ブロックが行政関連の業務施設ゾーンに設定されていない。ま
ー た、 1 . 2 地区の早淵川寄りに文化・レクリエーション施設が配置され、セ

ンタ 一地区に隣接する公園との結び付きを強めている

核的被告鐘段

埋蔵文化財公園

s3 核的複合施設用地



港北ニュ ータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

• 
2 -5. 土地利用ゾーニング ②用途別ゾーニング

• 

-

2. タウンセンターの環境構造 2 -5. 土地利用ゾーニング 2-11 

• • 

• • 

• 

• UPTOWNの幹線道路沿い縁辺部は集合住宅を主体とした商業住宅系の複合ゾー
ンに、 DOWNTOWNの早獄川縁辺部は文化・レクリエーション系の公共公益施設
ゾーンに設定され、その聞は、駅前のむPTOWN側の核的複合施設や、大規模敷
地街区に商業・業務系が、 DOWNTOWNの中小規模の敷地街区に商業・業務系が

/ji"" ,\\ 想定される。
';¥1 .それぞれのゾー ンの構成イメージは、次頁表の通りに想定されている。

-小規槙商量果ゾーン

• 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 2. タウンセンターの環境権造 2 -5. 土地利用ゾーニング 2 -12 

..ゾーニングイメージ • • • 
ゾー ン ゾ ー ンの 性格 配 置 の 2号 え 方 帽山 ι 宮 さ れ る 持設 。コ イ メ レ〆

-' 

-センタ ー全体的提点となる夫規模商業・業務系複 -両地区に 2 ヶ所ずつ配置する. 4 つの街区それぞれに特憶を持たせ、以下のような鈍設展開が考えられる .

合施設が立地するゾーン. 一つは、センタ ーの顔{シンボル広場)をìí>成す -高経百貨店とホテル、業務系施設を中心に、専門店.飲宣.スポーツ系館設を複合する施設.

核的複合施設ゾー ン 商業系や業務系施設だけでなく、文化ー鼠楽系施 るため.駅前の都市緑地を囲む位置に配置する. 劇場・美術館等の文化・芸術系飽設と GMS を中心に.援楽結設、ギャラリ ー等を複合する施設.

設、スポーツ系施設、宿泊j系施銭等が複合立地す 他方は. f賓の拡がりを確保するため、駅から諜れ -百宜店を中心に、総合スポーツ施設、映画館、カルチャーセンター‘飲責系施設を複合する施設

る. た都市路沿いに配置する . 業務系経訟を中心に、各種町業務支 IJ施設‘ファァション等専門特化店等壬複合する飽怠 .

大規模 比較的大規模の商業‘業務系施設が立地するゾー センターのill!(シンボJレ広場)を形成するため、 大型専門店{衣料.家電‘ユポーツ用品等)、飲宣 娘楽ピル等.

商業系ゾーン ン. 駅前向都市緑地町近くに配置する. オフィスピル.情報センタ 一、鑓行、 TVスタジオ、各種学校等.

ー 比較的中・小規模町商業施設主体内人間味豊かで -センター内全波が立地対章となるが、買回り動銀 l 、 2 陪 l立商業施怠が中心となるが 3 階以上には業務範設や住宅が複合する.

中・小規模 アットホームな雰囲気のするゾーン. の涜れを形成するために.主として回遊軸治いに 車ブティック‘ア 7 セサリ 一、レコ ー ドショ y ア、靴屋等の専門店 .

商業系ゾ ー ン 配置する. 事八百屋‘肉屋、魚屋、茶屋等の最寄り品を主体とした小売店.

事喫茶店、レストラン.ピザ屋、パプ‘居酒屋等の飲宣店等.

-比較的中規模の一般純粋業務、あるいは生活関速 - 生活関連の業務施設も想定されることから、現業 純粋の業務範訟の他に . 飲宣・娯楽系の商業施設が複合した姥設展開が考えられる.

• 施訟・商業関連業務施設主体のゾー ン. 者だけでなく、周辺住民も比般的利用し易い、駅 本不動産‘字宮廷.旅行代理店、生命保険等の生活関連施設.

業務系ゾーン また、一部には大規摸業務範訟を中心に、商業施 前広場の周辺や、都市計画道路沿道に配置する. ホオフィス貫茸ピJレ、各種金融業、 コ ピー等の事業所関連路盤.

設や宿泊箆設等、業務関連施訟が集積するゾーン *企業の本社・支社、情報センタ一、研究所等の地援活力促進施訟.

も怠ける. 取会議場、宴会場‘ホール等のコンベンション徳能を古むホテル等. E 

周辺町住宅地との調和に配慮した商業・住宅が複 -周辺住宅地(アパマン地区)との街並みの調和平 比較的大規模な車対応型施設や低層階に商業磁を複合する都市型住宅主体内雌が考えられる |
合するゾーン. 都市計画道路沿道の活性化を図るため、都市計画 事 DIY 、インテリアセンタ ー 、ホビーマーケット、ファミリ ーレストラン、コンビニエンスス

商業 ー 住宅系ゾーン
道路治道に配置する. トア等の車利用対応型施設.

本単身者.若年夫婦向け都市翠貫茸住宅、スポーツ施設複合住宅 .

-大規模なスポーツ系施設を主体とし、総合公園等
スポー ツ レクリ エ

センタ一周辺町豊富な自然環境を積極的に活用し ー地域体育館{公益施設)及びそれを中心とした商業 ・ 娯楽等の関連結設.

ーション系ゾー ン
の豊かな自然環境と 一体化したゾーン . 他の商業地にない独自の特徴づくりを図るため.

総合公菌、早濁川と違担した位置に配置する.

-大規模な文化系公益施設が集積立地するゾー ン. ー 早淵川沿いに一大文化槌点を形成するため、歴史 -市民ホール.歴史博物越等の大規模公益施設 .

文化系ゾ ー ン 博物館、文化財公園.市民ホールをー体的に配置

する . 

. 
行政関連!~設ゾーン

-区役所等の行政関連錐設が集積立地し‘飲童系の -第 2 地区西側{従来から設定されている位置)に ー 区役所、郵便局.警察署.保健所.消防署、園・県合同庁舎等が想定されている.

商業錐設や業務施設もある程度複合するゾー ン. 配置する .

」

• • • • 
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• • • 
2 -5. 土地利用ゾーニング ③容積等構成

• 

J 1 ・用途別ゾー ンニングとそのイメージに基づいて容積構成を想定してみると、
川 下図及び次頁表の様になる。

、ー、警え

悦m
z

お
れ

/
‘ 

凡
・ 例

• 
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-商業・業務ボリュームの設定

業種

サ ー
祭

• 
ピ
...-

ス

・ F司圃圃園田‘

業

体

n 33.290.7 436.600 

ν 

F川♂ 

山 ~

2. タウンセ ンタ ーの環境構造

• • 

369.900 

2 -5. 土地利用ゾーニング

2.750 

18.000 

900 

5.200 

10.450 

6.450 

300 

3.100 

4.000 

050 

237.700 

間定

左

240.200 

2 -14 

• 
備 考

セン担ー 72X:駅前セン担 - 28X
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• 

• 
E 主席 工士也匡王】

• • • 
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• • • 
E 主席 2 金也lX】

ドミl-m 成廷立床想定面l 可m'能積) 
用途構成ーよ段:割合 ， 下段 廷床面積 用途別合計値に対する割合(%) 需要対応延床田積の配分詰果 ( m' ) 

商業錯設 |業務詑設 |公益施設 |住宅 | 公益 公益 A呈ι
に対する

住宅 荷量 業務 商業 業務 住宅 白 ..  割合(')

! っ14;J IA 73 ,100 1 ，--ふ 24.5 10 ,169 45 ,290 49.5 

75 ,624 0.8 60 ,500 ー・....・.......・・・・.._..司...司.. ........... .... . ..... ...・・・・... ーー...... .....司..... . 8.7 29 ,100 37 ,526 49.5 
48 ,400 I 12 ,100 

ン計 1 陀制。 167 ,040 133 ,600 26 ,700 82 ,816 49.6 

28 ,402 170 ,412 |ふ t....3~:.ïoö.+..........-......f........ . ....... ...1 54 ,405 31.9 

;;“ f.................. ., ① 6 ,607 26 ,428 0.6 15 ,900 --......_......._....百円...目..... 3.0 3.5 11 ,704 44.3 
7 ,200 I 4 ,800 

ー晶 圃圃圃

45 
301251  @ 0.6 33 ,000 ....・・・・・・・・... ... -・・・・・・・ ... ......._. .. .. . ... . .. . .. ... . . . ... . . . ..... . .... . . 6.2 8,881 24 ,051 43.7 

14 ,900 9 ,900 I 8 ,200 

• |卜白 ;;!:いい凶5而J叶叶而正バ汁白十|ト吟 ;;!函 t...<~たらμゐ判!と与いい川5勾叩ι50'0，，-1而rパoぺ-1十卜|卜“@ 6 ,794 27 ,176 16 ,300 12 ,800 47.1 

ン 卜ふ-l - j!雨 |-i!而|7 ,062 42 ,372 0.6 25 ,400 5.3 7.3 2.0 1 ,598 1 ,070 2 ,590 40.7 

計 l 33 ,571 150 ,956 90 ,600 41 ,300 21 ,100 17.2 山田| 65 ,813 43.6 

① 31 ,007 155 ,035 0.5 77 ,500 (77 ,500) (77 ， 5附| (77 ,500) ( 50 .0) 

~"-'-~:2汁
、E

務ヌ業、f句
22 ,900 3 .9 5 ,591 9 ,588 15 ,179 33.1 

@ 10 ,830 59 ,318 '29 ,700 ←-jidI1-1;!800句|一一「ー| 7 ,168 19 ,565 33.0 
;.-

r ;;:46~-1 52 ,600 
計 49 ，469 260 ,145 12 ,759 43.1 

(130 ,100 ) 

商業 10 叫ん f.............. ... ..151 ,100 ト-_._.-ー一一 2.1 32.0 3 ,583 48 ,033 65.8 

住宅男ゾ竜
5 ,100 

3 1 ,607 131 ,890 92 ,300 ト:2F|-j;汁 '6~~10'Ö'-f 一回 51.4 8,028 83 ,889 63.6 

ン 計 50",554 143 ,400 山00 , 18 ,400 106 ,600 7.7 13 .3 11 ,038 12 ,881 , 108 ,003 , 131 ,922 64.4 

"・7 ・"' , 24 ,099 96 ,396 , (11 ，3川| , (24.7) ( 11.7) 

文化系

行政関連 27 ,533 138 ,165 (34 ,450 ) I (75.3) I ( 24.9) 

合計 2-41 ,568 
505 ,400 | … 1138 ,900 1 … |卜{ 刊山山…7百叩5叩0川 100.0 100.0 1 (1川 … 1129 ,500 1 369 ,700 100.0 129 ,500 

(58 2 ,900 ) (1 74 ,350) 



3. タウンセンターの景観形成方針

3 -1.タウンセンターの都市構造 ….. .・ H ・....・ H ・. ..・ H・.. ...・H・..……H ・H・...… 3 -1 

3 -2. タウンセンターの街並み景観形成の基本方針 ...・H・... .・ H ・.. .・ H ・ H・..… 3-7

3 -3. ストリートの景観構造化による環境イメージ(建築誘導)の形成 …3-8 



港北ニュータウン・タウンセンター市街地誘導方策検討調査

九 タウンセンターの景聖餐見*~ñ支コヲ針ー

3 -1.タウンセンターの都市構造 ①歩行者空間の シー クエンス

• 

量量量 都市軸 E3 回避紬

3. タウンセンターの景観方針 3 -1.タウ ンセンタ ーの都市構造 3 -1 

-港北タウンセンタ}は都市広場(シンボル広場)を中心につくられるまち。

・シ ンボル広場はタウンセ ンタ ーへの入口であ り、タウンセンターから出てゆ

く出口でもある。
シンボル広場から都市柏、回遊軸の 2 つの歩行者系がタウンセンターの中に

される。

沿道の換地状況、 周辺地域との関係性{センタ一地区への徒歩アクセスルー
ト) 、立地環境等を考慮して歩行者系のストリ ートを都市輪、回遊軸の 2 つ
に性格分析し、歩行者空間の景観構造を組み立てる。

。出(ノード) 都市広場



• 

港北ニュータウン・タウンセンター市街地誘導方策検討調査 3. タウンセンターの景観方針 3 -1.タウンセンターの都市構造

. ス トリートによるT. c. 環境構造の明縫化

「・スト…

• 

. 者ßr行事由 • 101 道産牽歯

-性格づけ|・商業・業務機能だけでなく、文化、スポーッ、芸術等の多様な機能が複
合するセンターのアクティどティの中心となる軸。(計画建設用地が比

較的多く、必ずしも短期的な収益性に捕らわれず多様な施設展開が期待
できる。)

-性格づけ|・民地が多いこともあり、自然発生的に店舗が立地し、変化に富んだ賑わ
い性の高い街並みを持つ軸線とする。

-南北軸

-東西軸

・空間的には、ア ーバンスケールのゆったりとした象徴的な構成を持つ。
質が高く、品格のあるフォーマルな雰囲気のある空間とする。
-尚、都市軸は、以下のようなアクティピティ(都市活動)の特性をもっ
空間として設定する。

1. 1. 2 地区及び早淵川沿いの地区を見通せる、 トータル輪。
2. 自由時間時代的アクティピティを指向した空間。
3. 展示・集会・催物等が常にどこまでも演出されうる。 r都市の舞台J
4. 現代都市の予測しがたい急激な変化に対応していく受け皿。

-高低差をもっ坂道で、見通しがきき、歩行感覚も明確で極めて象徴性の |・南北劫
強い軸線であり、 1 ・ 2 地区それぞれを性格づける基幹空間とする。
-時代の最新情報が得られる先進性の強い、 「都市的」アクティピティの
高い軸線とする。
-周辺住宅地との関係性が希薄なDT部は、昼夜共に活動する場とする。

-周辺住宅地や緑道等との結び付きが強く、沿道の土地利用も行政関連等 |・東西軸
の公共性の強い施設が多いこともあり、どちらかと言えば、 「自然的」
要素の強い空間とする。

-勾配等も比較的緩く、人々がたまる、よどむ、まどろむことができるゆ
とりのある空間とする。

• • 

-商業主体で、立体的に住宅を複合する、生活の匂いのする人間性豊かな
軸線とする。

-勾配が 3~6%と商店街としてはやや急な勾配であるため、目的性が強
い、個性的な軸線とする。物販・飲食はベースにおきつつも、文化・ス
ポーツ・娯棄・サービス等の機能を相当程度複合とする。
・ヤング層やノ、イグレード階層等、比較的志向の強い層をターゲットとす
る。

-勾~が0.5 ~ 3% と緩く、ゆったりとした雰囲気の中で買物ができるシ
ョッピング主体の軸線とする。(物販・飲食主体)
.ファミリ 一層、主婦等を主体に、多様な人々の利用を想定する。

3-2 

• 



港北ニュータウン・タウンセンター市街地誘導方策検討調査

3 -1.タウンセンターの都市構造 ②車道のシークエンス

• 

匹ヨ 車による景観の主軸 仁田人と車のノード

3. タウンセンターの景観方針 3 -1.タウンセンターの都市構造 3-3 

. 

-車によるアクセスに対しては、幹線道路の 4 つの交差点は、車によるアクセ
M スに対して領域の入口であり、交差点に函するセンター内の建物は、そのラ

; " ~ i: ンドマーク(目印)性を必要とする。

・幹線道路に沿った街並みは、車のスピードに対して、他の沿道とは違う識別
1 性を感じさせる街並みの印象を持たせる必要がある。車のスピードに対応す
るには、個々の建物の識別性よりも街並みとしての識別性の方が重要で、壁
画のリズム感・高さのリズム感等で表現される。
・また、幹線道路上の歩道橋も位置の確かめる重要な景観要素となる。

刊 ・タウンセンターの進入ルートに当たる補助幹線道路では、歩行者団遊ルート
との交差部、補助幹線道路相互の交差部、鉄道のアンダーパス部のっくり方
等が、センタ ー内の方向感覚、シークエンス演出、歩車の交通規制等の面か
ら重要であ
争‘ーーご- ;. .:r ,=: 

駅広入ロの
ランドマークサインとな

ロ重コ ランドマーク 匡三ヨ 幹線道路沿いのファサードベルト

• 



港北ニュータウン・タウンセンター市街地誘導方策検討調査

3 -1.タウンセンターの都市構造 ③ノード(結節点)

• 

大規模オープンスベースのノード 複合施設のノード

3. タウンセンターの景観方針 3 -1.タウンセンターの都市構造 3 -4 

. W~T若室岡や車道空間のシークエンスの中で景観的にポイントとなるのは、
軸が交差し、或いは人々が交わりマストラの乗換を行うノード(結節点)で
ある。人々の視覚的関心を集め易いこれらの結節点の景観形成が、タウンセ
ンタ ーの景観誘導を図る上でも重要なアクセントポイントとな

。歩行者輸の結節点 . 歩行者輸と車道空間の結節点

• 



単色三三一タウン・タウンセンター市街地誘導方策検討調査

• 
3 -1. タウンセンターの都市構造 ④ビスタ・パノラ 7

みZ

• 

ビスタ軸

3. タウンセンターの景観方針 3 -1.タウンセンターの都市構造 3-5 

• • 

ランドマークを位置づけられる建築物等

パノラマ景観を持つ広場

• 

• 

-軸性を強調した街路バターン及び早淵川を挟んで向き合う坂の街の
性を生かすには、南北に連なる格調高いビスタ(見通し景)を形成したい。
そのためには、

① ビスタ軸沿いの建物の高さを一定に揃える。
② ビスタ紬沿いにはゲート性を感じさせたり、アイストップとなるよう

なランドマークとして機能させ、建築物を誘導する。ランドマークは、
高さや屋根、ファサード等で周辺からの識別性を高めるようにする。

l ③ ランドマークは、一方でその高層部から通りの鳥殴的なビスタやタウ
ンセンターのパノラ 7を棄しめる場所である。そのための展望を楽し
めるスペースも用意したい。

タウンセンターのパノラマを棄しめる場所

• 



港北ニュータウン・タウンセンター市街地誘導方策検討調査

3 -1.タウンセンターの都市構造 ⑤界隈f生

• 

界隈 Eヨ界隈の主軸

3. タウンセンターの景観方針 3 -1.タウンセンターの都市構造 3-6 

• • 

-歩行者空間の シー クエンス、ビスタやノfノラマ、沿道宅地の土地利用の状況

から、 センター空間はそれそ'れ歩行者系空間を主体的に持つ幾つかの界隈の

l 集合体として構造化できる。

T41Ri t - 界隈は、サービス道路によって囲まれ不要交通から精鋭され、主軸となる歩
i町 行者系空間を中心に、その位置や土地利用によって一定の個性、まとまりを
jp 持つ街並みを構成してゆくと考えられる
p '. mr---,- 9' .. 

Eヨ界隈への主要サービス軸

• 



• 

港北ニュ ー タ ウン・ タウンセ ンター市街化誘導方策検討調査

3 -2 . タ ウンセンターの街並み景観形成の基本方針

タウンセ ン タ ーの空間構造の特性を生かし、タウンセ ンタ ーの基本理念を実現して、
港北ニュ ータウンのセ ンタ ー として活気とア メ ニティ を豊かに持つセ ンタ ー空間をつ く

るために、次のような方針をたてる。

① 都心に相応しい高度利用を図り、都市的賑わいを生み出す。

都心に相応しい高度利用を図り、調密な都市空間の形成と様々なアクティピティ
による都市的賑わいを生み出すよう努める。

② 港北T.C . の地形・風土的景観特性を生かす。

早淵川を挟んで向き合う坂の町の地形的特性を生かし、スカイラインや夜景の美

しい、そして、それを楽しめる跳望・展望の効く場所を整備してゆく。

③ 街区毎の特色ある景観。

中心地区全体を貫く基調を大切にしながらも、街区毎に景観上の特色を与え、そ
のアイデンティティを協調する。このために街区毎の景観には、各々の土地建物利

用から導き出される特性を生かし、格調の高さや親しみやすさ、秩序や自由、 統一
性や多機性、静と動、等の明確な特徴を付与する。

@ 都市軸沿いの格調ある景観。

メ インベデ沿いは、 中心地区の歩行者総線であることから、中心地区を南北に速
なる絡調高い景観を形成するものとする。 シ ンボル広場の象徴的な場所に優れた広

場景観を創出し、水、彫刻、植栽等を配する等、 格調の中にも変化と魅力を生むよ
う に図る。

⑤ 回遊軸沿いの親しみある景観。

サブベデ沿いの景観は、 それぞれの街区毎の個性を表現しつつ、 人々の日常的な

活動に見合った親しみのある景観の展開を図る。

i ⑤ 幹線道路沿いののびやかな景観。
幹線道路沿いの景観は、交差点や沿道の景観的特徴を出しつつ、全体としては自
動車からの眺望に見合ったのびやかな景観の展開を図る。

3. タウ ンセ ンターの景観形成方針 3 -2 . タウンセ ンターの街並み景観形成の

基本方針 3 -7 

⑦ 建築物の貨の高い個性あるデザイン。

建築物は各街区を特色づける主要な景観要素であるので、各建築の機能や周辺環
境を踏まえて街区としてのまとまりに留意しながら、質の高い個性のあるデザイ ン

となるよう誘導する。また、建築の形態を分節化する等、入閣のスケールとの調和
を図るものとする。

③ 適正なスケールによるヒュ ー7 ンな景観をつくる。

広幅員の通りや広場に面する大街区は、建物の分節化によりヒューマンスケ ール
に見合った魅力ある街並みをつくり出し、小さな敷地の集まった街区は共同化によ
り 、 高度利用とゆとりある街並みを実現して、快適で賑わいのある街並みを実現す
る。

⑨ 敷地内植裁と敷地内広場。

縁や水、 自然光等を積極的に取り入れて四季の変化を楽しめ、歩行者専用路、幹

線道路及び周辺建築群との調和を図りつつ樹種、樹形べ季節的変化等を考慮した樹
木 ・ 草花の選択と質の高い広場デザインにより、街区の個性を際立たせるよう図る。

⑩ 広告、 看板等の中心地区景緩への調和。

広告、看板、夜間の照明、敷地内のストリートファニチャ一等は、中心地区全体
に調和すると共に、節度ある表現の中にも街区毎の新しい魅力を強調するように図

る。

⑪ 駐車場等の配置と修景。

駐車場は道路景観を充分に配慮し、街並みの連続性や賑わいを分断されないよう
配置するものとし、植裁による修景も充分行うものとする。また、ゴミ置場等のサ
ービスヤ ー ドも、極力目立たない位置に配置し、修景上の配慮を充分に行う。

• • • ~ 
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港北ニュ ータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

• 

• 

3 -3 . ストリートの景観構造化による環境イメージ(建築誘導)の形成

. ストリートの景観構造化による環境イメージの誘導

0 区画整理事業によるセンタ ーづくりであり、しかも公共用地を除く残りの約半
分弱が民有地であるため、民地での自然発生的建設を期待してセンタ ーが形成し
て行かざるを得ない面がある。
このため、面的な土地利用・施設立地イメージを提示しても、よほど強い規制

方策を講じない限り、実際にその通りに実現する見込みは少ないと言える。
環境形成の基本方針に掲げた目標とするセンタ ー像を、実現する現実的な手立

てとして、以下のように考える。

-まとまり易い「ストリ ー ト 」 単位での将来イメ ージを構築し、そのイメ

ージに沿った施設立地を誘導していくことを考える。

-そのための物的仕掛けとして、道路、公園等の公共施設デザインにその
イメ ージにあった特性を持たせると共に、要所要所に点在する公団、市

用地や民地での共同化等をうまく推進し、イメ ージを誘導するような鎚
点を形成することを考える。

3. タウンセンターの景観形成方針 3 -3. ストリートの景観構造化による

環境イメージ(建築誘導)の形成 3 -8 

• • • 

• • • 



4. 通り毎の景観形成方針

4 -1.区分図 …...・H・.....・ H ・. ....・H・.... .・ H ・.....・ H ・... .・ H ・..... .・ H ・. ...・ H ・...・ H ・.. 4 -1 

4 -2. 厳地利用・建築形態誘導の計画 ・H・H・ ..… .. .・H・...・H ・...・ H ・-…. ....・H・.. 4 -2 



• 

港北ニュ ータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

4. 主重りを吾ø 支署Eを克芳三三厚支フぢ金一「

• 4- 1.区分図

4 . 通り毎の景観形成方針 4 -1. 区分図 4 -1 



4-2 敷地利用 ・建築誘導の方針4 -2. 通り毎の景観形成方針4. 港北ニュータウン ・ タウンセンタ ー市街化設導方策検討調査

• eN-l 敷地利用 ・ 建築形態誘導の方針4 -2. 
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陪段 スロ ープ・エスカレーター等壱建
築計画と一体的に考える.
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地区のゲー トとして特怯的なデサ' インの

施設計画を行う.

-コミュニティ道路沿いは20m以下に建物
白高さを抑え、壁面自分節化を図り、人 i
間的なスケール白街並みを形JiI'する. ι 
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4 -3 敷地利用・建築誘導の方針4 -2. 通り毎の景観形成方針4. 港北ニュ ー タ ウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査
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敷地と街路の関係② (1 )N 一 l

• 

ショップフロント・ライン
(パックサービス兼周 )

地区内補助幹線(コレクター道路)
対面交通(駐車場・ 7リ liリー切下げ)

ショップフロント・ライン

幹線道路(中央分総苓付)
・サービス出入可、駐車場出入不可量亘

-設地と街路の関係

@街路の性格

凡

例
宅地内ベデ
・ ff)， ')7、 1\ッ世』ジュ、 7.Dイウェイ

• 
ベデストリアン ・ ウェイ
・歩専道、広場道

• • 
公共ノ fサージュ(ボンエルフ)
-歩専道、 IHl'イLわ工117 、単断面



港北ニュータウン・タウンセンター市街化竜望方策検討調査 4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針 4-4 

• 
(1)N-l ③ 建築誘導図

。
⑫ 

凡

例

三塁並塑亙
仁聖巴敷地内広場(設けるべき広場)
i lf寸敷地内広場(望ましい広場)
同 1111 敷地内通路(インナー壬‘JI ・点線勺)
1000001 敷地内通路(インt-t-JI)
巨至亘敷地内通路Cliフトシュ)
じ亙ゴ公開エスルサ・階段

L霊童藍藍
』ー『壁画後退(1 ~ 2 m) 

回・回壁面後退( 4m以上)
恒旦旦正壁面の分節化

5Eアイストアプ
ケーート

仁王コランドマーク

i苦手寸高さ 20m

怜“-1 壁面指定
途用
率
物
さ
稜

建
高
容

荷

l「m
l「
仰

二盤釜亙塗
複 …核的複合施設
商 ・・・商業施設

業 ・・・業務施設

商住…住宅併用施設
文一文化・厚生施設
行一行政関連施設



港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

4 - 2. 敷地利用・建築形態誘導の方針 .N-2 

(2) N-2 ① 整備イメージとその考え方

• 

4. 通り毎の景観形成方針

コロ不ード等で道路沿いにスケールを

落とした街並みをつくり出す.

4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針

個々由設地へは幹線道路から白7 クセ
スをコントロールした

a園
、

な街区である白で ニ=ト\
は20m程度に押さえ、 可) ~ 

ベンシルピルにならないようにす 11 i 
る ~I

②各建物に自己用ガレージを投けて E三ブ/
商店街白mわいを分断しないよう一一~
駐車場の共同化を進める.

る. 二二二二コ

tr二=
間口が狭〈細長い形状で、 2 つの街路一ーノ寸
に面する公団自主k地を利用して、バッー一ーーーノ

サー ジュ{通り注げ道路}を持つ旋設二 ごコ
を計画したい.

隣接白慰地建物からもパッサージュを
使えるように街区町共同的利用を図り

4-5 

ーーー



港北ニュ ータウ ン ・タウ ンセ ンター市街化誘導方策検討調査

(2) N-2 ② 験地と街路の関係

• 

¥L{ 

凡|
-致地と街路の関係 |.....・E ・-ー| ショップフロント・ライ ン

. 街路の性格 幹線道路(中出央入分可総帯付場) 
-サーピス 、 駐車出入不可

{91J I ，L~~;~;~;~.'・';..• 〒.a.'.ー:;~;'干・畠3噌

公共歩ノf道サージュ (ボンエル単フ断) 
専 、 Jiート911.*ン工117 、 面

• 

4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針 4-6 

同
EJ w-w|刷I 1

ドー・・4 ショ ッ プフロント・ライ ン
(バックサービス兼周)

地区内補交通助幹線駐(コレ ク ター道路げ) 
-対面 ( 車場・刊liリー切下 ) ~m~l • 

!:}((:{¥td ベデストリアン・ウェイ
-歩専道、広場道

• • 

DDDDODDQOQ~DDOOO 

一ーー一一

-ーーーーーー←

-ーー
F 

F 
F 

r r 

ーーてーー

パ ァク サービス・ライン

都市モール(ニコレフ トモーIVンュデット1117)
-一方通行、 7?t!;l ・ J '-:iンヲ付、複断面

宅地内ベデ
. ti~リ7、 liッ世ージュ、 Z主イウェイ

• 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針

• 
4 -7 

(2) N-2 ③ 建築誘導図

• 

長⑫ 崎
町
一
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-
-
a
 

1
1い
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国

凡

三盤整担盟
仁聖口数地内広場(設けるべき広場)
IIF 敷地内広場(望ましい広場)
両面目1 敷地内通路(イントト)~ .点線匂〕

100000 1 敷地内通路{インナーモーJl)
巨豆ヨ敷地内通路 (1\ヲトジュ)
仁豆コ公開IitbH. 階段

ニ茎釜丞釜
』ーー! 壁面後退(I -2m) 
回・同壁面後退(4 m以上)
匝亘面壁画の分節化

5Eアイスト γ プ
ゲート

ITコランドマーク

E222 途用
率
物
さ
積

建
高
容

商

l「m
ト
ω

l咜l 

OODDODD~OQ~DDOOO 

, 
p 

-ー-ーー-
ーー-

F r 

---ー一一ー←

一一_..s;ι ー-L ーー--ー

発一

ニ盤筆且塗
複 ・・・核的複合施設
商 …商業施設
業 -2量麓施設

商住・"住宅併用施設
文 ・・・文化・厚生施設
行 ・・・行政関連施設



港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用 ・建築誘導の方針 4-8 

4- 2. 敷地利用 ・ 建築形態誘導の方針

(3) N-3 ① 整備イ メージとその考え方

.N-3 

庁
〉
に
c
r
〉
に
仁
」
ベ

v
。
。
。
。
乞
ぐ

• 

一
シンボル通り両側目宿区白スケールは

大きく違っており、それに伴って建物
自スケ ールも通り町左右でバラパラに

なる可能性がある.
これを避廿るために核的複合施設白建

物自シンボル通りに面した部分自スケ
ールを、向かい町小規槙街区田スケー
ルに分節化する.

パD前面白奥行き 20mの部分は高さを
1 20mに押さえ、反対i町田笛並みと
l わせる.
L②壁面延長自分節化.

ーーー ーーーーーーーーー
一ーーーーーーー



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

(3) N-3 ② 敷地と街路の関係

• 

凡|
-量生地と街路の関係 l.. ・..・E ・ ..1 ショップフロント・ライン

@街路の性格 幹線道路 (中出央入分可総得駐付車場) 
-サービス 、 出入不可

例| マ~~~~.~.~~ ~ ~~~~ .~..，. , 
公共歩J専f道サージュ (ポンエ Jレ単フ断) 

、 バートヲイムわ1117 、 面
L • 

4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針 4-9 

トー-H ショップフロント・ライン
(パックサービス莱用)

地・対区面内補交通助幹(線駐車(場コ・レ刊クJ\トタ切ー道下路げ)) 

|:::::::;:>¥::;:i ベ歩デストリアン・ウェイ
専道、広場道

• • 

-ーーー----

パジクサービス・ライン

一--一ー-

都市モール(ニコレフトト11ン/ヂL付1，. 9ヲト工117 )
-一方通行、 7ヲt;i.バーキ 、複断面

宅地内ベハデッ
. ti!lリ7、 世ージュ、 Z宣イウェイ

• 



港北ニュ ータウン ・ タウンセンター市街化誘導方策検討調査 4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針 4-10 

• 

(3) N-3 ③建築誘導図

-ーーーーーー「, •. 
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-ーー一一一ーー←
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F工二車?一戸署
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|特定
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ーーーー一-.ーー一一ー
ー‘ーー-ーー・ ・ ・

凡

土監塾到且
Lr:::J敷地内広場(設けるべき広場)
|下=i敷地内広場(望ましい広場)
1111111 敷地内通路(イオーモール ・点線守)
10 0 0 001 童生地内通路(イントモー1>)
E亘亘敷地内通路 (Iiヲトシュ)
仁亙コ公開エヌルサ・階段

二重釜霊盤
』ーー!壁面後退( 1 -2 m) 

回・同筆画後退 (4 m以上)

恒型型里壁面の分節化

亡豆コアイストップ
仁匿コゲート
亡王コランドマーク

面前20m
壁面指定

途用
率
物
さ
積

建
高
容

商
ー
ト
m

←
制

二塁塁亙塗
複 ・・・核的複合施設
商ー商業施設

業 ・・・業務施設

商住・・・住宅併用施設
文一文化・厚生施設
行 …行政関連施設
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港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

敷地利用 ・建築形態誘導の方針 .N-4 

① 整備イメージとその考え方

くり出す.
点線ベデ[公関空地) ・ j;' ラ ニえの屋根

を架けた吹抜白イナーモールとし

2?""IQ 

と駅前広場の間白高低差を利用し

てカスケードを往ける.
ペデ白下部l立駐給場を訟け

E三三2

• 
4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針

i#守ru
駅舎町庇下をセットパックしたい.

庇下空間 lま広場白スケールに合わせ、 2
屠分程度とりたい.

U i : I ~!....'II rt-..l Ir'--l 田
駅前広場レベルでサシクン広場を陸け、 g与

駅前広場からの人白流れを受け入れる. 匡
このレベルから隣接する施設へアプロー 屋
チできるようにする. 国

_ n ι 11 "'HI 
けたい.

4-11 
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港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針

(4) N-4 ② 敷地と街路の関係

凡!
.1主治と街路の関係 |H ・，......|

@街路の性格

例|
...  寸.J・.・.・.・.・.・.・.・.・.E 

• • 

ショップフロント・ライン

幹線道路(中央分鍛帯付)

、、

、、

¥1  

、‘1¥ 

ト園田園イ

-サービス出入可、駐車場出入不可

公共歩パサージュ(ボンエルフ)
専道、 1\-トヲイム事ン工);7 、 単断面

i:i 

• • 

/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

ショップフロント・ライン
(パァクサービス兼用)

地区内補助幹線(コレクター道路)
-対面交通(駐車場・列liト切下げ)

ベ歩デストリアン・ウェイ
専道、広場道

パックサービス・ライン

11lmlml\III~11l11 | 都市モール(ニコレフトモーIVンタiイ'サdヲト工117)
-一方通行、 7!J til .1\-寺 、複断面

宅地内ベデ
. !iýリ7、 liッ世-:;，ュ、 Zカイ"ヱイ

4 -12 

• 



4 -13 4 -2 . 敷地利用・建築誘導の方針4. 通り毎の景観形成方針港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

i。唱.

図 Itt5j

--・・E
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・・・ -・・ ♂向ー
ーー凪・・・・・・・・h.........
一一 一 一一 . 一- -・・・ . . - . 
・・・ --・・・ . . 

品
川

。

建築誘導図③ 

• 

二盗塁亙塗
複 …核的複合施設
商 …商業施設

業・"業務施設
商住・“住宅併用施設
文 ・・・文化・厚生施設
行 …行政関連施設

...建物用途

率穫

商
」
凶ー「
仰

-・・高さ

面EL22
-釜釜霊童
』ーー:壁面後退( 1 ~ 2 m) 

-E-壁面後退( 4m以上)
匝亘面壁面の分節化
置アイストッフ

ゲート

仁王コランドマーク

土盤準型亙
，.車生地内広場(設けるべき広場)

i ff川敷地内広場(望ましい広場)

川 111 1 敷地内通路(イオ-'f-'~・点線守)
匝E 敷地内通路(イオ十時)
~ ...~敷地内通路(，;フトジュ)
仁亙コ公開工対同・階段

凡

tlU 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

4-2 敷地利用 ・建築形態誘導の方針 .S-1 

(5)S-1 ① 整備イメージとその考え方

• 

4. 通り毎の景観形成方針

L 
シンボル広場とシンボル通りを結ぶ

ゲート空間と して、街角広場(公関

空地)等をとって広がりあるスベー
スとしたい.

シンボル広場にヒューマンスケール惑

を与えると共に、シンボル広場に面す

る建物白ファサードの統一感をつくる
ために 2 屠分自高さ白コロネードを娃

けたい.

雁行する敷地形状を活かしたファサー
ドやスカイライ ン目デザインをしたい

4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針 4 -14 

• 

ミ三二ク



港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針 4 -15 

② 敷地と街路の関係

• 

-敷地と街路の関係 ' ...，....ー~ ショップフロント ・ ライン トー・・4 ショップフロント・ライン パックサー ビス・ライン
凡| (パックサー ビス兼用)

@街路の性格 幹・線サ道ー路ビス{中出央入分可離、帯駐車付場)出入不可 | E l 地-対区面内補交助通幹(線駐車(場コ・レ内クlいタ'J-切ー道下路げ)) ~~m1III 都市モーぞ(山トモ匂詩州II17告
-一方選f丁、 7?l!7.・ 1~-~ 、複断

例 l ht・ .-.-.-. -.A 公共歩ノ t道サ、ージュ (ボンエ Jレフ断) m:w:::] ベ五ストリアン ウェイ 宅地内ベデ
専 IH9イlA';，工117 、単面 専道、広場道 • iivリ7、 liッザ-:iュ、 7.11イウェイ

L- E • • • • 



4 -16 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針4. 通り毎の景観形成方針港北ニ ュ ータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

建築誘導図③ 
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後 ・・・核的複合施設
商 ・・・商業施設

業 …業務施設

商住・“住宅併用施設
文 ・・・文化・厚生施設
行一行政関連施設

途周
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高
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商

l「
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「
ω

I ~面i ì高さ 20m
怜仲村l 壁面指定

建釜霊室
戸孟孟! 壁画後退 (1~2m)
恒旦型壁面後退 (4 m以上)
画面壁面の分節化
仁亘コアイストップ
仁亙コゲート
仁王コランドマーク

土盤盤f!Jffl 
~コ敷地内広場(設けるべき広場)
i fFi敷地内広場(望ましい広場)
恒JI副敷地内通路(イントモー1I .点、線〈予〕

10000 0 1 敷地内通路(イオー←11)
F...~ 敷地内通路 (JÌ7 9 -ンユ〕
仁亙コ公開工ヌ古H' ・階段

凡

例



港北ニ ュ ータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

4 -2 . 敷地利用建築形態誘導の方針 ・S - 2

(6)S-2 ① 整備イ メ ー ジと その考え方

、

4. 通り毎の景観形成方針

ミ苓草主主主，二」ょ，二
-e令ー一一~字e唾ラセ

毛&全@

4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針 4 -17 



港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針 4 -18 

敷地と街路の関係

ーーーーーーーーーーーーーー-
一一ー ー ーーー←

-ーーーーー一ー『

ー ーーー ーーーーー 一 ーーーー ー一ーー ーー

白 F• 
, 

-量生地と街路の関係 1 ・圃圃 .......1 ショップフロン ト・ ライン トー.-4 ショップフロント・ライン パックサー ビス・ライン
凡| (パックサービス莱用)

@街路の性格 幹線道路 (中出央入分続帯駐付車場) 地・対区面内補交通助幹(線駐車(場コ・レデク'1Ilリター切一道下路げ)) 都市モーJレ (ニコレフトモー!Vンタ付ンュ97rI Il7函) 
-サービス 可、 出入不可 - 一方通行、 7?t~ . 1\ーキ 、複断

~tll 民?・，~.:・♂・5・'.~.・.・3
公共歩パサー ジュム(本ボンンエルフ)断 1:¥:::::::::::::::] ベデストリアン・ウェイ 宅地内ベデ

専道、 IH9イ工!17 、単面 -歩専道、広場違 . ii~リ7、 liッザージュ、 ~1Jイウェイ

• • . 
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(6)S-2 ③ 建築誘導図
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同TI1l !敵地内通路(インナーモー)~ ・点線匂)

1000001 敷地内通路(インナートJI)
E亘ヨ敷地内通路(Jiヲトジュ)
仁亙コ公開工対同・階段

二塁釜盤整
』ーー! 壁画後退( 1 -2 m) 
回・回壁面後退( 4m以上)
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港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

敷地利用・建築形態誘導の方針 .S-3 

(7)S-3 ① 整備イメ ー ジとその考え方

-小さな般地白集まった街区であるので

パD建物高さを20m程度に押さえ、高
| さの不揃いなベンシルピル巴街に
! ならないようにする.
ゆ各建物に自家用カ'レー ジを設けて
L 商店街白臨わいを分断しないよう

4. 通り 毎の景観形成方針

デの陪段やスロ

接アクセスできるように沿道白建物の

を計画する.
エスカレータ ーやエレベータ ー等の昇
降装置も公開利用できるよう建物を計
画したい.

4 -2. 敷地利用・ 建築誘導の方針

日:
_"¥'¥ 

4 -20 

‘ 



4 -21 4 -2. 敷地利用 ・ 建築誘導の方針4. 通り毎の景観形成方針港北ニュ ータウン ・タウンセ ンター市街化誘導方策検討調査
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一ーー一 ーー

数地と街路の関係

ー ー ー ーー一ーーーー一一一一一 一一一一一一 ー

132323333U2333i 

② 

3ヲ?

• 

パック サー ビス・ライ ン

都市モール(ニコレフトトII/"~9フトIII7)
- 一方選行、 7?t~ ・ }~ーキンタ付、複断面

一-皿 宅地内ベデ
. :DVリ7、 liッ世ージュ、 7.Dイウェイ

ベデストリア ン・ ウェイ
・歩専道、広場道

回
目一回

ショ ッ プフロ ン ト ・ ライ シ
(パック サー ピス莱周 )

地区内補助幹線(コレクタ ー道路)
・対面交通(駐車場・7リli リー切下げ)

-量生地と街路の関係 ショップフロン ト・ ライ ン

幹線道路{中央分総得付)
・ サー ビス出入可、駐車場出入不可

公共パサージュ{ボンエlレフ)
-歩専道、 li-トヲイム#ンエ117 、単断面

WU 

亘量量-街路の性格

凡

-・• • 



港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 4. 通り毎の景観形成方針 4 -2. 敷地利用・建築誘導の方針 4 -22 

(7) S-3 ③建築誘導図
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1000001 敷地内通路(インt-'f-)>)
F....，穀地内通路 (Jb~ーら)
仁亙コ公開工ADH . 階段

二塗塁塁藍
戸二二有壁面後退(1 ~ 2m) 
両五両壁面後退( 4m以上)
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.S-4 

シン

Jレは大き く 違っており 、 それ白伴って
建物のスケ ールも通りの左右でバラ

ラになる可能性がある.
パD前面か色一定自奥行きでは高さを
120m程度以下にし、向かいの街並
| みと高さを合わせる.
I @シンボル通り沿いは建物白スケ ー

| ルを落とし、壁面を分節化して反
L 対側白街並みと 白調和を図る.

。

• 

状白コ ーナー ピルデインタ'をデザイン

する.
、‘
、
、
巴
也

、
、
、
ー

、
、
、
、

まった街区である白で

パD建物高さを20m程度に押さえ、高さ ー
| の不!前いなベンシルピル白笛になら
! ないようにする.
代ID各建物に治レージを設けて商店街白
mbいを分断し屯いように駐車場白

ー共同化を進め

でのゲートとなる建物l立、屋

r 根形状の統一屯どべ7 としてデザイ ン L

\応、

\\ぶ
ベデの階段やスロープ白踊り場から も

直接アクセスできるように隣接の建物
を計画する.

建物のエスカレータ 一等の公開的利用
を図る.

。、さな敷地の集まった街Eである白で

r①建物高さを20m程度に押さえ、高さ
! の不揃い江ベンシルヒソレの街になら
| ないようにする.

I@各建物にガレージを怪けて商店街の 1
I mわいを分断しないように駐車場の

、、 、 、、 L 共同化を進める

~ -=-=乙-' \\ ¥¥ ¥ 
街匡のゲートとなる街角広場 (公関空，\\ ¥¥ ¥ 

地)を投ける\\\ ¥¥ ¥ 
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敷地と街路の関係② S-4 ( 8 ) 

• 

-敷地と街路の関係 パックサービス・ライ ン

都市モール(ニコレフトモー!I/~~釣ト工117)
-一方通行、 7ヲt;l・"-~ンタ付、複断面

ショップフロント・ライン
(パックサーピス兼用)

地区内補助幹線(コレクター道路)
・対面交通(駐車場・ず村

ショップフロン ト・ライ ン

幹線道路(中央分鍛帯付)
・サービス白人可、駐車場出入不可亘亘亘@街路の性格

凡

I1rr 
宅地内ベデ
• jjレリ7、 Jiヲ世ージュ、 Z方イウェイ

• 
ベデストリ 7 ン・ウェイ
・歩専道、広場道

公共ノ tサージュ(ボンエJレフ)
-歩専道、バートヲイLわ1M 、単断面

• 
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建築誘導図③ (8) S-4 
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建釜塁壁
r.---: 壁面後退(1-2 m) 

恒1哩壁面後退 (4 m以上)
亘亘面壁面の分節化
冨アイストップ

ゲート

亡王コランドマーク

三塁並担旦
仁聖~敷地内広場(設けるべき広場)
IF 敷地内広場(望ましい広場)

同TTIl敷地内通路(イントモー11 ・点線〈ず〕

師団司 敷地内通路(インナーモー11)
恒三.!!l敷地内通路 (Ib~-J~)
仁亘コ公開工対同・階段
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.S-5 敷地利用・建築形態誘導の方針4 -2. 
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S-5 ② 敷地と街路の関係

• 
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(9) s-5 ③建築誘導図
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仁亙コ公開Ii<:bH .階段
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港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づくりのデザイン・コード 5 - 1.建築誘導の目的とデザイン・コードの分類 5 -1 

5. f圭f-ゴくりのテ"-<;yイン・コード

デザインコードA群

o ~芝幸也のt糞主査イヒ・全士重量clヒ
ータウンセンタ ーのアメニティをつくる。

õーーー ト一一

. 1. C. の共有財産として公共、民地の空地をT . C. に求められた社会

的ニーズに対して有効に機能させるべく構造化する。

-その結果、 T.C.全体の環境構造としてのアメニティを形成する。

デザインコード B群
。 宝芝医男オ号、リュ ー- þ、 CD 酉己タヨト

'T. c. コ ンセフート 建築誘導の目的 ータウンセンターのアイデンティティをつくる。

ト一一 ト一一

• “光る都市n
.T. C. の空地と建築ボリュ ームやスケールにメリハリを付け、ヒュ

ーマンスケールの街とする。

方-その結果、 T.C . を他の都心部から識別するアイデンティティとす

光と音と風による交響化 -建築誘導により T. C. のアメ る。

トーー ニティ、アイデンティティ、ア ト一一 一
クティピティ、ミーニングを形

策成して、 T. C. のコンセプト デザインコ ード C群

を実現する。 0 実主多主主用量全の誘導
ータウンセンターのアクティピティをつくる@

ト一一 トー

. 1. C. の土地利用、建築床用途により港北N.T.T.C. としての特色、

街区毎、通り毎の特色をつくりだしてゆく。
-その結果、 T.C. を他の都心部から識別するアイデンティティを獲

得する。

デザインコ ードD群

0 空空毘司芳三三鬼衰の三重量王見
ータウ ンセンターのミーニ ングをつくる。

L一一ーー目 一
. T. C. の街並みに親しみ易さと思い出、誇りを抱かせるような表象
を表現してゆく。



港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 5. 街づくりのデザイン・コ ー ド 5 -2. デザイン ・ コ ー ドA群 空地の構造化・ 社会化 5-2 

r-
5 -2 . デザイ ン ・コ ー ド A群: 宝E士一也 α〉牟琵主室主イヒ ・孝土壬:;;:イヒ

ドコ 目的・効果 え見帝司自勺弓三才去 自主三白勺弓三才去

片-

A-1. 
敷地内
歩行者空間

-不特定多数の人々の歩行のためのスペースを敷地内の街
路に面した屋外又は屋内に設け、街路ネットワークを補
強し、来街者の回遊動線の利便性を更に向上させて、セ
ンタ ーの活性化に寄与する。

- センタ 一地区の特徴である起伏に富んだ地形により生じ

る数地問、敷地と街路・ベデ聞のレベル差を結ぶ仕浅け
を敷地内に確保し、歩行者の利便性の向上を図る。

- 核的複合施設
・公共公益施設(一部)
.駅舎

う壬一の崎通り峨f抜左肘
(点線ベデ)

① インナ ーモールの導入。

② 横了(路地的空間)の形成。パッサー ジュ
③ ボンエルフ(歩車融合道路)を

街区内に導入する。

④ 公開エ スカレータ ー ・階段等の導入。
⑤ ペデストリアンデッキの導入。

-・ー一一ー . ......一一一ーーーー ，-ー ー 一一一一ーー一一一一一一一一ー一一 ー 一 一・ ・・・ー・・ ・・・ ー ー ー ー 一一ー ー ・ - ・ .. . .ーー ーーー 一一一一一一一一一一ー-.---- -・ - ー ーー ・ーー ーー・ ，・・・・・・ ・ ・・ ・ ・ー ー ・ ー ー ー 一一一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一 一 一一一 ー ー・・ー・・ー ー・・・ーーーーー ー-ーー 一一一一一一-，ーー一一ーーーーー ・ ・ ー ー ーーー ー ーーー ー・ーー ー ーーーー ーー ー 一 一' ー一 一 ー一一ー一一一-----_ . ー ーー一一一一一一一一一一一一一一一一・ -

A -2. 
通り沿いの

tミ ・ liiリ フヲヌ，，-^

-ショップフロントの商活動(ワゴンセ ール、カフェテラ

ス等)や屋外イベントなど街の賑わいを演出したり、植
栽や彫刻・ベンチ ・ 照明など街の潤いを創出し、合わせ
て施設への誘客などセンタ ーの活性化に寄与する目的を
持ったスペース(屋外又は半屋内)を、不特定多数の人
々が自由にアクセスできるよう街路に接して設ける。

-そして、人々の休息・憩いの場としても機能するように、

縁や水・彫刻等の修景要素を持ち込んで、センタ ー空間
に、潤いと街区や通りの個性化を図る。

-回遊動線の要所に指定された街角広場
・シンボル広場、シンボル通り、回遊動線などに沿

った壁面線後退によるセミ・パブリックスペース
コロネ}ド、軒下空間、青空空地

① 大規模施設等における前面空地(広場)。
②通り沿いの壁面後退スペース。
③ コロネード ・ 庇下の空間。

@ 街角広場。

⑤ 

-街角広場、街路につながる中庭

-街路に沿ったセミ・パブリックスベース、コロ

ネー ド、軒下空間、青空空地

・環境設計制度、特定街区等の公開空地
.展望を棄じめる屋上広場の活用
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zι1-: 克i

~_''''i.;帽ず即日
②ガラス庭根が架けられているが、屋外と空闘が連続して③自然光のたっぷり入る緑あふれる7 トリウム.
いる.

・スカポロ

.~ ，-P '1-. ・

i i71[JeioJ i!LfoF I 

と緑にあふれた7 トザウムを創る.
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笹
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ヨ
一
歩
山

脇
一-大規模な ショッピングセンターや公
共施設の中に半外部的な通路(イン
ナーモール)を設け、歩行者用道路
網を補完することにより、道路側と
ベデ側の道路を良くし、歩行者の回

遊性を高める。

- 視覚的にも、反対fflIJまで抜けている
感じを出すため、デザイン上の工夫

を行うのが望ましい。

-また、大規模施設の大壁画による圧
迫感を軽減するため、インナーモー
ルを外壁の形態にも表現させ、 壁面
を適度のスケールに分節化するとい

ったことも、景観上有効である。

イシナーモールの導入① 

@巨大な7 トリウム空間に飛絡する波り1i;のモデルが吊
る され、 m動感のある空間とな っている。

ふ合+斗去号L、

01 
-032。 0300022H

インナーモ ー ル

センターコート

τ 

ト
室面のヨE度伝スケ ールの分B化
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• • • • 



港北ユュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

.7 トリウムイメージ毒事修司

・某再開発ピル計函 Section 

-某再開発ピル計画模型

5. 街づくりのデザイン・コード 5 -2 . デザイン ・ コードA群空地の構造化・社会化 5-5 



港北ニュータウン ・ タウンセンター市街化誘導方策検討調査

@ パッサージュ (路地的空間} の形成。

- 幹線道路やベデス ト リアンウェイ沿
いが公共的性格の強い空間であり、
街区全体としての景観上のまとまり
や格調の高さが要求されるのに対し、
敷地内に設けられる横丁は半公 ・ 半
私的空間であり 、 続密さに溢れた空
間である。

-績了には夜鶴飲食(赤ちょうちん)
や趣味性の高い雑貨店やブテ ィ ッ ク
等が連続し、建物(内)と通路(外)
とが陵隊に融合した界隈約空間を形
成する。中心地区にこの様なー函を
創り出すことにより、来{主1者の多様
なア クテ ィ ピティを受入れ、 後Iに多
様さと奥行きを与えることができ る。

-畿了の中は、ファサード、ザイン等
のデザインは自由とし、ゴチャゴチ
ャした面白さを引き出す。又、横了
と一体的にポケットパークを生み出
すこ とができれば、更に、界限的空
聞としての楽しさを多様に演出する
こ と カtできる。

笛匡内の失用返信

r:J-+i年」手ぞ、

道路

ポケットパーク

5 . 街づくりのデザイン ・ コード

• 

( 

f 

• 

5 -2. デザイン・コ ー ド All草 空地の修造イヒ ・ 社会化 5-6 

-.! ・" 一
--'~'.\ 

• 



5 -7 空地の様造化・社会化デザイン ・ コ ー ド A若手5 -2. 街づくりのデザイン・コ ー ド5. 港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

::.~ : G I 
斗ι;~

, 宅匹

、 句 : ， ) 

~ 

J 
、
1
J
j

3・ 、匂

パススップとコミュニティ

道路を結ぶパッサージュ
(商業ノf ッサージュ)

・パススップを利用する人々を

コミュニティ道路へ安全・快
適に誘導するパッサージュと
して計画する。

- 敷地に余裕があるので、公団
用地内にも店舗等施設を計画
する。

② 

下、

31.'" 

55r F旦1

¥ 

パッサージュの計画イメージ

高低差のあるベデを結ぶ
パッサージュ

(公共パッサー ジュ)

-幅 8mの細長い敷地を高低差
のあるべテ'を結ぶパッサージ

ュとして計画する。

・敷地の共同化を図るまでもな
く、このパッサージュが 2 つ

の敷地をくっつける接着剤と
しての働きをする。
-通り抜けの機能だけでなく、
ギャラリーや地域集会所的な

機能を持たせたい。 l 階部分
を駐車場とすることも考えた

• 
① 

一ー一一 ー ー「二つ「一一
ヒニj

tヰ

ヨ
三;~

3b.o 

ττ可τ ' ，..-- '--=・ー
;i ! ヨロキード・

/ 

寸

• 
店舗

• 

1 i'"Z Áトヲ70

店舗

ーー戸戸戸

-

ちO H

断面白
11ラ∞

世r'lID也
1 月∞

罰百~
11 'i<ョコ

31 , 0 

←~→ 



ifjtニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

。:ダダヰショ fA~.L
数場内歩行者@j湖Iの幾澄

③ボンエルフ(歩車融合道路)を街区内
に導入する。

- タウンセンターは歩車分離の システ
ムを原則としている。しかし、来街
者は、ベデ側だけでな く、車利用に
より道路側からアプローチするケー
スも多く、駐車場の取り方によって
は、ベデが人の空間として充分に機
能しないことも考える。

-駐車場を一部に取り込んだ歩車融合
スペースを、街区内に導入すること
により、自動車と人との交通モード
の切り換えをスムーズに行い、ベデ
と道路閣の空間及び動線上のつなが
りを強めることができる。

-その他、この通路沿いに、共同荷銭11
き場を設置する等、施設へのサービ
ス用通路としての機能を持たせたり、
ドライブスルーショッピングやカブ

aテラス等商業スベ}スとして利用

する等、街区や施設の性格に応じた
様々な使い方を工夫する。

5. 街づくりのデザイン・コード 5 -2. デザイン・コードA君事 空地の構造化・社会化 5-8 

メインペデ ポ/+ルフ型の験地内通路

空間的 動綿的つながり

• • • 



港北ニニュ ータウ ン ・ タウンセンター市街化誘導方策検討調査

防総猪狩::iS F 洛+1~
L;;;;，鱗械4T者鱒械霞

@公開エスカレーター ・ 階段等の導入

.L.... 

・レベルの違う 2 つの広場を結ぶ位置
にある敷地や建物は、敷地又は施設
内に、その 2 つのレベルを結ぶ階段

.スロープ・エスカレーター等を設

けて、来街者の利便性向上を図る.

.これらの施設は24時閣利用できるこ
とが望ましい。

※ 「福祉のまちづくり指導要綱」 等
も参照する。

5. 世話づくりのデザイン・コード 5 -2 . デザイン ・ コードA群 空地の鯵進化・社会化 5-9 

ロ ン (川崎市) 一

屋よ陪平面図

• 



港;fi;:. ユ ータ ウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

匂弘間四I" .A~ L 
'数池内歩行者空間の設護

民戸品ーーー
@ベデストリアンデッキの導入

」

・幹線サービス道路を波るベデス トリ
アンデッ キはを建物と一体化するJf~
で設け、 2長率の立体的分離を行う。

-ベデス トリ アンデァキは、インナー

モールや公衆用エスカレータ 一等と

連結させ、歩行者の回遊性を高める。

'L DSセンタ ー(ミネソ タ

- マイカル本牧(新本牧)

一

5. 街づ く りのデザイン ・ コード 5 -2. デザイン ・ コードA都 空地の構造化・社会化 5 • 10 

高速道路をはさんで公園 ・ 人部回放 と フランス山がプリン ジで結
，ttt l.こ

• 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づくりのデザイン・コ ード 5 -2. デザイン・コードA君事 空地の構造化・社会化 5-1l 

• 

5 -2. デザイン・コ ードA群空地の構造化社会化 ・敷地内歩行者空間

点線ベダ
インナーモール

パッサージュ

デッキ等
仁豆コ階段・エスカレーター

• • 正也



港北ニュ ータ ウン ・ タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

ヂザイ~ヨ明f" . A-2. 
遜今沿いのセミバプ!翌ヲクス:ペース

①大規模施設等におる前面空地(広場)。

-大規模施設、特に大型店舗には多く
の人々が集中する。このためこれら
の来街者の溜まりの場として、敷地
内に前面空地を確保する。

・主要出入口廻りは広場を確保し、前
面道路(ペデ)と出入口の聞に引き
が取れれば、施設に集中する人と道
路を行き交う人の勤線の錯綜を避け
ることカミできる。

- 大規模施設の単調な長大壁画は歩行
者に圧迫感を与える。上記広場を建
物プランやファサー ドのデザインに
うまく取り込むことによ り、壁面に
変化を与え、 多様な表情を建物に持
たせることができる。

-広i呈には、 ベンチ・フラッグポール・

モニュメント等のストリートファニ
チャーや、緑陰樹 ・ 水の流れ等によ

る空間的演出を行う。また、ベデ等
の公共施設との取り合いを充分配慮
し、広場の仕上げ等も公共施設側と
調和のとれたものとする。

8il!l払Lぁ

5. 街づくりのデザイン ・ コード 5 -2. デザイン・コ ー ドA郡空地の構造化・社会化 5 -12 

LRr EPFム皿'11 "

• • • 



港北ニニ ュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

づ~4.?コザ A -,-. 2. 
斗重り沿いのをミパヅ翌がクスベ』ス

τ通り沿いの壁面後退スベース

,,,-

・商業施設では、積筏的に壁画後退ス
ペースを戸外の商業空間として活用
することを考える。ワゴンサー ビス
やカフェテ ラ ス、 屋台の出店等、店
舗の業種によって様々な利用法が見

出せる。

-壁画後退スペースを線的に利用する
だけでなく、ふくらみを持たせて広
場的に使えばバザールやイベントの

スペースともなり、商店街の主要な
集客施設になり得る。

-人の憩いや溜まりのスペースとして、
キャノピーやベンチ・キオスク・モ

ニュメント・プラントボックス等、

様々なサイトファニチャ ーを配し、
街並みを楽し く する演出を行いたい。

-行政施設や文化施設 ・ 業務施設の前
面は、これらの施設を利用する人々
の為に、ゆっ たりとした溜まりや憩
いの場を整備し、 ベンチや植裁、水
による楽しい空間的演出を行う。

-住宅施設や、 病院等では、落ち着い
た環境を確保し、プラ イパシーを保
護する為、 緩衝縞裁地とする。但し、
単に緑を密に植え るのではなく、ベ
デと施設問とのほとe良い視覚的つな

がりや、ベデとの一体的空間形成を
図る等、都心景観としてアーパニテ
ィに欠けたものにならないよう配癒
する。

〈商輩穂陸における利用法〉

壁面後退

幹線道路

パススト y プ

書道 車道
」一一「一一」

公共施設

5. 街づくりのデザイン・ コ ード 5 -2 . デザイ ン ・コードA君事 空地の構造化・社会化 5 -13 

E 

入船通り 側の歩行者空間 通りに合って店舗を段けて
いる 歩道床磁ii質煉瓦タイル保守S貼り 一銭花関
岩貼り

~竺



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

づ石川時ドレ弘
通jり t合的のをミバヲ~])f討タス校予;式i

③ コロネード ・ 底下空間

・ シンボル広場や シ ンボル通り沿いは、

通りレベルの壁画後退スペースを建
築的に処理し、コロネード(柱庇)
や l 階部分のセットパックによる庇
下空間等によって半屋内的扱いをす
ることによ り通りの賑わいと施設内
の賑わいを融合させる。

-こうしたコロネード等は、風雨や直
射日光から来街者の往来を保護する

機能も持ち、又、広場や通りの景観
を秩序だてる役割も持つ。

-そのスケール(奥行きや高さ)は、
広場や通りのスケールに合わせて決
める必要がある。 -ハ ドソンタワ ー

, 
T 
4 

3 臥，lU<CòV盟国笥

= 
宅E
Z 

5. 街づくりのデザイン・コード 5 -2 . デザイン ・ コードA務空地の犠進化・社会化 5 -14 

M 

ユ，

• • • 



港北ニニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づくりのデザイン・コード 5 -2 . デザイン・コードA君ß 空地の犠進化 ・ 社会化 5 -15 

.コロネーードタイ-:/

・雨 ・ 白波風や夏の強い日差しから守られて快適に歩げるス
ペースをっくり出せる。
・ショップフロントとして、ワゴンセール、カフェテラス等
にも利用できる。
・広場やシンボル還りのファサードを整える効果も大きい。

4F 

-広場やシンボル通り白スケールを

考えると Z陪分自高さが欲しい.

Rv na 

2F 

lF 
←一一一一一一一斗4.0m 

町f場 i~~記

At:6 

. 7 ーケードタイプ

・ コロネードタイプと同じ効果を期待できる。
・ 透光性の素材を使用すれば、ショップフロントは明るい感
じに仕上がる。

- 堂霊在百千主主昆タイフ'

• lF (又は1 ・ 2F) のファサー ドをセットパックしたものが、
上部のキャンティ ・レパー構造からの事干の出は、コロネー
ド、アーケードタイプより浅くなるのでその分だけ使い途
は限定される。

・ 区画整理地区では、ショップフロントとしての屋外スペー
スとしての利用が主体となろう。

4F 4F 

.!J1行スペースとワゴンセール・カ
フェテラス等のショップフロント | 

スペースの共用を考えると4.伽以 ! 
上回奥行きが歓しい

一令

3F 3F 一 。
心、

白
川

1
ν
 

を退色
公
民

一
回

壁由上以h
 

-
Z
凶最• 

2F 2F 

lF 
ムー一一一一一一一一」4.0 •. 

lF 

τ，)r，\ 



港北ニ ュ ー タ ウン・タウ ンセンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づくりのデザイン・コード 5 -2. デザイン・コードA郡 空地の構造化・社会化 5 -16 

5 -2. デザイン・コード Allf 空地の構造化・社会化 ・セ ミ・パブリックスペース(壁画後退)

l 陪の 4m以上の壁面後退(高さ 6~7 m) ピヱ当 幹線道路沿いの壁面後退
l 階の 1~2m以上の壁面後退(高さ 6 ~7 m) rつiI 広場

• • • • 



ータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査
書Jt;:. ユ

5. 街づくりのデザイン・コード 5 -2. デザイン ・ コードA都 空地の犠造化 ・社会化 5-17 -
ーーーーー・ー

@街角広場

タス;ベース

・脅から、 4 つの道の分岐点は、 「賓
の神」を祭る等、重要な意味を担う
空間であった。現在でも街角が持つ
視覚的・空間的意味は大きい。

-ベデの交差部や道路の交差点、に建つ
建物の隅部を欠くことにより、ちょ
っとした広場を生み出し、道行く人
々に憩いの場を提供する。

-広場には、ベンチ・モニュメント等
のストリートファニチャーや緑陰樹
を配し、誰もが親しめる特色ある街
角を形成する。

・商業ー施設が集中するベデ交差点では、
交差部に面する各施設が協力して、
公関空地を出し合うことにより、一

体的なクロスポイ ント広場を創り出
すことができる。広場はバザールや
商店街主催の祭り等、様々なイベン
トの場として活用し得る。

-街角は、街行く人々の自に最も止ま
りやすい場所である為、広場に面す
る建物の形態や意匠には充分な配慮
を要する。
t街3均

、

主主 ρ 、

貴重量占を囲む 4 つの広場。(街づ〈り協定によって角的建物がそれぞれ広場を提供し
I. I&~コ ，:;;;-~... -:::;:て園田園晶...，..圃幅制帆唱円

• • 
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港北ニニュータウン・タウンセ ンター市街化誘導方策検討調査

5 -2. デザイン ・ コードA群 空地の構造化・社会化

5. 街づくりのデザイ ン ・コード 5 -2. デザイン・コードA郡 空地の構造化・社会化 5 -18 

-街角広場

街角広場(確保すべき箇所) 仁己コ 街角広場(確保が望ま しい箇所)

• • 

」

E三ヨ 幹線道路沿いの公関空地確保( 1 m) 

叫記凪己孟且n;止:JL

三三吉ìrー

• 



港ìt;ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づ くり のデザイン・コード 5 -3. デザイン・コード B都 空間のボリュームの配分 5 -19 

5 -3. デザイン ・コード B 群~畏請のオ号、リューームの酉己ラテ

「ー一
コーード

トー
B-1. 
適切な
空間規模

B -2. 
高さの

リズム

Eヨ白勺・交カ~毛

-敷地に対する建物の規模や、機能別の規模を定め、セン

ターの都市活動を秩序化する。

-センターのスイカラインを整え、視覚的秩序を与える。

B-3. ・建物の分節化によりヒューマ ンスケールの街並みとする。

スケールの| ・大規模施設の長大壁面による圧迫感を解消し、ヒュ
分節化 -7 ンスケールの街並みを実現する。

-建物の壁画の凹凸により多様な表情を建物に与え、
賑わいのある商業空間を演出する。

-水平方向…大規模がベデや広場等の歩行者空間と接
する区間に、壁面の分節化指定を行う。

-垂直方向…ザや広場等に対する圧迫感を軽減する為、
歩行者空間い面する建物の高さを規制。

支見帯司自勺弓三才去

-用途地域を定め、容積率・建蔽率を設ける。

-最高限高度地区による20m、 31mの高さ制限
・ランドマーク・アイスト ップとなる敷地について

は地区計画により 45m高さ制限。

-シンボル広場、シンボル通りに面する建物は、基
部と上層部に分節化する。(コロネードや軒下公
関空地による垂直方向の分節化)
・通り毎に l 階の階高やコロネードの高さを揃える。

・ 20m、 31mを高さ制限を越える建物は、直接街路
に面して建てない。 (20m、 31mの建物の上に乗
せるか、前庭を設けて建てる。

自三主三白勺ξJ=- ì去

-環境設計制度や特定街区により容積割増を受ける。

-環境設計制度、 特定街区により、左記高さ制限以
上の高さの建物とする。

-大規模施設がベデや広場、街路に函する場合には、
水平方向にも登面の分節化を行い、長大で単調な
圧迫感のある壁画を解消する。

ーー・ー ー，・ーー・ー一 一守 ー ・..，・一一- -一手 - --宇一一 一- -- _ .. . 一一，ーーーー・. .. ..-ー ・ー・・ー 宇一ー -- - ・ p ・ -- 一一一一一... --一一 一一一ー ー--一一一 一一一一一 守ー守- ~--ー- ーー ・・ ー ー一 宇-- ---苧ー一一 一一一一 一ーー ・ ー ー ー ーーーーー ー ーー------- - ・ー .--- -ーーー一一ー一-- -ー-- 一一一- ~ - -ー・ーーー一一 一一ーー・ー ーーー ーーーー ・ー--・ e ・・・・・・---------ーーー・・ ー ・ーーー・ー ' 一一一一一一 一ー ー ー ー ー ー ー ・ーー

B -4. 
共同化

」ー

-敷地利用の共同化を進め、スケールの大きなすっきりし
た街並みの街区と小規模で親近感のある街並みとのメリ
ハリをつける。

-核的複合施設は共同化義務街区とする。

シンボル広場周辺の街区は 1 街区 l 建物を目標と
し、共同化を進める。
・敷地の分割を認めない。

シンボル遜りや回遊動線に沿って公団換地、公団
保留地を核に共同化を図る。



港北ニュータウン・タウン センター市街化誘導方策検討調査

凡
伊l

デザイン・コー ド B ~f ~聞のボリューム の配分 - 遮蔽率容積率

5. 街づくりのデザイン・コード 5 -3. デザイン・コード B郡 空間のボリュームの配分 5 -20 

ヂザトぜ以公開 p: ， g;.q;

適切な空間規模

厳地に対する建物の規模や機能別の規模を定め、センターの都市活動の秩序化
を図る。

• 



~ltニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 5. 街づくりのデザイン・コード 5 -3. デザイン・コード B郡 空間のボリュームの配分 5 -21 

5 -3. デザイン・コード B l!f 空間のボリュームの配分 -高さ誘導方針図

• 
高さ 20m (近商、及び商業地区内で量生地奥行きの小さい街区)
高さ 31m (商業地域内で大規模街区)

ド B;;" ，2 ，

-高さのリズムをつくって、スカイラインを整える。

① ??街である特性を生かして、通りのビスタやパノラマの美しい街並みをつく

② 通りのスケールや街区規模等に合わせて、通りに沿った建物の高さを備える様
にする。その場合、通りの景観を整えるために、通りの両側で高さが極端に違
わないようにする必要がある。

③還りのゲートやアイスト ップ・ランドマークとなる建築物は周辺の建物より高
く して、その存在を際立たせることも必要である。

直亙] 高さ45m (ゲート・アイストップとなる建物)

仁王ヨ 特定街区(ランドマークとなる建物)

• • • 



If~~ょニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

| ザインコード B一&
B 三ズヶーl~必分:鋭化:

τ建物の隅軒高の統一

』ー-

- シンボル通り ・ シンボル広場に頭す
る建物l立、場の統一惑やシンボル性
を重要視したデザインが望まれる。

-シンボル通り・シンボル広場に面す
る建物は、コロネードや l 階のセァ

トパックにより、建物基部に場の統
一感を創り出して来街者に印象づけ
る。その際、その軒高・階高を揃え

ること。仕上げやファサードの処理
等総合的なデザインを行うことも、

その効果を高める上で大切である。

5. 街づくりのデザイン・コード

• 

5 -3. デザイン・コ ード B 君事

. , 
~ 回 1

空間のボリュームの配分 5 -22 

• 



似bニュータウ ン ・ タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

同37rrF B-3 誕
:干ヌグ""1"の分鏡花

τゲート性

ふ『

・メインベデ等の主な歩行者路や、幹
線道路からタウンセンターに入るゲ

ート部では、両側の建物の軒高や踏
高を揃えたり、スカイラインやファ

サードを揃えることにより、そのゲ

ート性を強調する。

- フランクフルト市内

- フランクフル ト市内
「一

5. 街づくりのデザイン・コード 5 -3. デザイ ン ・コードB郡 空間のボリュームの配分 5 -23 

• • • 



Hij~二ニ ュータウ ン ・ タ ウンセ ンタ ー市街化誘導方策検討調査

"..--' 

ヂザインコー P EE-3河
系，仕 ~lvゐ分節{t

@壁画の分節化

・ 大規模な施設の長大壁面による圧迫
感を解消するため、 壁面を分節化し、
ヒュ ーマ ンスケールを与え るよう配

慮する。

- 高層部分をセットバソクし、 低層部
分のみ分節化する方法でも良い。商
業系施設等では、低層分の回凸によ
り、多様な表情を建物に付与し、楽
しい商業空間を演出する こ とができ

る。

- 前述したように、イ ンナーモールを

建物内部に通し、 視覚的に抜けた感
じをファサー ドに表現することも l

つの方法である。
① 単調な畏大壁画

1 
o G 0 0 ③ 

.. 
③ リズミカルな分節化

G " 0 0 0 
③インナ モ ルや入口団りの前面広場を

生か した分節化

~ Q 000  

o ﾐ � 0 0 

5 . 街づくりのデザイン ・ コ ード 5 -3 . デザイン ・ コードB都 空間のボ リ ュームの配分 5 -24 

• • • 

. 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づくりのデザイン・コード 5 -3. デザイン・コード B郡 空間のボリュームの配分 5 -25 

③ 通りに面する建物の高さ制限

-建物のそれぞれの通りや広場に面す

る部分は、一定の高さを揃え、対面
性の持った緊密感のある都市空簡を
創り出す。

高容穫の建物がその街区の高さ制限
を越えて建てる場合、高層部l立、通
りや広場よりセットパックさせる。

. 20m' 31mを越える建物は、直接通
りに面して建てず、 20m' 31mを越
える建物の上にセットパックして乗
せる。または、前庭を設けてその奥
に建てる。

-通りや広場に日照・採光を確保する

と共に、建物の圧迫感を緩和し、通
りにヒ ューマンスケールを与えるこ
とができる。

-これらは、ベデや広場に全体として

適度な因われ感を与えると共に、連
続する高層建築による圧迫感を防ぐ
ことを提案したものであり、一部ポ
イント的に建物を高くすることまで
規制するものではない。

{メインベデぞ沿いの建物高さ高層建物が建つ街区}

Î\Jま刷出

日比 (f
I1 j ビ凡

~ :A 

-- ，-~.~ 

ポイント型の高居住宅

16m 

臼照・採光等の確保

両
/ 

I 4 -5 階存度

@ùl府~.r，~拘坦註可能陀l川 WS1Gm ，1 同比谷地 ' J
qF Z守地

lご=コ内は協定[，践を示す

図 -9.26 東京都干代田区内幸町]了目の建築協定一一都心のオアンス，日比谷
公開周辺街区内の 4 つのビルが， 50年を期限として建築協定を締結している。協
定内容の主なものは以下の 3 項目である。

① ヒソレ新築の際 [C は壁面を道路から 5m 後退させ，空地を緑化する

道路

両府担築物 11> 15m 

m両

ff\府
担1Ii

空地

iITF� 

IJj i!i 

dヒL宅

セ y トパックによる

日照・採光の確保

②道路境界から 20m までは建物高さを15m以下 lこおさえる 協定締結地区
③ 建物の形態や色彩を周辺環境との調和lこ配慮する (出典・日経ア ーキテ クテュァ， 1981. 4 . 13) 

⑤壁面線指定.低層部と高層部を分けて壁画号の指乏を行った建築箇定の例.中低層の街並みを形手する. • 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づくりのデザイン・コード 5 -3. デザイン・コードB都 空間のボリュームの配分 5 -26 

5 -3. デザイン・コード Bllf 空間のボリュ ームの配分 -スケー lレの分節化

壁画(大規模施設の低層部の壁面をヒューマンスケールに合わせ分節化する。)

• • 

i主叫

，.-ーー

• 



港北ユュ ー タ ウ ン ・タウ ンセ ンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づくりのデザイン・コード 5 -3 . デザイ ン ・コード B$ 空間のボリュームの配分 5 -27 

5 -3 . デザイン・コ ー ド B群 空間のボリ ュー ムの配分 - 共同化街区

① 換地計画によって生じた狭小函地の土地のポテンシャルに応じた有効利用を図
るため、街区の想定用途、換地計画に応じて非分割・共同化を推進する。

② 敷地利用の共同化を進め、 スケールの大きなス ッ キリとした街並みの街区と小
規模で親近感のある街並みとのメリハリをつける。
シンボル広場周辺の共同化を進める。
レベル 1 :非分割 I 街区 l 建築公共公益施設街区。
レベル 2 :共同化義務街区 核的複合施設街区、業務系施設街区は共同

化の義務づけ。分割は禁止。
レベル 3 :共同化推進街区 共同化を推進すべき街区。
レベル 4 :共同化奨励街区 その他の街区も敷地の有効利用を図るため、

共同化を奨励。

レベル 1 : 共同化義務街区 回盟レベル 2 :非分割 l 街区 l 建築 匡雪 下ベル 3 :積極的に共同化を推進すべき街区亡コレベル 4: 共同化を奨励する街区

• • • • 



if:ltニュータウン ・ タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 5 . 街づくりのデザイン・コ ード 5 -3. デザイ ン・ コー ド B郡 空間のボリュ ームの配分 5 -28 
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-敷地利用の共同化を進め、スケールの
大き なすっきりとした街並みの街区の
街区と、 小規模で貌近感のある街並み
とのメ リハリをつける。

''--

• • 

1.共同化義務樹区
l ・特定街区等を用いた l 街区 1 建築の
結合的設計。

! 1 !!I I 11 
1 ・ l

ー，
! 1 1 1 111 1 11 1 

t ， シンボル広場t:
!・共同化又は、ファサードの壁面位置

-ピルI~別捜となるがやファサー ドデザインボキャブラリ
ファサー ド白統一に

面する樹区
一 (ex. コロネー ド)の統一。 より一体性を高める.

1 I I iii i ii 1 ・....・-

! ] 11 111 1 -+ 
-土地の所有と利用の分緩や建物の共

-裏通り (ex: シンボル通り)

3 ，中小敷地の共同的利用
-表通りにつながる7

j 同化に対して抵抗の多い中小敷地に クセス田中庭を共同

対しては、建物の位置やアクセス道
で設ける ことにより、
表通り由底わいを監

路の調整により、アクセスの共同化 地内に引き込む.

等によりシンボル通り等とのアクテ
~ 

ィピティの結びつきを強める建築の I 1 
建て方を誘導する。 ー争 トー

l 

一ーア下 一

4，細長い公団敷地を操介
-土地の所有区分や建物の所有区分を

-個々自敷地自シ冨 ツ -公団としては容額率
明確にしつつ、公団敷地を媒介に敷 プフロントを長〈で を隣接敷地に分践す

とした敷地利用の共同化
地利用の共同化を図る。 きる. る等白方法で土地白

活用を図る.

. ;-:ッサ ー ジュ

空 椙巴-広

ー診 E己| ψ" 

. . 



港北ニニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づ く りのデザイン・コ ー ド 5 -4. デザイン・コ ー ド C郡用途の誘導 5 -29 

「ーー

5 -4 . デザ イ ン ・コ ー ド C 群; 用主主の謬主主導

ドゴ 自主三白勺弓三才去目的・効果 支見帯リ自勺弓三才去

ド
c-1. 
住宅機能の
導入と

。立地規制

-住居系機能の導入は、センターを利用する主体を多様化
させ、セ ンタ ー24時間息づ く 街を形成する等、センタ一
地区活性化に大き く 寄与する。
・また、センタ ー内商業施設にとっても有利であることが、
戦略的に特徴ある住居系機能の導入を図る。

.2 ， 000 戸の住宅を配置する。
1 F には、 住宅を設けない。

-ア γ プタウンには商業住宅ゾーンを設ける。積極
的に特徴ある集合住宅を導入する。

一一 一ー. ..一一， 一一 ーー ー 一. .. . ・・ ..今 一一一一一一 ーーーーー ー一 一一一一一ー..一 一....... 一ー一一一一一一 ー一・・ ー ・守.. 一一一 ・ ー ー ・ ・ ーー ーーー.， . ーーー -ーー ーーーー一 ・ ーーーーーー一 一ー一一一 一一一 一，一一 ー ー一 一 一一ー 一一 一 ーーーー一 会会ーーーー ・ー・ ーーー一 一一品一一一一一 ーーー一一一一 一一一一一一一一 一- . ..... 一一一一一一..・ ーーーーーーー ・ ー 一一一 一ー- .... ー ーー守ー 守宅合‘一 ー一ー ーー

.
場

場

2

車
+

輪

一
駐
駐

P
U
 

-タウンセンターの利便性を高めるために駐車場は不可欠
である。しかし、無秩序な駐車場設置は、車両アクセス
の利便性を低め、景畿の見苦しくすることからタウンセ
ンタ ーの性格にふさしい商業・業務施設とする。

・駐車合場の適切な配置により、駅及び大規模施設周辺の放

置自転車による歩行者空間上の占用及び混説を防ぐ。

-駐車場の設置を義務づける。一定規模以上の施設
については、付置義務台数以上の台数を義務づけ
る。

・ 自己敷地内に付置義務台数を周意できない場合に

は、共同駐車場もし く は他の駐車場で担保する。
. 駐車場設置と共に駅及び大規模施設周辺地区につ
いては、通勤通学利用者の自転車利用に対応する
ための駐輪場設置を義務づける。

-駐車場案内システムの確立。

-タウンセンター内駐車場の一元的管理システム(

駐車場管理会社)の検討。

ーー... -一一一一一ーー ・・・. ~ .. ー ー-ーー一 一一 ーーー ー ーーー ー ーー 一一 一一一一 一一一-... .一 一一一宇宇.・-ー一一ーーー ーー 一一一一一一一一一一一一 一一，ー守. ..一 一一 ー一 ... .... ~・ 一一一一一一一今 一 一 ・・・・・・ー ・ー ...φ. .. . .. ー ー・ ・ φ ー ... 一一 会... ー ー ーー・・・・ ーー一 一一一一一一一一 ーーーー一一一一 一ーらー一一一一 一一一守一一一一一 一一ー一一一一 ーー ..... ーー一一-. . -ーーーー・・・・・ ー一 ー一一ーー ーー ・ーーー ー ・ ーー一 一一一一一一一 ー ー・

C -3. 
複合化

-タウンセンタ ーにおける種々の都市活動(働 ・ 遊・学・

住)に伴って、数々の公共公益施設サー ビスが捷供され
る必要がある。そのうちでまとまった函積を必要とする

もの(区役所・病院・警察・郵便局・博物館・体育館・
区民ホール)については、マスタープランの土地利用計
画でその位置と規模が設定され、換地計画にも反映され
ている。

・しかし、現段階においてもまだ種々の公共公益施設サー

ビス施設が、不足あるいは今後需要が顕在化すると考え
られる。

・これらの施設は公共公益施設用地における複合化は勿論、
民間施設用地においても積極的な複合化を検討してゆく

必要がある。

-必要と思われる施設とその立地条件を洗い出して、

その複合的整備をそれぞれの敷地に要請してゆく。

----..ー一 ・ー -~ ------ーーーーー ・ ・・ ・一ーも... 一一 一 一 一一一一 一 ーーー 一ー 今一... . .ーー ・ ーー会会守'一一一一ーーー ー ーーーー 一一 一 一一ー 一一一 一.，一 一一一一 一一ーーー ー一一ーー守一一一一一 一一 ー ーー一・... 守守一 一一一一 一一一ー 一一ー φ ・ ..φ._. - . ・ ーーー一一一ーーーー --_. ---~ 一一一一一一 ーーー ・・ ・・・ ιト ー ー 一一ー一一ー ーーーー一一一一 ー一一 一一一 -.. . 号令 一ーー ーー ーーーー一 一一一ー一ー一一一一 一一 一一一 一

c-4. 
瞥定利用

L.... 

-タウンセンタ ー は長い時間をかけてつくっていくもので

あり、その意味から開発当初は街区の本来的用途や規模
の施設が立地せず、 暫定利用施設が立地する場合もある。
その場合も、セ ンタ ーの景観が混合しないようにする必
要がある。

-暫定利用施設についても、これらのコード若手は適
用されねばならない。

-風営法に該当する業種については、これを認定し
ない。



港北ユュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

5 -4. デザイン・コ ード C群周途の誘導 -住宅配置街区

• 

5 . 街づ くりのデザイン・コード 5 -4. デザイン・コードと都用途の誘導 5 -30 

• • 

• 2 ， 000戸の住宅は、 主としてア ップタウンの商業住宅ゾーンに立地誘導する。

・タウンセンターの施設は、 1 F (ストリートレベル)には往宅を設けない。(商
業・業務系の賑わいの連続性を確保する。)

M ﾞ 

• 



港北ニュ ー タ ウ ン タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

• 
デザイ ン ・コ ード C群用途の誘導 - 計画駐車場配置 1161

5 街づ くり のデザ イ ン ・コード 5 -4. デザイ ン・ コード C郡用途の誘導 5 -31 

• 

.~輪場の適切な配置により 、 駅及び大規模施設周辺の放置自転車による歩行者空
間の専用及び混乱を防ぐ。

駅前広場地下駐車場 核的施設駐車場 区工 公的立体駐車場候織地 亡E二 通勤用駐輪場 ~官民一体的整備による駐車場候補地



潜~tニュ ー タ ウ ン ・ タ ウ ンセンター市街化誘導方策検討調査

5 -4. デザイ ン ・ コ ー ド C~~ 用途の誘導 -駐車場配置

公共大型駐車場 E豆ヨ大型駐車場設置養護街区

5 . 街づくりのデザイ ン ・コード 5 -4. デザイン・コード C都用途の誘導

~;:L 伝 c 間 22②
h E討i積約院選

5 -32 

-一定規模以上の施設については、 付置義務台数以上の台数の駐車場の設置を義務
づける。

・自己敷地内に付置義務台数を用意できない場合には、共同駐車場もし く は駐車場
での台数担保(金銭による取得)を義誌づける。

・地形の高低差や広大な公的駐車場の計画的整備を推進する。

~ 共同化駐車場設置義務街区 E三ヨ官民一体的整備による駐車場候補地

• • • 
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一 -タウンセンタ ーにおける種々との都市
活動(働・遊 ・ 学 ・ 住)に伴って、 数
々の公共公益サービスが提供される必
要がある。 そのうち、 比較的小規模な
都市利便施設は、厳地の複合利用によ
り立地を図り、土地の高度利用と来街

者の利便性向上を目指す。

....... 

• 
亡郎市生活利便施怨

施設名 主体 E E W 糊|利用形態 A B C D G 備 考

① 総合病院 -公・行 。。 大 独立建物 。 。 (既定)
生 クリニヲウ 民・公 園 7f!1イ昔 。 。 。

命 調剤薬局 民・公・ 。。 苅7イ昔 。

の 保健所 1'T 大 独立建物 。 一{既定)

基盤 抑止ラー・旬以 民- 苅7寸昔
警察署 -ィ丁 。。 狙立溢物 。

]琵師総合庁舎に慨(醍)警余色ilち寄り所 民・ 河7-r昔
派出所 ー 行 。。 河7→昔
消防署(":r;;"-) . fr 大 独立建物 。 {既泡

② 駐車場 民・公・行 。 。 刻ド 大 独・河7ー借 。 *場水1寸寸吋計画t拙lXl niに 1合 x 1. 2倍程度必要か q
街 駐輪場 民・公 ・行 。 * 大 独・河7寸苦 。

の デリliト業法対応の駐車，，'H
基 円r.~トヲブ 民 ・ 公 ・行 。。

0 0 0 0 

* * として胸当踏の必要
霊 ヘ・，);:.ート 民・公・行 * * 

深夜の円以交通機関 民公・行 判ド 。 * 
域内気酎韓関(ず7-'F!u . ;" "~Ii:l・循湯u) 民・公・行 * 。 * 
持オイ拘~ (レオ1ルヲイ州シ:I'ik) 民公・行 。 *-'- , 。 * 
電蹴う幻(公衆電話・ F以) 民・公・行

0 0 0 郵水飲彊FみZ場ト 民・公・行
民公・行

公衆トイレ 民・公 ・行 。

〈ノチ 民・公・行 。

材対・ショ寸-:1 民・
ゴミ箱 民・公・行

0 0 清掃H7・7丹南ト紺持理 民 ・ 公 ・ 独・ 7f!1-r昔 。 。

警備保障 民公・行 。。 独 '7f!1-r昔 。

各種自動型涜機 民 。

③ 区役所 -行 。。 * 大 (駅既定舎)内役置の可能性暮 行政窓口 'fl 独・河7→昔 。

り 各種専階当主 民・公・行 。 *ーー 大 独 . 7f!1寸昔
し 郵便局(無集記普通局・特定局) -公 ・ 行 。 独・河7-借

0 0 0 
費敬と調整

の ;j討す・証券 民 。。 大 独. 7官7イ苦
基 加l):，..;z:t-A" 民- 独 '7f!1-r昔 制限することも必要
盤 配送'-\:7 民- 。 大 7f!1-r昔 。

③ TV放謎， (CATV) 民・公・行 。 大 7f!1寸昔 。。 ゴサテライトスタジオの可能性
情 予分放送(コミュニ1<FM) 民・公・行

0 0 0 
- 河7→昔 ' 

報 文字放送 民公・行 7f!1-r昔 。。
の 新聞 民・公・ -河7-r昔
基 タウハーハー (市Jt.報・ 庁内会締 民・公・ 。。 -四7寸昔 。

盤 あ直情報帥ー - 公・ 行 -河7-r昔 勺割~;!7L ('問調)で→宮市域|
r必ュ→ー持ン古イF -公・行 。 7f!1イ昔 。 * でも始まっている.

③ 文化施設(音量削 ・制措) 民・公・行
0 0 0 

大 独.7f!1寸昔 l 街づくり として検討
余 美博物術館館 -公・行 大 独・河7寸昔 (既定)
限基 - 公・行 大 強. 7f!1棺 (既定)
の盤 7bーがント施設(映画 ー ライブ弘知) 民・公・ 。 大 独. 7f!1寸昔 。

注}・主体民: J盟主導による立地珂鴨出来るもの仮営) -利用者 A: 就業者に対対対すすする利便 -立地条件
l 経価誘済導jJ1思原す惑理べEかきで登もら立備の地公 :公的回体に運営カ信号えられるもの B: 居住者に る利便 ll: 

行:行政主導により投置されるもの (行政} C: 来訪者に る事IJir' ill: 誘導すき
D: 就業者と居住者に対する利便 lV: システムとして按宣す

E: 居就全住て業者者の人とと来来々訪訪に者対者ににす対対る事すすj便るる事利j便使F: 
G: . 
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• • 
仁廊市生活事j使施設

施設 名 主体 E W 規模 利用形態 A B C D G 備 考

⑤ 図書館 - 公 ・行 。。 大 独. 7官7寸昔 市教育委員会との縄整
余 2喫~-I茶m店臨 民・ 公 ・行 大 独. 7T!7棺 (既定)
取 民- 。。 . 7T!7イ昔 。

の レヌトラン 民ー 小 . 7T!7イ昔 。

基 丹ヲ附-t， 民・

0 0 0 0 

小 独-.-7戸m町7『『棺借借
。 。

盤 射健康す代増理進店センター 民- 小
民ー公・行 大 。

叫科ーセンター 民・ 公 園 行 大 独. 7T!7寸昔 。

⑥ 託児施設 民 ・ 公 ・ 行 '7T!7-r昔 。 。

共 教会・寺設等 - 公・ 大 独・ 街づ く りとして検討
生 1\:ノディヰ?ヲIÎ- 援助施設 'rr -河7寸昔 。

の 淵ト人材色ント -公・ 。 -河7寸昔 。

基 老人余昭セオー - 公・ 行
0 0 0 

-河7-r昔 。

盤 在宅支援~-t， Üト川IlIÎ-. 路会) -公行 '7T!7-r昔
0 0 0 治療食給食をオー 民・ 公 行 - 河ア寸昔

結葬婚祭棺互助談所会 民・ 。 . 7T!7寸昔
民 国 公・

0 0 
'7町寸昔 。

結婚式場 民 ・ 公 ・ - 河7寸昔 。

⑦ コミュニラィ・如ν (集会所) 民・公・行 . 7T!7寸昔 。。 。。
コ 地区セ ンター - 行 大 独 '7ロ7寸昔 街の按づ く りに必要
、、、 公営協示板 -公行 * -河7-r昔 。 *案内 システム・サイ ン百十菌
ユ

ー

ア

イ

の

基
盤

③ 業護用途のレ庁Jlfiべ-fi 民 ・ 公 大 独・河7-r昔
0 0 0 働 事務用品販売店 民・ -河7寸昔

ゥ→リン1. 1-t， 民ー -河?寸昔 。

人 簡易宿泊施設 民・公 ・ 大 独 '7冒7寸昔
々 各種t~:ね情報センター 民・公 ・ . 7T!7寸昔

0 0 0 0 
の 人材訴追セユみー 民・公・ -河7寸昔
基 通訳・綴R帥ー 民公 ・ . 7T!7イ昔
盤 葉樹菅報調査・研究機関 民・公・ -四7寸昔

⑤ 各種案内表示 民・公・行 割ド -四7寸昔 。。 。 ~J 案内システム・サイン計画
訪 案内的ンター 民・ 公 ・行 * -河7-r昔 * れ コインむヲ車問 民・公・ '7T!7-r昔
@ ー

人
々

の

基
霊

注)・主体民:民間主導による立制甥寺出来るもの仮営) -利用者 A: 就業者に対する利便 -立地条件 1 :経廊続済導崎原す設理べかでき登もら立備の地公 :公的団体に運営カ笥えられるもの B 居住者に対する利便 :゚ 
行:行政主導により投寵されるもの (行政) C: 来訪者に対する利便 m: き

D : 就業者と居住者に対する利便 N : システムとして検討

EF:: 居就住業者者とと来来訪訪者者にに対対すするる利利便便
G: 全ての人々に対する利便

. . • 
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5 -5. デザイン・コード D群~毘謂芳三三売さ CÐ 三主主王見

「ーー

コーード

←ーー一一一
0-1. 

J，bイライン

\:J，9ライン

の演出

0-2. 
J，bイライン

の色調

目的・効果

-重層するスカイラインの美しさの演出と同時に、高層部

からの見下ろし景観へ配慮、し、屋根あるいはカスケード
状の頂部を持つ建物のシルエットをデザインする。

-遠景からのtントに色調のまとまり、統一感を持たせる。
・遠景からの大規模施設のボリューム感を軽減し、シンボ
ル広場・シンボル道路等歩行者空間に対するヒューマン

スケールを実現する。

え見常習白勺弓三2去

ランドマークやアイストップとなることを考慮し、

核的複合施設や公共公益施設は屋恨を設け、スカ
イラインの中でのアイデンティティを高める。

-遠景からのセンターの色調の統一感を持たせるた
め、高層棟の色調を規制する。
-低層部はブロック単位、通り単位で基準となる色

調を指定し、街並みの混乱を規制する。

自主三白勺弓手たき

-屋根・頂部のデザイン

-低層部は街並み・歩行者空間の賑わいを演出する
ため厳しい規制は設けない。しかし、街並みに混
乱が生じないような誘導は行う。

.. '・ . '- ー 一 ー・一 ---一一一 ，ー・ ー ・・・・ー------ーーーー ーーーーーーーーーー ーーーー・ ーーーー ーーー一ー一一一一一一一 一一一一一一一ーーーー一一一一守守 -- ・・ --- --ーー------~ ー・・ーーーーー- -・ーーーーー・ーーーー-----宇.宇ー- ---ーー・・ ・・ ・ ・ーーーーー・・ー・・ー・・・ー・ ー ーーーー----ーー・ーーー-，-一一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーー・・・・・ーー ー ーー ー ーーー ーーー-ー-ーー一 一一一一一一 一一ー ー・・ ーー一一一一一ー・・ ・・・ ー

0-3. 
Eこら~?

展望台を

-坂の街であり、敷地内の広場や建物の上部から通りのビ

スタやノfノラマが量産しめる場所が各所にでてくる。

・街の動きを身近に感じられる展望台をバルコニー・テラ
ス・屋上庭園・ベイ・ウインドウ等様々な形で設け、人
々に楽しみを用意したい。

-屋上広場、最上階の展望台、ベイウインドウなど
展望・眺望の場を設ける。

_ .・・ F ・ P 一 一・・・一一一ー ー・ 4俳句--- -・---ーーー ー ---・・ ーーーーーーーー ーー ーーーー ー ー・ ー ーー ー ーーーーーー一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一司- --・--・・---- ---- - ~---守ーー一一一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一守一一一一司F 一一一ーーーーー-------一一一一一一一一 一一一一一一一一ーか一一一一一一一一一一一一一ーーーー ーーー ー ーーー ーーー・・ー ーーーー ーーーーー ーー一一一 一一一一一一一一一一守一一ーー・ーーーーーーーーーー ーーーー

0-4. -コンセプト「光る都市」 のデザインテーマ:光・風・音 |・シンボル植栽・テーマ植裁の指定
縁・水・

彫刻
の具体化。
・人工空間の中で人々の憩うことの出来る潤いある空間を
提供する装置として。
・通り毎・施設毎のシンボル、テー7 となる植裁を施すこ
とにより、通り ・ 施設の個性化・差異化の装置として。

0-5. ・都市の賑わいを誘導・演出する。

仮設的装置|・光の変化、風向きの変化、気温の変化等を見せる装置。
日除けテントの高さ、出幅、色彩等の規制

0-6. ・駐車場施設は周辺環境に対して阻害要素となり易いため、 | ・周辺緑化または l 階歩行者レベルへの店舗設置

見えない | 修景基準を設けて地区の環境向上に寄与する。 I ・駐車場出入口の制限
駐車場

- 公関空地部分、ショップフロントの賑わいを植栽・

水・彫刻等によって演出する。

-公関空地部分、ショ ップフ ロントへの賑わい装置

の設置

-大型駐車場建物外壁のグレードアップ

-ー・ーーーーーー ー ーー一一宇 ー-~---------------・・・・・・・-- ーー・・・宇 --- ー・ ーー守一手宇一一一一一 一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一 一守一一守一一一一一一ーーーーー - ， -ーーーーーーー----ーーーーー------宇.宇ー---------------------・，ーーーーーー ー ーーーーーーーー ー-ーーーーーー-，-ーーー-- -・・ E ・--ー ー----ーーーー一ーーー一一ーーーーーーーーーー一一一一一一一一 一一一一一一一一一ー一一手--- ---一一一一一ーーー

0-7. 
看板・

広告物等

-デザイン的に工夫を凝らし、環境に対する配慮を行った
看板・広告はまちの華やかさ、個性を演出し、設置する
施設や企業イメージを向上させる。

0-8. ・人通りが少ない時刻でも沿道の施設の演出により、入の
，.，17Uント | 気配の暖かさを感じさせて人々に愛着と親密感を抱かせ
の賑わい | る。

』ー

-屋上看板・広告の禁止

-袖看板の大きさ、高さ、出幅、色彩等の規制
・壁画看板の面積、色彩等の規制

-看板・広告物のデザイン・イメージの設定

- 閉績的なシャ ッタ ーの制限

・ショーウインドウの設置奨励

.店舗内の夜間照明
・業務ピル lF にショ-11-1.・イベントヌペサ・店舗等の設置

• 
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・ピス タ ラインを意識した建物のデザ
インを行うことにより、センターの

都市景観の向上を図る。

-重層するスカイラインの美しさの演
出と同時に、高層訴からの見下ろし
景観へ配慮し、屋根あるいはカスケ
ー ド状の頂部により屋上設備機器の
目隠しを図る。

-ラン ドマー クとなる建物は、頂部に
特徴的なシルエットを持たせ、ラン
ドマークとして個性、意味付けを考
慮、したデザインとする。

・中低層の建物は、高層部の見下ろし
景観に配慮し、屋上設備機器等を屋
根状 ・カ スケー ド状のシェルタ ーで
見えにくくする。これは重層するス
カイラインの形成にも重要な役割を
持つ。

-歩行者馳等のアイストップとなる建
物のシルエット及びファサードは特
にデザインの留意する。

-屋板"・・ ペントハウス、屋上機器置
場の目隠しを利用して屋根
を設ける。

....... ‘・・

- 屋根は高さ制限の中に含ま
れない。

- 屋上には広告類の設置は禁
止する。

ス (エドモントン

①重層する屋根のスカイラインが集まっ

5 . 昔話づくりのデザイン ・ コード 5 -5 . デザイン ・ コードD君事 空間形態の表現 5 -36 

モント

• • • 
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藤沢市の景観形成と環境色彩日海jザf V:~理 ... . . . }.H D.nz~

涜誌記来託手話絞殺曾議

トF

賑わいとうるおいの郷心景観色一

一一都市機能がまざりあい、これ力、らも発展宜貌

する抽躍は.環蝿色彩のよでもコン トロール

がむすかしい点カ、高ります. 屡沢白書玄関で

ある都心都. 北口 南口広掲周辺、および南

口本通D、 iJ曹 ー片瀬鹿沢織に画した理明

の外壁葺関色は. 現在も効果を見世ている高

明度・低転居色tj'i5'、古わしいでしょう.嘩層

部は賑わいを潤出するため‘ 時代性をとらえ

た自由な貨の商いカラーデザインをめざしま

す.今後も発展し庇燃していく都市健能力、b

見ると.高のイメージにもつ草がる高明直色

の使用、但し混乱を湿げるために彩度1<1慎〈

押える品~があ晶でしょう.

目 、としての際司駅周 ノ 、のF境 FJl)Cl.; C. U)~ì，代 辺、 ーノ呆現色/

蕗沢駅周辺は広磁的事商議 ける提案が必要と起ります。 舎回l孟、蔭沢駅 ⑨縛宮・片瀬・厳沢線の建物

車務綾として発展在続け、 南口広場、 南口本通口、 鎌窟 ・片珊 ・ 藤沢線 この通り l草、 簡集施訟、 集合住宅、 公共的な

市役所、 県の機関、市民主 在典型倒として調査在行ないました。 建物が並び.南口本通Dよりも規慣が大きく

館、図書箇、 体育館立と市民の日常生活にか 強い印量を持ちます。 趨物件壁色は自と奈と

がわる諸施殴も立地レ、 シヨ ッピンクと遊び ⑨南口駅前広場と南口車道りの建物 に大別立れますが、 概レて公共建築物の方が
といこいのポイントとレての賑わいも見世、 南口駅前広場l立大型店舗が書く、 外壁は明度 建物自体に色在使い、 商讃迎接l;t， 広告額に

織々屯現代都市の徳能が集積してい苦す。昔 日以上の高明度色で明る〈瞳みを持った色力哩 色の地盤を撞いています。 現況は明るいオフ

桂古らに発鹿する主活文化釦点であるだけに. 飼となっています. 南口本適Dは高い明度の ホワイトと聾耳が混在しており、通口宝障の

怯適で個性ある都市景観形成のためには、 特 オフホワイト、 レンガタイルの莱果、 色障の 塞調色がつかみにく い傾向が高ります.

にポイントと忽岳地域を中心に珊境色車にお 担い建築色が混在しています。

- 遠景からのセ ンターに色調のまとま
り、統一感を待たせる.

-近景からの大規模施設のボリューム
感を軽減し、シンボル広場・シンボ
ル道路等歩行者空間に対するヒュー
マシスケールを実現する。

- 歩行者空間におげる商活動の媛わい
を演出する。

仁コ
ご|

ソ':(-，) 

盟輔の外盟盤国芭として鎗周するト-/

函ヨ

己ド
一一…

l¥J  

壬]
仁1

1 1 

øe: . 1-í'澗暦沢般の'"祭外援色のマン包ル閤

事

間

何十

• 

ー世i主
岬, 

廿
=いず

以
州
出
田
園
出
一

主

i'"l -センター全体での高層線の色調を統
ーし、センターのアイデンティティ

を確立する。

- 中低層部は、広場毎、 i重り毎、街区
毎に色調を設定し、それぞれの場の

7 イデンティティの形成を図る。

- 低層部は歩行者空間に対する賑わい
を演出するため規制は緩く し、各施
設のデザインに期待する.

• 
日本語軒工窓会の色見本輔から理んだ縫E色
。z.!，ι!; ，J i二段、';，-~乙T I;l'， ~ドt;!:1 ご ι~~. ) n .. 話り9す

• • 



港j~ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

，新本:捜地区の場合では

-新本牧地区まちづくり指針(抄)

(目的)
第 H長 この指針は，新本牧地区のまちづく
りを推進するにあたり.新本牧地区建築協定

を補完し，建築物
を定めまちづ〈りの指針としし' 本地区の郁市
揮揖を高度に維持I培普進することを目的とする。

(ほまちづ〈りの指主針1 )
都 6~ この区域内の建築物，緑化及び菅理
については， ßIJ紙事項を指針として遵守する
よう野める ものとする。

lあ血り地区l
l J.1l捧物に関する事項
{Il霊視は勾配屋根とする。ただし，全体の

(4腿築物及び周辺との翻和を乱す広告物は

世置しないものとする。
(5)テレビ， FM放送の受信は共 IIlJj則間設備
を利用し，敷地内のテレビフィーダ一線及

併説難航線は地中山設とする。

師団E通り(者B市計四道路)側の前田i歩道に

揺する空地郎分は，当該歩道と一体となる

ような仕上げとする。ただし， 1 階が日宅

の場合は緑地等とする。
(71M外に段置される建築設備知は，道路等

から見えにくい構造とする。
(8桝郁階段 1;1，当該建築物と調和する構造
とする。

(9)1<ルコニーは，寝Jl，洗il，仰却が道路等か
ら比えにくいmì査とする。
時ン令ツターは透過1'1のあるものとする。
。 11自転車置場，物i昨，ゴミ置場等は，構造，
位置専に配庖して設置するものとする。

邑居住宰塗鞠~I!l (倒〉

麗恨の色(番~'t邑見本 A 】 畠系統茶系統

5. 街づくりのデザイン・コード 5 -5 . デザイン ・ コードD郡 空間形態の表現

中高居住宅建物外包 {嗣〉

外壁の色( #考色見本 B ) 原色直ぴ調激的な色調をさける

• • 

5 -38 
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港北ニュータウン・タウ ンセンター市街化誘導方策検討調査 5. 街づ く りのテザイ ン コード 5 - 5 . デザイン ・ コードD郡空間形態の表現 5 -39 

エ 7 1 エ リ ア Z

事
震 止 左記に，.ずる

種掴 自軍Z告割に限る 1mに，.ずる

面積 建酷寝許室容ー面冒面につき 2曲0mm'z以以下下 ・ i 瞳昆許寝壁言土面面積につき 155mmZZU以1下T 

主主Eに$ずる

色 韓三後輪犠同ィ高色 ま

告鈎 < サイン，:、 由と
車 高るE彰.告E色が彰置15車で置あれをば自、 3 す陪Eるüょに出てくる赤は車

国 察 止 :zæに箪ずる

袖君桓 務 止 i 山=安置害照、形)状累寄等夢…に嗣理をE笹量開6砂1可恥とする.川(図 -2お6 

E 桓 岳包Il'JiIt遭置形上}状l主宰等止に制とす限をる.投旗げ揚可巨と埴すにるつ.，い(図て-は2、6 
左~にl!Iずる

竃註告広甥 企実商業広告の禁止 左記に$ずる

• 
缶訂・坊可E制E 告 京 止

野立告広笥 広量量恒・沿・道広告広塔告胡の禁の止務止 左ii!に阜ずる

立適書置揖置需看度火止板栓自な動道直主量足路佳先-、E{会E極企月道関量{空広路吉面地告む鞠を本{企関空地を吉む) 掻
左記にl!Iずる

そ2E5 吉サオむイン)サy 註のイ置京ン京止)の止車止

g
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-新百合ケ丘駅周辺地区の屋外広告物等設置

の基準

左の表は、 1987年 9 月に新百合ケ丘駅周辺地

区計画が制定されたことを機会に、 「川崎新

都心センタ一新百合ケ丘駅周辺地区上物建設

マスタープラン」としてまとめられた中の屋

外広告物等設置の基準である。

新百合ケ丘駅周辺は、土地区画整理事業によ

って生れた新しい街であるため、湘南なぎさ

とは異なる性格を持っているが、既に建設が

進められている新百合ケ丘駅局辺の屋外広告

物等の設置状況には学ぶ点が多い。屋上利用

広告や袖看板が全くなく、 3 階以上につけら

N 

れる広告サインの色は、ステンレスその他の

材質色で表現されている。

日本を代表する美しいなぎさ景観をもっ沼南

においても、自然景観を大切にするために、

この程度の基準が必要ではないか。



港北ニュータウン ・ タウンセンター市街化誘導方策検討調査 5 . 街づくりのデザイ ン ・ コード 5 -5. デザイン ・ コードD郡空間形態の表現 5 -40 

佐湧1核不毛!里民 fÐP3i
ι， n~迄 議滋噴き援要議を

- 坂の衝であり、敷地内の広場や建物
の上部から遥りのビスタやパニラマ
が楽しめる場所が各所にでてくる。

-通りや中庭や広場の格子を上から見
下ろすのは楽しいものである.

-衝の動きを身近に感じられる展望台
をパルコニー・テラス・屋上庭園 ・

ベイ ウインドウ等様々な形で設け、
人々に楽しみを用意したい。

'--

①パルコニー、渡り廊下、階段、
エスカレーターで、見下ろし、
見上げる都市の展望台があちこ
ちに出来る.エッシャ ーの絵に
も似た変幻極まりない空間がで
きている。

ンシスコ
インの喜本要義としているィl

ピル内部からの景観を拡げる不規則に
セットパックしたピルの形ガ印象的た

②高層部がセットパックしているピルの例。

巴

ョ'‘芳石蕗よ

急斜iìri上の街路胞の展望テラ ス {ウ i - :..-) ーー都
市町谷1I~のよう伝下万の行 主止まり街路へは階位で
おりてゆける

③都市の申の様々 な展望ポイ ン ト .
る
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(サンディヱー ゴ)
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-地区や通りの入口、街区内の街角広
場等の目立つ場所にシンボル植裁を
施す。 また、街区や遜り毎のテー7
4討の植裁によって、街区や通りをシ
ンボライズする。

.'1 ト リウム ・ インナーモール等、室
内の公共空間にも緑を持ち込む.

-人々 の休息、憩いの場として都市の
中の緑陰を提供する。
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港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

山勢制作 }'O一弘
| 併殺烹鱗整

@水

・水は縁と並んで人々に自然を感じさ
せる大切な要素である。

-しかも、ダイナミックな動きや落ち
着いた静けさ等、水の話題出によ って
その場にふさわしい雰囲気を盛り上
げることができる。

"---

5 . 街づくりのデザイン・コード 5 -5. デザイン ・ コ ードD都 空間形態の表現 5 -43 
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港北ユュ ータウン ・ タウンセンター市街化誘導方策検討調査

陀掛X2 Þード
隠話欝河:来航 翼E刻

@ 刻

。 一 通.

- 彫刻は、その場に個性を与えるだけ
でなく 、それ自体が文化的 ・ 美術的
価値を持ち、設置されている。

・ 施設のステイタスを向上させる効果
を持つ。

5 . 街づくりのデザイン ・ コー ド 5 -5 . デザイン ・ コ ー ド D君事 空間形態の表現 5 -44 

九 ホー ト ンプラザ(サンディエー ゴ)



港北ユ ュータウン ・ タウンセンター市街化誘導方策検討調査

明弘 V;?r
仮設約装獲

1)5l 

-朝、昼、夜と時々刻々変化する嵐景
を見せる。

・四季の変化を印象づける。

・都市の賑わいを誘導 ・ 演出する。

-光の変化、風向きの変化、気温の変
化等を見せる装置。
ex . 風のシンボル、緩やかに動き光
等を反射するオブジェ等.

-四季の変化、うつろいを見せる装置。
ex . プランタ ーの設置、日本の伝統

的行事で行う飾り物等。

-都市 ・衝の賑わいの雰囲気を酪し出
す装置。

'--

ex . 屋台、オーニング、 傘、キオス
夕、族、のぼり、サイン、風車

等。

-パシク ーパー市内

5 . 街づくりのデザイン・コード 5 -5 . デザイン ・ コードD君事 空間形態の表現 5 -45 
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港北ニニュ ータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

7帯

5 . 街づくりのデザイン・コード 5 -5 . デザイン・コ ー ド D都 空間形態の表現

(サシデ ィ エ ー ゴ)

• • 

A 
/ 
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~ -.-
⑥フ ラワーポ ット ・傘などで溜まり場を創り出す. 

• • • • 



港:I~ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 5 . 街づくりのデザイン ・ コ ード 5 -5. デザイン・コ ードD郡 空間形態の表現

、』• 

-駐車場施設は周辺環境に対して阻害
要素となりやすいため、 修景基準を
設けて地区の環境向上に寄与する。

.無秩序な駐車場出入口設置による歩
道分断を防止するため、 ま た大規模
街区では施設利用車両によ る交通の
滞留を抑制するため、 駐車場の出入
口の指定を行う。

-駐車場の出入口
-大規模街区は道路ランクを考慮し、
また地形の高低差を利用して適切
な出入口の位霊を指定する。
・歩行者系道路からの出入口は極力
行わない。 ①街並みに配慮した駐車場の配置・形態

. メインペデ沿いや中央、西プロックの中心商業

地で は、都心景観 とし て緊密感のある空間構成

や連続性のある街並み形成が期待されるため 、

以下の織 な事項に留意して、 駐車場の配置・ 形

態 措造を定めるものとす る

・ 駐車 場が分散配置 されることにより 、 まとまり

感のない街並みとならないよう駐車場の集約 ・

共同化を図る。

・ ピロティや地下駐車場など、駐車場を、建築物

の中にとりこむことも、街並みの連続性を確保

するために有効である。

・敷地内通路の項で述べたように、街区の奥行白

ある所では、街区内サーピス通路を配置し、そ

れに面して駐車場を控ければ、ベデと表通り

(道路側)からの直接由露見を避けることがで

きる。

・道路側に配置する場合には、修景Dための組栽

スベースの確保を必ず図るも由とする。

〈ピ ロ ティ 室~U !l!" ) 

(出典 : 筑波研究学園都市申心地区景観計画 2 、 ' 85.03)

5 -48 
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法務当:.t:ヨ ...... I<: ....D .. . . .. 7;

看板供 法砦きち害事

- 看板・ 広告物等は、タウンセンター施
設の活動にとって不可欠なものである
が、その無秩序な設置はセンタ ーの景

観を著しく 阻害するばかりでな く、単
なる視覚的なノイズとなって看板・広
告そのものの機能も低下させてしま う。

-ー方、 デザイン的に工夫を凝らし、環
境に対する配慮、を行った看板 ・広告は
まちの華やかさ、 個性を演出し、設置

する施設や企業イメ ー ジを向上させる。

-こ うした効果に着目し、大きさ・形状

・位置 ・色彩等についてコントロール

を行ってゆく。

‘'--. 

口地区Z悌制

0 センタ一地区

f'Jイン刊こ工夫を躍らした広古物とし、まちのはな付唱、個性を演出する.

醐坂

室麗看板

lつ￠樹首で lつ叫mに面しては、匝カ

!? 所とする.

訴聞の信jU50m'肌

道路上(歩道車道}への突出はl. Om

以内.

ー 高さは歩道車道から下培4.5 rn以上

上渇 凶婚の高さまでとする.

1 階店舗については、表示面積片面

0.3 6 n/以下旬埼占は 民地内て世帯面よ

り 2 .5mιL上P渇告はき霊を!2泊る .

ー 表示面積は豆Eの 1 /5以下とする.

かチ缶内面積は50m'以下.

定寸法は謹鍋句の高さの2/5ιr下とする

怠JU主関口鶴立原則として‘ふさがない

こと.

広告耳目立需訟の場合-ll1ilíî君叡として鼠う.

批塔 | ・民地内喧定
高さは20m以下、表示i止上下2霞をこえ

ない.

・表示面積の合計t立75 ro' 以内

• • 

￠d四?:r~
民話出勿勿羽 @ 

5001 孟(j) .ø

白星菌殺人 A x . 1/~孟(j)+②

tz 

置垣根

車内吋:t.i&:

-民地内(:i信正

. 1 店舗につき 1看君主とする.

-大きさ 500X500X l. 300ιl内.

ー 極力 1 建物巧テナント看初主 lつにまとめ

る.ただし.大きさについては店語教考車

の上‘学断.

ー外壁より出さない.

路面から下培までの冨さ 2.5 m~;u.; 

個性分冗「デザイン.

雪白

日目Iγn

口 統一規制 ー蛍光塗羽の禁止

-本体が動く広告物は極力避ける

ー屋上広告物は径力選ける

ー道路交通上及び梅上交通上支障のないもの

.張 り託 ・張り孔 ーポスター等

面積 lnt以内とし、向ーのものを連続じて表示しない
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O 誌且り地区

広告骨バ立住宅部骨且び4陪以上には軍力選ける.

価償怯曲り看復を積鯵~，ニヨ雪広

拾看板 l勺明建謂π:'1 てお拡鵠4こ面しては.置力

l ヶ所とする.

ー表牙古瀬丹古計世30m'以内.

守道路上{歩道車道)^司浸出はl. Om

以内.

高さは歩道亘豆から下車4. SmιL上

. 1 宿店習については‘表示面積片笥

0.36m以下町場合1;1:.民地内て官箔よ

り 2.5m以上旬渇創設置をE訟のる

:æ看震 | ・ 表示面積は豆軍司 1/51-;r下とする.

i>>?-liiの面積:150m'.L2f下.

定寸さ{詰醤帝都乃高さの2/5ぽ下とする

窓文Jl:.関口苦自立E別として、ふさi>吐い

こと.

-広告軍司士宮訟の場古室E害復として量う.

抱上.11; I 間内に担
高さは15 mJ:J下、表現止上下2段をこえ

ない.

・表示面積の合計t立 50 r:IJ'以内

• 

5. 街づくりのデザイン・コード 5 -5. デザイン・コードD郡 空間形態の表現 5 -50 

iF!物静
50"'話。ー@

三固有^ AX 1I~孟①+②

表示面騒の合計 ~O . Om' 

h解

• 

• 

置右置

肝下電車

民地内に~.

ー 1店舗につき 1看援とする .

ー大きさ 5 00X500x!. 300 1-:1内.

極力 l 建物のテナント者置は 1つにまとめ

るーただし、大きさについては店賃数考底

的上手踊.

ー 舛主主より出さない.

・箆面から下理までの耳さ 2 . 5m以上.

ー 面白味デザイン

- 低居住宅倒に対するõàl:.

ー電飾ば径力選けるー

ー必要ãtJ恨のものに段定 {亘導入表示等)

?白

口「1

. 
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目広告物共通事項

圃 ー孟畑耐相川印刷}
...置固ー・置z・..届置置・，ー の110

-E己

圏
t
i圃 圃孟壁面宙摘出世間耐}

-・圃・・e 個圃園...- ~I 10 

12 
各広告物等の表示面積の合計lま建築物の当該

壁画面積(鉛直投影面積)の1 /10以下とする

〔ロータリー周辺でロータリーに面するもの

及び桜通)

叫J 22物的氾~を pj ぐ立l味か勺 x 街並F込町辿説明を冊fち

切均ないよう往築物内科立凶l ごとに Jム山拘グ)lilih'lグリν\" を liE

けます.

広 t，物的川 fù-の耳主にあたって(手、特立 ii1iごと l 二 1ム ;ll 拘を

ill~物町 ~:.t:耐品1 7> liìj l' l 剛に t:;;~H したものについて‘そ ilぞ il

グ〉区甘の基準を適 111 します.

また ニの~~側泣か勺突:J'.し ている JL1f;-拘については広 ;日

物の耐附に算入しません.

控õl拘の壁面ïifli h'1には 1山内担:~物等により ~:I.れている部"
L 古まれます.

13 
3階以上の部分の各立面における広告物等の

表示菌積の合計lま建築物の当該壁画面積(鉛

宣投影面積)の1 / 1 日以下とする(上記以外の

区媛)

名駅J曲(:.商業 レジャー花設し~<. .. ちゃか;;.. j出リを ÎJfj山

するために枯し歩行者円 LI'こ;.;iLみやす L ‘ 1 、 2 W，部吋訂正;t，:

物J二上記内総E口引の基準かっ除外しています.

14 
蛍光色は使用しない

15 
けばけばしく点滅する広告物lま設置しない

• 

ー

16 
広告物は池上から60mを超えて掲出しない

(ただし、ピル名・社名で建築物と一体的にデ

ザインされたものはこの限りでない)

建物内スカイラインをいかした街並みとするため地上か勺

60m を超える高層部分で町広告拘的知出はヒル名.社名等で

建築物と一体的にデザインされたら町に限ります.

17 
置看板は設置しない

18 
池上広告板等の設置にあたり、複数の広告物

を掲出する場合i立形態、配置等について一体

性を確保する

19 
広告物を掲出する建築物とのデザイン上の調

和を図る

20 
広告物は自家用(テナントを含む)広告物を

原則とする(ロータリ一周辺)

21 
空、菌利用の広告物は設置しない

(ロータυ一周辺)

. 

l 

• 
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26 
屋上広告板及び屋上広告i吾の前面道路側の各

部分の高さは原則として広告物の幅を超えな

L¥ 

屋上広告

• • 
22 
突出広告は道路上に突き出さない

(桜還、ロータソー恩辺〕

突出広告

塔状町屋外広告塔は不安定感があるので.原則として横長
のものと L. 安定忠告凶ります.

広告物円高さ lL そ円設置Dliからのおきをとります.

名古樫駅前向メインストリートとして.洗おli された街並み

を形成するとともに歩行者空則的広がりをほ保するた的 道
路上に突き品さないようにします.突:1'，広告を立置する場合
建薬物内壁画を後退させる ζ とにより、道路」に mないよう
にします.

27 

一一一一一一歩

23 
突出広告の下錨は道路面から 6m以上とする

24 
突出広告の建築物の外壁力、らの突出娼は 1m

以下とする

屋上広告板及び屋上広告容は建築物と一体的

な形態とし、骨組み、支柱等の構造体は主要

道路から目立たないようにする

28 

伝通、ロータリ-J!j辺

地上広告板及び地上広告i吾の高さは 9m以下

とする

地上広告
25 

広告物円高さが高いものは宇行者に対して圧迫惑を与える

ので.高さ町基準を設定します. (地上広告板については屋
外広告物条例で高さ 9m以下に規制されています)

突出広告は、列状にまとめて設置する‘,
dE 

突出広告物を拠出する際 1.1. 

て設置する.

建築物の壁画は街並みを形成する重要な部分です.壁面ご
とに. 1911にまとめて設置するニとにより、街並みの連続住

をいかした景観形成を図ります.

告主E築物的壁画ごとにまと的

--=ミ==

• • • 
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伝説明ヨシ. ::ïp.Y ....DE8W
民店 Q ヨ辻ヌ沈7.t;G7:~弱緩ま話的

ト

-タウンセンターの娠わいは、 1 日のう

ちの極く限られた時間であって欲しく
ない。

-人選りが少ない時刻でも沿道の施設の
演出により、人の気配の暖かさを感じ
させて人々に愛着と親密感を抱かせる
ことカ〈できる。

-そのため、特にシャッターやショーウ

インド、夜間照明等に注意を払いたい。

5 . 街づくりのデザイン・コード 5 -5. デザイン・コ ー ド D郡 空間形態の表現 5 -53 

• 



6. 建築誘導方針

6 -1.建築誘導方策のメニュー ….. .・ H・... . . ・ H ・..… . . .・ H ・..…. . .・ H ・.....・ H・..… 6-1

6 -2. 誘導すべきコントロール項目と担保手法(案) . . .・H ・ .. .. . ・ H ・. .. . .・ H ・. . 6 -6 



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

6. 英主多廷葺秀考停ヌデ多事主

6 -1.建築誘導方策のメニュー

タ ウンセンターのピルトアップ熟成化に伴って開発理念の実現や景観形成を図って
ゆ く には、次のような種々の手法を総合的に組み合わせて推進する必要がある。

円 1m!!! ・ 2 ・ 山 ! ! !t : : : :::: :: : ・ iiifHf f iii i iiiii i i !1 iHii i iii i iiiii i ii ii iiiiii ・ ， . ..・ 1

治~: .: 怒沼:豪華主主聖美設賓客の 什
義司ま重欝絞ヨ設定議事: H

::;;;::::::::1 

1.まちづくりイメージを模型、 I I 
パンフレットによって理解

させる。

2. インフォーメーションセン

ターの開設。

3. シンポジウム、研修会等の

開催。 I I 

4. まちづくり憲章。

E3. 支寛容lifJ護莞ミ態ヨ手記きと
の輔必

1.地区計画制度の活用

2. 法に基づく協定案

3. 自主的なまちづくり協定

4. 高度利用方策

6. 建築誘導方策 6 -1.建築誘導方策のメニュー

I I 

11 

I I 

C; ま也ヨ琵之主主治詰諸民支り

来週発暁応説話重量謹怠

1.地権者総会

2. まちづくり協議会

3. 全体調整組織

4. まちづくりセンタ ー

5. 第 3 セクタ ー

• 

I H D苅会主実態自ヲ蓬罫ヨ震
俗説議議建議曝

1.計画建設用地を中心に先導

的に施設を行う。

2. 初期段階において計画的な
集約開発を行う。

3 . 公益施設の早期整備。

4 . 公共施設(街路・広場等)
の先導整備.

5. 課題量生地におけるモデル設
計等。

• • • 

6 -1 
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仇 4. まちづ(り憲章。

-誘導・調整によってコントロールするタウンセンタ ーの姿を分かり易く表現
する。

-まちづくり憲章によって方向付けられたまちづくりのイメ ー ジ。
ex) r全体イメージパース J r全体模型J

-まちづくり憲章の設定
・民間開発を計画的に誘導する方策として、実現目標の大筋の考え方を明ら

かに地権者闘に共通の認織を育成し、混乱を避けることが有効と恩われる。
・これを実現する方策として 「地区計画」や各種の「路定」、更にはこれら

を総括的にまとめ上げる「まちづくり憲章J をまちづくりの方針として、
早期に設定する。

・地区計画等の具体的手法の前段に独自のまちづくり提案制度を「まちづくり
憲章J として設ける。

ex) r街づくり条例J (神戸市、世田谷区)
「新本牧地区まちづくり指針J (横浜市)

~.インブォーメ』ションセンタ』の開設。

-全体模型や7スタープランの図面の展示、スライド・ビデオの映写、パンフ

レットの配付等を行う。インフォ ーメー ションセンタ ーを丘のセンターに開
設したい。

-開発に当たっての理念、実現目標の大筋の考え方を表す等、コンセプトレベ
ルのもの(精神規定的なもの)がイメージされる。

・マスタープランの開発にかかる基本理念として、関係者(機関)の共通認

識に達したものであることが必要である。

• r憲章J の主な内容

・センタ一地区における“まちづくり鎗の基本的方向、目標。
区まちづくり 2 の基本方策。

-既発体制の明確化。

・地権者を主体とした関係者による協議会等の全体組織での取決めによって効
力を持つ。(=任意の協定として位置付けられる。)

-全体模型は1/500 とし、建築の申請がでる度にそれを模型に入れて街並みの
形成プロセスが分かるようにし、次の建築事業者の計画の参考となるように
したい。

~.シンポジウム・研接会等の開催。

-模型やパンフレット、スライド・ビデオ等を用いて地権者、ディベロッパー
建築設計事務所、ゼネコン広告事業者等を対象としたシンポジウム・研修会
を定期的に開催する。

-特に設計事務所、ディベロッパ一、広告事業者等専門家向けの研修会は、地
権者に対するそれよりも景観形成い対する効果が大きい。
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β，支見積日観主導電Eヨミ涯去の靖詳A

.-
1. 地区計画制度の活用

・センタ 一地区の建築を誘導・調整する手法の中でも、特に法的な裏付けが必

要とされる事柄については、建築基準法及び都市計画法で定められた「地区
計画J 制度を活用することが有効である。
・適用に際してはタウンセンタ 一地区全体を地区計画区域として、センタ 一地
区全体に「地区計画方針」を設定するという段階の「地区計画J が考えられ
る。

・更に、 「地区整備計画」エリアの中の全部あるいはー部に、建築協定等を加
えることも考えられる。

l o 法1:基づ(協定等
・地区計画等、特に 「地区整備計画J でカバー しきれない項目やエリアについ
て、建築基準法 (69条)による「建築協定」や都市緑地保全法による「緑化

協定J 等で補完することも考えられる。

~ o 自主的なまちづ(り協定
・規制・誘導の強制力が比較的弱くても良い対象エリアで設定する。
・協定の内容は、 他の方策と重複する部分も多いが、より具体的で詳細な取決
めとなることが考えられる。
・また、法的規制方策は物的条件(建築物を対象としたものが多い)に対して
効力を発揮することが多いのに対して、自主的な協定ではよりソフトな事柄
に対しでも有効な措置となる。

ex) みなとみらい21地区…まちづくり基本協定

t 高度利用方策 i.~ 
・規制的誘導ではなく、土地の待動利用を図るための緩和措置を活用して施設
建設誘導するもので、比較的大規模な街区や共同化促進を図る宅地に適用す
ることが考えられる。

・具体的には、 「特定街区制度J r総合設計制度(市街地環境設計制度) J が
挙げられる。

6. 建築誘導方策 6 - 1.建築誘導方策のメニュー

地区計画

空地の I .壁面白位置の制限

構造化
社会化

空間
やjューム

の配分

建築

用途
の誘導

空間

形態
の表現

建築物の数地面積の最低限度

建築物等の高さの最高限度又は

畳低限度
容積率四最高限度又は畳低限度
.建駐車町最高限度

.建築物自用途の制限
-建築してはならない建築物申
指定
f建築基準法風俗営重帯白
銀制及び霊訪の適正化等に関す

る法1寧興章場法J r旅館霊

法j 等で制限される用途と白関

連で指定.

建築物由意匠白制限

建築協定等

.1主築物の相隣関係に関するも白

. 緑化に関する耶項

(値込み、花壇等)

.交通処理に関する項目
サービス用車両町出入口位置

目指定等

建築物自相隣関係に関するもの
.住宅が想定される街区白

日照確保

-建築物の意匠又は形態に関して
特に詳細な取決めが必要とされ
るも白.
屋根由形態、色

外壁白色
広告物、ア ンテナ等由形態
建物白外部陪段
-電線電結線白地中化
-建築物による景観形成のため白
項目{油イライン白段定等)

広渇{公開的空地)町舗装
.広場内施設

・駐車明の設罰
。 シキッタ ー等の指定

.ゴミ罰喝のt指定

自主的協定

、

.建築物量いは建築魁地の共同化
ー 地編者向士白個別的な『建築物
或いは建鏡敷地目共同化契約J

・畳観凶定
-主として建築物町外観敷地内町
外部環境について限定した地区
内で白紳士凶定的取決め

-駐車場申共同設置
，特に施設経営者が負担すべき駐

車場町聾合化を促進する.
.街区切章種構成に閲するt<<定
・施設用途を鉾絡に特定し、計画
的に:J:'-~D-Jl.することは因鄭であ

るが、施段経営者問自約束事と

して一定目立地業種町制約を設
ける.

6-3 
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C . ま由ヨ王三ま Jちーブ ζ りた且家設による主詮主崖

1.地権者総会

-現在の地権者総会と同様の組織で、タウンセンター内の地権者全ての意志を
反映したまちづくりの最高決定機関となる。

~.まちづ〈り協議会

-現在の地権者代表者会議と同様の組織で、土地所有者、行政機関、事業主体
(公団、民間ディベロッパー)等の関係者が参画する総括的協議機関として
位置づける。

-まちづくりにかかる基本的事柄を協議し、決定する場として機能する。

・共同化義務街区地権者協議会、地区レベルの協議会(商店会等)、住区住民

会議等いくつかの側組織を設けより具体的な調整や協議を行う。

-民有地内の画地は比較的小規模なものが多く、施設建設も小規模なものが多

くなると想定される。民間の小規模施設は個性的で魅力ある施設が期待され

る反面、ペンシルピル等の乱立も想定される等、必ずしもセンタ 一地区全体

で整合した施設建設がなされるとは限らない。このため、計画的な位置づけ

で一定程度の共同化が望まれしい敷地については、事前に地権者を取りまと

め計画的誘導による共同利用を促進してい く。

J. 全体調整組織

-まちづくり協議会の詰問機関として位置づけ、センタ一地区の計画的形成の

実質的検討と提案を行う。

-地権者代表、関係機関及び必要分野の専門家、学識経験者等で組織し、
まちづくりの詳細な計画を策定し、まちづくり協議会に詰まる機関とす

る。

• 
6. 建築誘導方策 6 -1.建築誘導方策のメニュー

4.まちづ(りセント

「まちづくり協議会J や「全体調整組織」を補佐する事務局であり、個々の
地権者や事業受胎の相談や事前協議の窓口となる。

-まちづくりの相談体制(コンサルティング)の確立が必要であり、その

中心的役割を担う。

-地権者、施設経営者の個別相談
- 民活や進出企業等の窓口的役割等

• rまちづくりセンターJ として新たに組織化することも充分考えられるが、
第 3 セクターである鱒港北都市開発センターがその役割を担うことも考えら
れる。

-将来的には地区全体の維持管理を担う組織としても機能することが考えられ
る。

~ .第 j セクタ』

-街が熟成してゆく過程に応じて、更に様々な第 3 セクターの設置が考えられ

る。

-共同ピル等の管理/集合駐車場の建設と経営等

6 -4 
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D ~ 安佐議阜商勺芸露三軍~J~;:三よる義秀詣態

1.計画建設用地を中心に先導的~:施設建設を行う。

-土地所有の主体が多くしかもセンター形成が長期に亘ため、 全体的に整合の
とれたセンターとするためには、 それぞれの主体がお互いに協力し一貫した

方針をもってセンター全体を総合的・計画的に開発してゆくことが必要であ
る。特に、計画建設用地を中心に先導的に施設建設を行ってゆくことは、ま
ちづくりをリードしてゆくためにも重要である。

- そのための建設主体として、 市、 公団が主体となった第 3 セクタ一等を活用
してゆく。

l. 初期段階において計画的な集約開発を行う。

-初期段階はセンタ}開きの段階であり、センタ一地区の存在を対外的に示し、
以降の関発に強いインパクトを与えるために最も重要な段階であると言える。

- 従って、 単に商業系施設だけでセンター開きを行うのではな く、 当初からセ
ンタ ーの整備目標である多機能複合化を実現させるために、業務施設、 公益
施設、文化・アミューズメント施設等を複数立地させ、早期に将来の姿がイ
メ ー ジできるものをつ く り上げてゆく。

- そのためには、 計画建設用地及び共同化ブロ ッ クの双方の活用が必要とされ
る。

- また、 長期に亘センター形成にあたっては必然的に当面利用しない未利用地

が発生するが、 そのまま放置するのではな く 、暫定的施設を建設する等積極
的に活用してゆく。このことがセンター地区全体のイメー ジアップや早期活
性化のために有効な手立てとなると恩われる。

・尚、暫定施設については必ずしも仮設的な建築物をイメー ジするのではな く、
空地系・建物系共に短期・長期に嫌々に活用できる施設の立地を図ってゆく。

6. 建築誘導方策 6 -1.建築誘導方策のメニュー

3. 公益施設の早期整情9

-タウンセンターには各種の公益施設が計画されているが、計画建設用地での
施設と同様にまちづ く りを主体的に誘導してゆ く 重要な要素であるため、セ
ンター全体の中で位置づけられた適切な整備を図ると共に、 早期整備を図り
センターの活性化を促す。

4. 公共施設(街路・広場等)の先導整備。

-セ ンタ一地区の景観コントロールや施設添加の方向性を指し示す意味でも、
公共施設の整備内容は重要である。

・ここでは、前記の「まちづくり手法」と整合した「公共施設整備指針」を策
定することで計画的誘導の一助とすることが考えられる。

ex) 世田谷区 景観設計指針(自治体の公共施設整備による景観形成)
コミュニティ道路一歩車融合型の歩行者優先道路として整備する。

(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法)

・特に、まちづくりに有効に寄与する重点整備対象として、 次のような公共施
設が挙げられる。

-土地緑地を中心とした駅前の「歩行者広場空間(シンボル空間) J 。

・センタ一地区の顔となる都市軸として位置づけられる 「 シ ンボルロードJ 。

・主要な買い回り軸となる 「 ショッピングストリート」。

-その他の公共施設(駅前広場、 橋梁、幹線道路の歩道部分等)。

~ .課題敷地のモデル設計による誘導ー

-シンボル広場周辺の街区で、 共同化のモデル設計を行って地権者に示す。

- シ ンボル広場に面する狭小敷地相互の共同化、或いは敷地の共同的利用のモ

デル設計を行って地権者に示す。

・公団換地とその両隣敷地を用いた共同化のモテ'ル設計を行って地権者の示す。
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港北ニュ ータウン ・ タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 6. 建築誘導方策 6 -2. 誘導すべきコン トロール項目 と担保手法(案) 6 -6 

. 義秀主箪す~てきコントロ ーノレ毛貢目と tB イ呆弓可去(集室)

地区計画 ま ちづくり協定(任意)

土 • 最小敷地規模 。 。 街区単位で • 高度化事業融資
i由 • 共同化 。 街区単位で • 申 し出換地…法的担保は ?

• 換地方式の フ ィ ー ドパッ ク

敷 • 
地

• 壁面線の位置の指定 。 。 1 F のセァト ノ '< y ク • 市総合設計制度
公 • 公関空地広場の設定 。 。 • 特定街区
開 • 自由通り抜け通路の設定 。 。 。 等による見返りあり

空 • 空地のしつ らえ 。

地 (舗装 ・ 緑化・

建 • 建物用途の制限 。 。 街区単位で

物
周

途

• 高さの最低限度 。 。 街区単位で
建 • 色彩 。 。

物 • 設備・屋上設備 。

形 • 1 F の軒高 。

能

• 看板・広告 。

付 • 日除・アーケード 。

属

物

• 主要出入口の位置 。

• サービス用車両入口の位置 。

~ • 駐車場出入り口 。 。

通 • 駐車場・駐輪場位置 。 。 • 商店街共同施設等環境整備補助金

• • • • 
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~ 4. 先進事例リスト

地区名 事業手法

1. ポートアイランド、 埋立事業
六甲アイランド

2. 新横浜 • 市施行土地区画整理事業 (s. 39~) 

3. MM21 • 住 ・ 都公園施行土地区画整理事業 (s.58~)

4. ポートサイド地区 • 土地区画釜理事業 ・ 第 2 種市街地再開発事業
(特定住宅市街地総合整備促進事業)

5. 新百合ヶ丘 • 組合施行特定土地区画重量理事業
6. 盛岡駅前北 • 市施行土地区画整理事業 (s . 51~) 

7. 南浦和駅西口 • 土地区画整理事業

8. ツタノてセンター • 新住事業

9. 幕張新都市 • 県埋立事業
10 . 新本牧地区 • 市施行土地区画整理事業

7. 資料編 7 -2. 先進事例リスト 7 -16 

• • • 
建築誘導手法

• 地区譲渡契約に付属する 「環境・景観の形成
及び保全協定→地区計画 (S.57~)

• 建築行為指導方針によるまちづくり事前協議
→建築誘導 (s.50~)

• まちづくり基本協定 (s.63~)

• 地区計画 (S.61~) ・計画担保用途地域
随時変更方式・まちづくり協定 (H . 1 ~) 

• 上物建築ねトブラン (S.55 第 2 次 S.59)

• 共同換地←→まちづくり路定→建築協定
• 地区計商 (s.57)

• 地区計画 (S.57)

• 中心地区景観審査会 (S.58~)

• 中心地区景観計画標準 (S.59) による分譲条件

• 県屋外広告物条例による禁止区域 (S.49)

• 幕張新都市環境マニュアル→分譲条件 (S . 62)

• まちづくり協定→建築協定 (S . 57)
まちづ くり指針 (S.60)

• 表通り地区…共同建築街区・申出換地

• • • 



港北ニュ ータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 7. 資料編 7 -2 . 先進事例リス ト(神戸ポート アイランド地区)

ず'Z 神戸ポ トアイランド・インターナショナ Jレスクエ 7東t白区) • • 

ケース 3(\;神戸市(ポートアイラント)

地区計画以前から
詳細な土地利用規制で
街づ〈り目ざす

.神戸ポートアイランド・
インタ ナγ ョナルスクエア京地区.

パピリオ'"俗去された跡に 今後綬々と
ファッシヨ J企幾の建物カ湿っ

ポートアイランド。ドIli' ij住の壮大な J.! !l

め ji: て '1;;";で '1 まれたこの人[，~Ijdjにむ，

地凶i!'州市I Ii立が咋八された。汁訟は「イ

ンタ ーナンヨナルスクェアオu也|三 J と い

うf.J2日m の 16.):丸山"の '1' 央やや lU再リ

に i立:U:して nllil i 'i'取をとよす「イ/タ ナ

Y ヨ ナルスクェアJ の ü( ，'~ß分である.

n\， lド liíj Hiさ れたポ i ビア '8 1の昨お

と L'. った地区.にき'やかに illち川んで

いたハビリオンt下む 4 は/...~を ii'j し.ポ

トピアホテル，間際会3itJ.持心どの1U久 ~fu

設を践すほかは，がりんとしたU!J也であ

る。これから本格化するポートアイラン

1 の怯としての郎市づくリに備え。博覧

会跡地への地区別耐え早入とタった.

地区別闘のうちのり也I互接的nïttiむ に

ついては別表に拍げたi且リ.省略したr方

針 J の部分から。この地区のUiづくり )î

I1 の概略を示すと人のようだ。

〈土地判用のJiH>

悶際性，情報世，文化自，ファッショ

ン性，余照活用性をむった H~な前づく

りを進めるため，地区内に①コノベ/ン

ヨ :--jij区，②フア Y ンヨン業務j也③余

出関連街区一ーなど五つの街区を設定.

(J也区施設の坐伯方針〉

円滑な業務機能を主体とした道路と ，

安全で快適な歩行者空間をネットワ ク

した道路を坐Wlするほか.広場と持~]lか

な公1，1 を効県(I'.Jに配誼する。

主はポ トアイランドにとって。こう

した地区目|画的な手法は全く仰のて岨入

されたむの，というわけではない。 i也 12<

.ポートアイラノド周辺略図

E二コ企寄
遭勧

."瞬 ~"i11率闘

.ボートアイラム， f'イノタ ナショナルスクェア東地E 地区計画
{主 )r~立. ，町 r絶区の笠宮開発.v保全に闘するづち lb!誕"本島が省略

地区の名称一ーボ トアイラノド イム〆タ ナショナルスクヱア烹地区地区計画
位置 省略

菌根 約25.2ヘクタール

地区の"償 問先及び保全に閉する方針ー一ー古書各

地区妥備計画建築物等に関する事項

建築物等の馬逢の憲;-Ij ~lt 1 ファ y シヨン繁務併存住宅街区以外の地区に石いては 住宅及U共同住宅
の用途に倹する建震物は建髭 L てはならない.

2 ファッシヨノ契摂倍存住宅街区の ltlí部会は I 住宅. 共同住宅 寄宿舎又
l三下宿の用途に供してはならない.

霊長坊の延べ益績の 建罷物の延べ面恨の取地函椅に対する割合のAI低限度 1:' ， 10分の 10 とする .
敷勉吾被に対する

割合の畳低限度

;l/ 加i決定のíiíîかり ， J:J也政雄契約に付随 理援物の建築面積の 建築物の建築面積の最低限度 1: ， 30Qmlとする .
した「環境既訟の形成および保全協定」 最低~!l.J;:

によ って， 地区レベルの t地利IIIと建物
建築物の敷地面積の 建祭物の敷地面積の最低限度 1: ， 800m~とする .
最低限度

を j.f;(I'Jにコントロールするという uiづ 呈亙の位置の制限

くり千;1<を lriえってきたのである。

この協定によって，各地区にはlli拘の

建民物の"さの
AI低限度

君主地が道路 公園 Qi~又"区誌のj克界に穫する逮援物の呈又は二れに代わ

る往 1: ，下犯の"号室以上に後退させるものとする . ただし，市民広場に穫す
る部分はこ'"奴司でない.

1.1R犠の芭側に怨する部会 1:' 5m 

2 区後の北側に得する部会1: 4m 

3 区蟻の東側及ぴ南側に得する部会1:' 3m 

4 道路に獲する部分は 3m 

5 公園及び民地に穫する詔分 1: 2m 

建築物の名郡分の高さの最低限度は 9mとする . ただし，当級建震物のヲち
高さが9m以ょの建築物の部分の水平投膨盃械の合計が速箆面積の3 分の 1

以上である待合 1:':';いては当怒逮援物の他の節分についてはこの規定は運用

しない.

かき若し〈はさ〈の かさ若し〈はさ〈ロ生涯とする .

街道の制収

• • 

• 色彩や形態。また広古物や塀なと制frßに 今怯の辺JIl面では人のようなmJ!t'.!Jが

EEるまで。規制がか11 りれていた.いわ 考えられるという。「地区計図はある程

ば地区計回の精神の"先取り町だそれ 度。建築の自由を制約するという lìü も持

までの都市計画法，建築基準法だけによ っ。 たとえば.にぎわいを出すためビル

勺ない規制.という意味で句ポ トアイ の前回にちょっとしたカフェテラス的な

ランドの街づくりが地区計画そのむので ものを建てたいという)1.む地元かう出て

あったといえるJ (大屋昌弘神戸市開発 くるかむしれない。だが，壁面桂退や高

局計画課王査)。 さの最低限度にひっかかるという場合，

ただ保全協定は期限が10年に限られて どうするか.そのあたり、柔らかく運用

いる.その内容を長期的に担保するため.

今回の地区計画決定に及んだ。地区笠備

計画に境定した 7 項目(号11聖書照) のう

ち，今回新たに加えたものは，容積平の

最低限度.建築面積の最低限度.敷地面

積の最低限度の三つである。逆に，地区

計画に盛リ込めなかった内吾1 ;1.，今後町

市長例に基つく「まちづくり協定」で引

き継ぎたいという e

「地区計画はオールマイテ ィではなく

総合的なまちっくりのあくまで一部を受

け持つ手法。今誼 各建物の計画む市の

長夜審議全で審話して建てさせる。そう

した他の色々な手法とのセットでこそ.

地区計調は生かせるJ (大屋氏).

建築の自由に対しては柔らかな運用も

とりあえず イノタ ナショナルスク

ェア東地区にのみ地区計画をかけた理由

は.地権者のほとんどが民間企業(ファ

Y ンヨノ企業中心に三十数社)で，散し

い萱iじが干想される地区だからであるa

今世 他地区にも地区計画を広げていく

子定という.

大屋氏は，今回地区計画を導入できた

有利な条件として q漸開尭地でしかも

市が前面に出てやれた所.②i正に大規模

敷地がベ スになっていたこと.③地権

者に比較的しっかりした企JI;がそろって

いたこと.④土地骨抜時の協定で独特の

規制が既にあったこと などを挙げる.

いわゆる地元の合意形成のための苦労む

そうなかった。その立で、ややf寺P土ケ

スともいえるが「二三 タウンの地区セ

ンタ など新市街地では害考になるので

はないかJ (同氏)，

できる方法を考えていきたいJ (岡市都市

計画局計画武池口和雄氏)と。

地区内では既に。田崎真琉ンャヴァ，

ワールドなどいくつかの企業が地区計画

に沿った建築物の工事にかかっている。

それりが完成する町が昭和田年頃.地区

全域が新しい街として完成するのは. 62 

年春頃になりそうだという.

• 

7-17 
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新横浜駅北部地区における建築行為等の指針方針 • 

A • • 

7. 資料編 7 -2. 先進事例リスト(新横浜地区) 7 -18 

-E新繍混駅北部地匡における llt!Õ持亀毒事的措場方針

(昭和50;手 11月 4 日 )

]はじめに

当地巨ば将来本市町刷部 L' = し て商S'i~底轄権能を強化すべ き地区て

あり、事時間地E向指定等法律的な措置にょうて計画的な市街地形

51:をはかる必要があるが こ れ η町措置がとられるまで、当分的問

1重症行為寄についてこ町基本方針に拍勺て計画的に指導するも円と

する.

2 対象区域

輯積浜駅北部地区土地区画整理E境内 (的80h... ) 

3 指揮事基盤

11総話的指~司a(i

①住宅(当地区における荷主詑務同連常的ために ß.嬰な居住施荘、

<.!ji.身者用住宅を 古む 〉 であって 、験地周辺町状況か句みて将来に

わたり日冊、児'i'i\、町北学そ町他的生活向境が苦し〈悪化きせ句れる

おそれがむ〈‘同辺t生地円高/:;;:刊周を妨げないニとが明 句かである

L 町を除( )、学校(i宇和'E芋校を肱( )、工場 什周当地区内円程話

拘に付属する自主用町商品古田を陪< ) そ同地荷主主務的手IJ f!l!と環

Jn を そニなつおそれ町あるも町は通草してはな句な L、

たに L. 当分同問J、に掲げる用通に供する施拾でんって 容易に

科転Ä. '''" 除却できる柄;1t (控骨造で、地階壬有せず 2 陪担i以下であ

る 二と ) を宥するも町については こ肉眼 η でな、、ー

7f1周'<1'1を官む frJIll以外向吉田tであって、公害苦しくは火虫尭生町

必それ円少亡ぃ L 町.

イ自動車問亮司ため同事務所と これに付属する修理円ため町施設

ウ恒段通話拘と認め句れるも町.

哩ト宅地肉親模 {般地面構 )(ま、原則として却0，"，以上とする.

③哩摂物町壁面l主、別図に示す駅前広場及tf道路によるE分に従い

i量退するも町とする.

q列世地内町圭地"極力時化し 公開性をもたす.

喧漣築物工作物 広告物は形態、材質 色彩寄与向調和をはかる.

口}大規模建築物(延べ庶函楠がおおむね5 ，加O貯以上町も町} に対し

ては次町項目について指搾する.

①ゴ 1 収集的集中化をほかるz

φ.j(.要により連結j曲目 歩行者周デ y キ等円!.'i備を行ヲ .

③駐車場向島中化をはかる.

@水資源 電力、ガス答エネルギー資湾問高度判爾(三次処理水町

再利用、池波市nt房等)及び配線.配菅的地下埋12化.共同化につ

いて検討 L そ町実施をはかる.

日出現模之地所有者(おおむね~.凹0，"，以上町土地を所有するもの)

に吋しては.次円項目について指導する. 

• 

年間有土地主体的手IJm~十四を徒出させる.

哩】中杷'ii'J:1ll隅能壬有する施設町立地をほか ηせるよ う 持母寸る.

③土地町 ~1U世主は n与に際してほ、あ らかじ両市と協議した利用計

回を邸 !E きせるも町と寸るι

4 土地所前者に吋するっち針円周知

11)土地所有者等に吋して方針を周知徹底させ、..也市町以前に指導

開Eを行うこととする.

(2)方針町周知的時期l立、挽地処分控に巧?思する.

5 指導等に閲する事務分担

都市監宙局III茸指導部を指導窓口とする. ただし 建~拘町用造、

規模Jl I三般地的位置毎により事前調髭を要するも円li必要により連

軍霧車会幹事会その他円関空機関にはかるも町とする.

軍用基準

指導方針町運用にあた勺て!之、次円基調Rによるものとする.

l 住宅施宮内容鞘車

当地1;U1. tf周辺地境における小学校児宜耽慾対策の面から、当分町

間次町とおりとする.

11指導方針肉趣旨に基づき 極力住宅町立地を抑制する方向で土地

判用向指揮を行い、部分的に佳宅を吉む場合でもよ大町数値を目 i主と

し た指導を行う.

①宰相車問0%地域における住宅容積車は30%以内

②寄相率印0%地域に必ける住宅容積率は 75%以内

(2)住宅施詰を計画する際には 上記に適合する旨教育垂直会学校計

画想的確認を得る.

2 住宅施括的位置

住宅施設は原J!Ijとして田辺敷地円高度利用を胡げる位置に芯けな、、

ょう次的とおりとする，

11附釆田辺町肱地が高度利用きれた場合でも.本市町 B図書写指導要

鋼に定的る日開時間を時保できる計画である こと .

(2)佳宅施拾を計画する際にほ 計画された居住施設が上記に連合す

る旨市民同 g聞相持室町琵認を押る.

3.1，直結祖!築物白取拙い

在高建株法部85条町慌位建築物的うち、展示問プレハブ住宅を除い

たも町とする.

4 自動車悼理施設的取祖い

lt器物同誌延べ床而柏町 1 /~以下であり.'つ l叩 rザ以下町も町とす

る.
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@各地区の街づくり協定(抜粋)

-街づくり協定とは
。

・迫巨の人々は自ら“明日の街の器"を見つ

め.割和のとれた径回くりを進めるため

「街づ 〈 り協定己を締結しています。

， r街づくり協定己の中では。建物用遣や建

物u空(壁面i!b!!.共同盟罪I 色者証な

目 などのルールが定められています。

e絶IlJこ窓口があり 協定曹を配布していま

す.盟物を!t@しているみなさんは，初閤

の監措で協議しI 調整を図ってくださいe

s主連も相詰を受けていますので詳しいこ

"ま御連絡く ださい。

， r街づくり協定" 1止法律ではありません

がI 地区の人々の手によってつ〈られた

ルールです. より良い苗を目指し1 ひとつ

ひとつの建物がルールを守ることで!魅力

ある街がつく られます。

e撞衡計画においては いろいろな条件や制

剛こよって， 地区町ルールが守られにくい

場舎があ り ます。 しかし。街はみんなてつ

くるもので， つくられた街li地区町財産と

金り ひいては個々の建物町価値を高める

結果につながり ます。 できる限りのi'I守と

哩腕が大切です。

-様々なルールづくり

E重な場づ く り協定己のほかにも Jレ ルが

ゐります. l!l築基準法に基づく「建築固定J

U地E会且の合意により締結され。法的に担

保されます.被浜市内では]∞地区以上の夢
"があります@また計画的なJレ ルに「地区
崎湖底J があり ます。ニれは市治苛め運営
するもので， 理畢基準法都市計画法に基づ
8ます. いずれも建物町周j~ 形思色など
を定めるものです。

-馬車道商店街街づくり協定書

趣旨

I!脇定書の目的

1 2崩づくりの基本方向

①馬車道は「聞:軒高浜J の歴史の重みを擁

する缶粧ある街である。 この毘虫の重みを

「文化色畳かな荷づくりJ の中で保存。修

寵する。

②人間置先の街晶と l. r揖と太陪のあふ

れる歩行者空間創造の街づくり」 を推進す

る固

③人間交涜 ンヨ 7 ピング行動の喜劇tに

対応するため都L型商店街として睦力

的な荷づくり」を推進する。

協定事項

I!漣掛町新築・増改築の場合

d漉主主字問時人は，できる眠り早期の段階

で計画概要t 商店衛企画委員会に説明す

ることとする。

②上配の事前調整事項はおおむね次のとお

りとする。

A 建築形態に関する事項

イー壁面報提退広場等，公共空地

ロ共同理基 ハ e駐車場

ニ建草物の色 ホ晋仮広告物

アーケード へその他の必要事項

B 建築用遣に関する事項

12既存建物の改修改裳町場合

13陣レノガ歩道等の取り壕しの場合

14廓レノガ歩道等町清掃 ・ 管理

(5}その他

[馬車道商店街協同組合阻但5-t>4}-4捌

P馬車道商店前づ〈り包定

tFr菅住木可 1 ・ 2 丁目地区街づくり包定

趣旨

2 基本方針

I! ν、問環境を尊重した安全ですお亜なすJ圭と

太陽町見える緑豊かな骨づくり。

1 2 )ミナト横浜にふさわしい国際色畳かな士

化に満ちた街づくり 。

1 3摘浜め中 L宿店商として格闘高い店っく

りと楽しさにあふれた1介づくり。

3 適用範E

4 建物用違

5 共同建築の推進

6 建物の新築ー増改築の野里

I! fセミ 。 パブリックゾーン円創出

l21オ プンコリドーの昔置

13沃圭率の薙埠

14腫柏町デザイ/

15雄物のタ僅の色材質仕上げ

1 6暗拒広告

1 7閉店桂の宜匠

7 駐車場町共同化

8 揖イヒの推進

9 建物の新築相改革の場合の手続き

10. 既存建物の改修改誌の場合

11. m韮確E申簡との関係

1~ その他

(伊努佐木町 1 . 2丁目地E商店街掻興組合

E血5-2日万35)

伊努佐木町ト 2 丁目地E街づ〈り協定

7 . 資料編 7 -2. 先進事例リスト{横浜市各地区) 7 -19 

-帝普住木町 3 ・ 4 丁目地区街づくリ臣定

l 趣旨

2 基本方針

I!車置と水と太陽に固まれた人間性豊かな霊

のある'街づくり.

12国際都市横浜にふさわしい， 畳かな文化

に満ちた街づくり。

13精浜町中七、商店街として。そ ルにふさ

わしい店づくりと 生き生きとした都市生

活が送られる街づくり。

3 適用の範周

4 建物の用達

5. m~物の新築培改築の場合

ア 建築主は早期に計画開要を商店向

r世づくり委員会J に説明する。

イ 上記の事前調整事項Li. 次のとおりと

する。

①共同建築の推進

②j法場等の確保

喧濯物のデサイン

軍濯物の外壁の色材質仕上げ

笹活誼広告

軍澗店後の意匠

⑦歩道と敷地面の段差解消

喧滑化の推進

6 既存建物の改修改装の場合

7 その他

(伊勢住木町 3 . 4 丁目商店街復興組合

m倒5-261-2835)

伊写宇佐木町 3-4T I3地区街づ〈り協定

(出展横浜市街づくり協議ハンドブック J ) 

-綱島西地区街づくり憲章

目的

2 街づくりの基本方針

I!胸烏酉口に近代的で環境の良い旧新しい

街づくり"を推進する。

12地域住民に利恒を捷供する商業開尭を推

進する。

1 3)人間世先のi毎として掃と太陽のあふれる

歩行者圭問の創造を推進する。

3 方法

4 協定事項

(嗣島西再開尭協議会m白5 日1-17田)

-綱島西地区街づくり協定

1 趣旨

2 目的

「街づくり憲章J の 3 つの基本方針を実現

l. 魅力ある網島とするため次の 3つを

柱として径テづくりを進める。

I!地域社会と密着した一般商業地への土地

利用の転換を図るe

12陳街者世安全で特過なショッピ/グを楽

しめる歩行者圭問のfi1J遣を演出する。

1 3比地町高度利用と景観措置によ り。高度

の文fヒ的住宅を配慮しつつ，特世ある網島

の街並を都民する。

5 協定事項

I!陸物の新築増改築の場合

理築形思建物用途に関する事項

12既存宮物岬場合

l3fモール整備

1"その他

(輔島西再開発協議会沼山5 臼1-17田』

輯島西地区間づくり協定

-元町商店街街っくり協定書

I! )目的

12耳目Z方向

ûX云荘と歴史を踏まえた街づくり

喧正幸て汁h置で楽しくンヲッピノグできる

{好づくり

③フ 7サード車位本物宕府町店舗づくり

を推進する骨づくり

⑪街路店舗など全体としてパラノスのと

れた，質の高い街正2間を創る帝づくり

⑤周辺地域への商業の面的な広がりや，回

避性を慢す街づくり

⑥警かきや睦わいなど，楽しい演出川され

ている街づくり

⑦フ 7 ッション士イヒの衡として。元町オリ

ジナリティの開尭や多角的な情報の収集や

知直をめざす骨づくり

@片側路上駐車を確慢しながら，人と事の

共存を推進し。周辺地域の駐車場整備と物

流システム円改普をはかる惜づくり

(5)}童物町新築・増改革

宰)lJ<前調整事項は次の通りとする。

建築用通.建築芳丹空に閲する事項

16遺物の改修改主主

17湛路及ひ私有地歩道の取り渡し

18随踊及び花有地歩道の瞳待菅理

19駐車場町確保

間営業時間・定休日

Ù1)その他

(元町 s s 主砲045-64]-)557)

元町商店宙街づくリ協定
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唱広告事

催物の従示に利用されていますが 例えは国鉄コ

〆コ スや地下街大階段付近に催物やイペJ ト

情報(広く西口全体について)などを佐保する喝

をつくることで代替できないでしょっか。(利用

者にとってはその方カq便利だと思います.)

軍広告塔，壁画署lIi.突出者復

{ーヲ，・句" ." て】

."' :';:1:<0川相官刷，ぉ~ ~ "'. ...' ""'."1; 
， .，.，..."."，・6

・t::II'I- ~~T" . (憶の .，，~þ，..，"" ) l !i!iI!<'l・で...~... " も 》
. '<:a']5 ':.tZ !O.ずる一目ζ叩o.: / t'，.. '!o ':河川川(.. ...山

U， ~ " L も侵ミ.l<t-
. ，ζ'唱以1'I"'"，.，-1It曹関 ';:lt"'.~ .包

金帽'"鰻ー 尚司院".噌ぎる
マ，，"' ''' -・ hぞれ"ピル ，ナ ι，
，"創事ェ...えーτ ‘ 4

I I一位置そ後退さ

町 1 1=> : ^メインストリート)

L

5
=-Ehmmm 

臨

L
J

ディスプレ の内容‘ンきーウイ
ンドーの形状等"各店の創意にま
カせる

巨;t1~旨者間刷出望園田由時司町田耳..  守宅型雪軍重富揖置索聾|
〈袖看板〉

一つの建物で つの道路に面しては. 1 泊
所とする。

・ 1 倉所では 2 つ以内E

・表示面積の合計は50m'以内.
. 道路上への突出は 1 m. 

・ 高さは GL から 7m以上20m以下.
・文字の大きさはO.lm'以内。

〈屋上広告〉

・高さ を 6m以下かつ建物商さの】/3以下.
.表示函積の合計を2叩d以内@
・ 文字の大きさは 4 m'以内.

圃圃'

事置き着唖， 広告柱

級一如して
沼-~理

〈配置奪回》

・広地の反対側や還方
か勺見えるよっに
(鉱山m-)

中i.!J.:

-ハス受1・や駅前から
(数 10m程度}
中景

-歩道か勺見えるよ
うに

⑤ショ ウインドー

|間11111 11

〈置き裂看板〉

・ 置さ'"梧板は良地内のみとする.
• 2 ヶ所以下。

・文字の大きさはO.lm'以内。

〈張り札，張り紙 ボスタ ヨ夢〉

・ 面積 1 m'以内 向 のものの連続得出禁止.
・ ー壁面に 1 ヶ所とする.
(掲示用の物件をE笠置した幼合は，この限り
ではない)

-横浜駅西口周辺地区の

サイン計画の考え方

7.;~ffi!jではEく街づくリの思怒で伝ーを

ι 広告，者拒額は，各企業者の創造や工夫に

よってっくりあげられるものです。しかし

そこに商としての共同のイメ ジがなけれ

は街全体としてはバラバラで雑黙とした

ものになってしまいます。そのため地元

町怠茸で一つのイメ ー ジをつくりあげるこ

とカ喧E要となっています。

《単に畏醍の観有のみの続ーや規制ではなく!

7 -2. 資料編7 港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

-対象地域
・ 横浜駅西口広嶋，南口広場I 第二パス広場

及ぴ周辺関連道路
・対象となる広告
・付象地波内における全ての広告看板類
(ショーウインドーは除<1
・続ーに向けての考え方
・ 総量規制

一一広告物を醇としてとらえ 一定の地続的
な広がりの中における広告物等の全てを対象
とし その最，賞，集会としてのあり方を規
制統一してい〈ーーー
・単体規制

一一主義体としての規絡円容の充実
・デザイノコード
〈共通> (ゾ Jや広告".看板の種別によらな

い)

・蛍光塗科の務止
・点縄サインの鋭止

・現f..貨の面的使用の鍍止(緑色にil'い色)
(赤貨は交通情号緊危時の表示なとに

優先的に用いる)

世づくりの曹想を街の謝宵づくりにも圧映

させことが正要です。

利用者;こ対して効5;Æ JJ éjるン主テム τ

f 広告白看桓頚も必要な情報か必要な場所に

わかりやすくあることが第一です。そのた

め， 究かE的な全体の配R同され方を検貯す

る正要があります。

6 公的サイノとの補完間岳にも配慮して 各

場所の特性に応じた全体ンステムをつくり

-新本牧地区まちっくり指針(抄)
(目的)

第]条 ニの指針l i 新本牧地区のまちっ く

りを後退するにあたり。新本牧地区建築協定
を繍完 L 建築物緑化且ひ'Ü理に閲する事項
を定めまちづくりの指針とし本地区の者i市
環境を高度に維持増進することを目的と するa

(まちづくりの指針)
第 6 条 このE培円の建築物。 掠北7} U管理
については。別紙事J)iを指針と して遵守する

よっ努めるらのとする。

[表通り地区]

]建築物に閲する事項

11底捜は勾配屋根とする。ただし主体の
調和を損わないものはこの限りでなL 、

(2渥援の色は黒罪抗;;;系統(嘗考色見本

A ) とし。外壁の色は原色及び刺激的な色
調をさけるもの l杏考色見本B ) とする。

1 3駐戸現曜は。定住を図れる規模とする。
14耀築物)).U'周辺との餌和を乱すE昔物は
設置しないものとする。

(5 )テレビ FM肱迭の受告は共同視堕~~備

を利用 l. 敷地内のテレビフィーダ一眼互

ひ官民議ー出量組は地中埋訟とする。

1 6凌通り(都市計画道路)側の前面歩道に

接する空地部分は 当該歩道と一体と なる

ような仕上げとする。ただし。 1 陪が住宅

町場合は絹地等とする。

(Î~外に設置される建築世備類は.道路等

から見えにくい構造とする。

18汐同E階段 1; 当世建築物と調耳目する構造
とする。

(9レりレコニ はi 寝具。措濯物が道路等か
ら見えに〈い構造とする畠

叫ンキッターは透過性のみるものとする。
日】 )自転車E場、物置，ゴミ置場等は構造，
位置等に配慮して設置するものとする。

-新本牧地区建築協定(抄)
昭和田年 8 月 5 日誌可公告

(目的)

第】条この協定は建築協定E培 (以下

町品定IR~ というJ 円における建築物の
敷地位置惰造尽也形車及び菅直に閲
する基準を定め住宅地としての冊克を保全す
るとともに 商店街としての手'11.性を高度に
維持得道することを目的とする。
(建築物時制限)

第 8 条前条に定める協定巨域内の建築物の
敷地位世傷込用也形態及び芳匠につ
いては次に定める基準によるむのとする。
3 表通り地区

11 1敷地の最小面積は I 地区においては
1αゎ平方メートル. II 地区においてはまl)
平方メ}トルとする。 ただし 最イ型地面
積以上の規槙で共同開呈する場合はこの胆
りでない。

12 )外壁又はこれに代る柱の面からI 道路
(山下・本牧・時子最高島本牧組j 境
界線までの距鑑は住宅棟の垣辺部分又は非
住宅については 2 メートル以ι 二れ以外
については 4 メートルLよ上とする。

i3購遣は耐火建築物とする。
(4)用達は店組事詰所共同住宅寄措舎

その地商業業務町制置を増進l.あbせ
て桂酢克町時接を図る施世とする。ただし
I 地区の 1 陪部分は非住宅とする。

15障は生垣又はクリンプネット等の透視性
のあるものとする。

1 6汐ト壁及L月童恨の形I 色材料等について

は地E全体の田和を図るよ う努めるものと
する。

-新本牧地区の場合では

米軍接思跡地めこの地区では，街づくりのガ

イ ドラインを r建築協定J と rまちづくり指

Ib によって定めています。土地利用 (商業，

集合世毛 戸建住宅なとワに応じた内容を

多量の地権者の合意によって定めています。

基本的事項は法的に勃力のある建築協定と l.

デザイノ 輯化なとの詳細を自主的申合せに

よる街づく り指針と l. ガイドラインに実行

性と柔軟性を持たせています。 また 運営委

員会を註け，骨果的な運用を図ってし喧す。

あげていきましょう。

r;-: 'l;、 I こ." さ つL. -"\~~~日 ~~~ .' -， .' と も 一日

- 訟合的な都市畳間の中で広告や看板を位置

づI t. そのあり方を検討しましょう。

‘ 周辺司惜や建物との調和に配慮する視占も

[ゾーシ別]

〈ゾー:.- 1 ) 
・ 指定色の使用
(3 - 4 色で，.鈍色を股まをする)
.壁面看板の位置指定

(3 ー‘膚程度でI 信別に指定〉
・循看復の位置指定。書物の片側)

〈ゾ ::.-N>
・面的な壁面場経の禁止

(砲文字形式に よるこ と)

[広告，者径の種類別l

〈壁面看複) (壁面看板たれ幕 鹿ンエ

ド ンヤヲターなど)
.自家用広告物以外の一般広告のお止
・表示面積は壁面積の1/10以内とする.かっ
一面は50"，以内.

・一つの建物で内容を同じ〈する広告物の表

示は 1 面奴りとする.
・文字はO..lm'以内.
・高さは建物 2 階部 (7 m)以下を原則とする.

不可欠です.

(出展:

「横浜市街づくり協議ハンドブ ック J ) 
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第 2 次上物建設マスタープラン/川崎市 (S.59)

44 

1. 街をみ形成の基準について

1 -1 笥なみ形成町基準昭作成にあたって

当地区の街づ〈りは、農住都市構想として産声をあげて以来、 「ふ

るさとのぺJが鼓動する緑のヒューマンスへースをめざして」をテー

マに土地区画整理事業陀よって基盤整備が進められてきた。と〈に、

「水と緑とふるさとと」をテーマにした南口交通広場平商業地、住宅、

市民施設等をきめ細〈結五歩行者路のネシトワーク、公園干緑道の

オーフンスベース等は、都市の骨格となっている。これから建設さ

れるよ物i工、既 K完成をみたこれら基盤整備の内容と有機的に結び

ついてこそすばらしい街なみが形成されるであろう。

そこで、街なみ形成の基準作成にあたっては、次の点 K宮意した。

① 長行者自安全性と根適性が確保されていること。

土地区画整理事業K よって整備されたタイル舘装の歩行者路が、

駅を中心に周辺住宅地にのびている。人々がここを気持よ〈歩行

できるためには、歩行者路を取り屈む建物の外壁構成、素材の選

択、 樹木の配置.色彩の鵠和、あるいは、ストリートファニチ守

一平サイン等の適切な配置が必要となろう。

② 緑がてきるだけ$く、かつ速担した形て碍保されていること。

土地区画整理事業で整備された自然林を生かした公園平農地は

緑の拠点であり、緑造平街路樹はこれらを結ぶ緑の軸稼といえる。

従って、上物敷地に植えられる樹木は、これらを補完し、全体と

し て連続感のある緑を構成する必要があろう。

7. 資料編 7 -2. 先進事例リスト(新百合ヶ丘地区) 7 -23 
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③ 人々白A、れあいり場が陪保されていること。

土地区画整理事業 K よる道路干公園は、いわばフォーマルな場

といえる。これらはインフ z ーマル( <つろいだ)な場 K よって

稽完されてこそ双方とも生き生きとしたものとなろう。よ物建設

では積極的K 広場干露地の準公共的空間が確保され、これらの広

場干露地で数々の出会いの場が演出されていることが望ま1..\、。

① 形態的な核序が藷保されていること。

建物は、敷地毎に個々に計画される。しかし人々はこれらを景

観として総体的 K認識する白それ故、建物は梧互間で領警され、

関連づけられていることが望ま1..\‘。建物の高さ、が壁面の位置.

陪高、出入口の位置等、できる限りきめ細〈関連していることが

望ま1..\、。

⑤ 歪調色町見える街なみてある ζ と。

土地区画整理事業では、路面のタイルやストリートファ ι チ千

ーの基調色を駅を中心とした同ι、円状の 3 つのエ V7K 舟け、建

物の外壁等の色彩を想定して決定してきている。今後‘建物の割

壁干床面の色彩雪十置では、これらの基調色を充分尊重1..，決定さ

れてい〈ことが望ま1..\、。

• • 

• 

⑥ 最穫を損フ広告物等まできる限り歩なくすること。

広告物は互いに競い合うことによって、より大き〈けばけばし

〈なっていく。これらを相互の約東によって最小限のものにして

い〈ことは、景観の値値を高める上てーも，2 夢なことである。また、

衝にとって必要なサインの形状平素材を続ーしてい〈ことが望ま

1..\、。

街なみ形成の基挫の作成にあたっては以上の点に留意し、先の上

物建設マスターフランの街なみ形成の基準 K加えて、植裁、色彩、

屋外広告物等について詳細な基準を設け、環境の質的向上比資する

こととするとともに.商業。業務施設建設、集合住宅建設.戸建住

宅建設、一般宅地利用および行政施設・市民施設等設置に関する各

指針についての補完を行うこととした。

• 
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~新百合ヶ丘駅周辺特定街区整理事業施行地区

. 

第 2ðz 上物建設マスタ ープラン/JJI崎市 (5.59)

1-2 植窓に関すること

-地区別り緑化。優先順位

上物建設マスタープランにおいて、地区全体として 4 0 '"以上の

緑の自然的空間の確保を目標として土地利用区分毎に目標値を示し

て L 、る。

これらの目標値の荏保 bてあたり、地区全体としての録の連続性を

考土、表ー 1 の優先脹位により植載を施すものとする。

表 - 1 地区別り緑化優先順位表

録 ft 商業車務 集合箆宜宅皆地・市E里. 

置先願世 地 E 謹等、一世宅 戸建住宅地区 農 士密

地

壁面の桂退等K お道の罰舟 出過の部分 お遇の部骨

① 
よる公開空地の

母子町
( A ゾー ン)

部分

① 怒勧の室内 駐車場の周関 A ゾーンの内
および屋上 両の部分

⑤ 
，、?タ守ード プレイロ y ト

および電車場 (2合住宅地)
の 周 眉 のみ

一

7. 資料編 7 -2. 先進事例リスト(新百合ヶ丘地区)

• • 

-地区別の緑化方針

地区別の緑化の方針を図 1 I~示す。

図 -1 緑化白方針

• • 

主主

• 

圏砧晴雄

「でー「壁画の後退毒による
I r::a I 広場

7 -24 

ーー官許詰号デッキ認)

両日誌の往践による
」一一~ ( 一世蕊分)

園町イノト

• 
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♂守新百合ヶ丘駅周辺特定街区整理事業施行地区 • • • 
第 2 次上物建設マスタープラン/JIl崎市 (S.59)

-商業ー業務地区

① 壁面の後退等による公関空地の部舟 ② 建物の室内および屋上 ③ パァクヤ ドおよび註車場の周囲

間業・業務地区においては、 壁面の後退等K よって生じた広場等 大規模商業 業務施設内の通路部舟 K ついては、 タt部との連続 駐車している自動車平仮置きしている商品の箱類の白隠しとし

の公関空地K 積極的な植載を施すこととする。 性を有する植震を施す。 て、~周 K高い生垣を作る。 さら托植栽帯の幅忙余裕があれば

7 南口交通広場歩行者デシキ部K面する広場部分の植殺 この場合、 建物 bてついても太陽光線を十牙K取り入れられる携 高木の 91J植をし根元 K瀬木を様栽する。

(図ー l 、 a の広場 ) 造とすることが望まL- C 、。

これらの都舟については、交通広場ロータリ一部分の植栽景 大規模商業 業務施設の屋上については、 可能な限り植裁を施

観とあわせ、 出来る限りまとまった植裁をする。 し積極的な利用を考える。

擢裁方法については、 できればロータリーと 伺ーレベルに植

栽し、 困鍵な場合は歩行者レへルに植載する。

桜穫はケヤキ、又はクス、 山もも、 ホルトなどの常緑樹が望

まL- C 、。

南 ロ交通広場歩行者デ y キ部に苗する広場部骨白植載(例)
歩行者路に面した室内の植惹(例) パックヤード及び駐車場。周囲白撞設(例)

ロータ U ーと同一レベ J'に宿慈した場合 歩行者デ yキレベルlζ植載した場合

駐車場またはハ y クヤード U 歩道 道路

イ 一般都舟の植栽(図 1 、 b の広場)

この部分は専門店街および γ ョフヒンクストリートの起終点

と なり、景観的にも重要な空地となっている。 そこで、植載に

ついても景観の亦イントとなるような方法(例えば、高木と濃

木で 1 つのかたまりを作るなど)を考え、積設する e

一佐官E骨白描設(例)

，←柑「

• • • 2写植の場合思樋の場合し
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1 -3 色彰に関する ζ と

当地区を、図ー 2 のよう I~ 3 つのエリ 7K 分ける。各エ リアにつ

いて 、遠景色.中景色について基準色を定め.その色彩の範囲を指

定する。

近景色、近接色 K 関するテー マカラ ー、 アクセントカラーについ

ては、告エロ 7 の基準色との関連で、望ましい色彩を明示する。

(表 -2 宰照)

ト 2 色彩のエリア巨分固

7 . 資料編 7 -2. 先進事例 リス ト (新百合ゲ丘地区) 7 -26 

• • 
表 - 2 量観レベルにつレて("考}

予ンドスク ー プνベ/- (遠景色) タヲン Ãクープνベk( 中景色} Z トり ー ト Ã"ー ブレベル(近景色) ?，ーんÃクープνベJレ(近接色)

遺くから哩勧の細部形杖がわからない 事柏町比般的近〈で，形状と色彩の限 '掲の間K入 ::>1:. ?すぐ近 <K 見え 翠，ド7などを接近して見た号、事窃

程匿の距離で色のかた 宮 りとして見え 官民がはヲ曹ワと意E量されて見える場合 る場合，主間K!! まれるような唱合 内部のインテリ 7 カラ ーを見る場合

る渇合

高 建築加の壁面革開色 ...也の壁面色 車築物の壁面色 直接柏町 l 陪壁面色

実 高層協会 。高，... 分 中高層部分 エントラン Ã まわり

リ 寮 ベデÃ ト り 7 ンデ ...( 床， 手す 9色な ベヂZ トリ 7 ンデヲキ(床色F イノレ焼.

ア E奪 ど). Ã トリ ー トフ 7ι テ守ー‘ 7-ケ など ) . ~ t 1) ー トフ 7~ チキ F園都、

1 1: ー ド、 r プジ z 、サ-1 :"-7" ロタ".γ. て〉 "プジ 星、グラフ 4 -:-?サイン，床お曹

等 .臨 しサ 4 ン広告 す 4 ンZ告

宣 '策切の壁面墨田色 現察知の壁面色 事費鞠の壁面色 事摂柚の壁面色

E 蔦層著書分 @高層萄分 中高層事事会 低層部分

ストり ー トフ?エテ守ー‘舗誌面.フュ エントラン Jえまわっ‘ 2 ト" ー ト 77 ニ

ーり 華戻 ンユー歩道揖‘す<~プロ '"9 ':1 ‘ tプ チ守 ー.グラフィ..サイン.オブジ z

〆孟遂具 遊具
01 

7 

2 集
，.集袖の壁画li珂色 .舞勧の壁面色 曹第初の壁面色 嘗第'"の壁面色

合
高層思分 中高層部分 中高層自部分 1 階部分

，:)レコ品 へ 例都陪監‘付属施睦‘サイ グラフィフタサ4 ン.ストリート 77:'
金

ンプ0"1' ':1 、号複製示などの大型サイ テ守 ーーオ7・ .; ~道具

'" 
トー " 

ン、 鶴義、 Z トり ー ト 77 =- チ守 ー唱"

プジ z道具

ー
リ 戸
ァ也

戸建雀宅の星観li同色 戸惨住宅の藍綬.壁面墨田色 戸一壁画色 |瑠まわり心。酬場錦
3 住

'" 等

図 - 6 エリア別マノ セ ル芭置図の指定田昌

エ !!71

空「丁寸ーTTT一円11寸 I j I I I 寸 I I i 
!I I I I I I I I I ! I I I I 1 I 
i¥ I I I I ! I i I I i 1 I 1 I ! I I 

" 1I i t I I I I I I i i i I I I I i ! i 
'~l 1 I • I I I I I I j I I I 
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先進事例リスト(新百合ヶ丘地区)資料編7 . 
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港北ニュ ータウン ・タウンセ ンタ ー市街化誘導方策検討調査

~ち新百合ヶ丘駅周辺特定街区整理事業施行地区
第 2 次上物建設マスタ ープラン/) 11崎市 (S.59)

-エリア 5 につレて-エリア 2 につレて

圃エリア 1 につレて

図 5 I 'C 示す C ， .C~ ， C 3ニリ 73 の住宅害の壁面色と し て、図 - 4 に示す B ， ' B~ ・ B 3 . Bp エリ 72 の壁面基間色として、エ リ 7 1 の壁面基鼠色として、図ー 3 11:示す Ar ' A~ . A3 ・ h

こ の S 色 1 ; マン七ル色C. ' C5 • C~ , C7 • C e の 8 色を指定する 。この 4 色 11 マンセル色度図で規定した経由からの 4 色を指定する。この 4 色はマンセル色度図で規定した範毘からの 4 色を指定する。

適度な色差をとっている。 (図度図で主主定した髭菌から選んでおり、4 色のE尾和を考え適度の色差をとっている(図- 6 多選んでおり、建築物に塗装した時の""和を考えて 4 色は適度な色差選んでおり、

この S 色の積系列はトーンの読和、経系列は色桔鯖和-6 重量田)。基本的にはマンセノレ色度図の~自を許容する照)。エリ 72 では、をとっている(図- 6 多照)。エリア l ではマンセル色度図の指定

この 8 色の白でも C 1 • C2 • C~ ， Ce 
が得られるようになっている。ユり 7 1 よりも YGこの色群は、この 4 色を中，し、に使用する。カBこれらの色群この 4 色を中七として使用する。範囲を許容するが、

C, 日本の住宅の壁面色と し て使用 し やすい色彩である。の 4 色 'i 、住宅街にな系に寄っており、読忙完成している区役所との誘和平、1: Y系に寄っており、歩行者毘のタイ ル との鍔和を考えている。 A ， . 

から C，までの 8 色で明るいイメ ー ジの住宅に L たい時{工 C ，から C.、B$' B ð !'!.建築壁面るエリ 7 3 への色彩的な移行を容易忙して L る。
んは建築壁面のアクセントカラーであり、上物が集合 し て計画され

世し落ち着レたイメ ー ジを望む時(;t C 5 から C. を使用するとよ L 、。のアクセントカラーとして考えており、建築物の低層部など K 有効
る よ うな場合、低層部に使用する。

C, . cω ， C 11 ・ C l2 (!上の同一色相の 2 色町壁面色に到する 7な色彩である。外装材はなるべくタイルとする 。
なるべく歩行者路と同質のタイルとする 。外装材は‘

建具などに使用すると効果的である。ク七ントカラーであり、なるべ< Y スト リ ートファニチ守ーや店鎮のテント等 1: 、また、

低彩度色を使用低明度、CJ3 . C l4 ・ C" は屋根の指定色であり、
中彩度色を使用し、歩行者路で使用しているG 系や G 系の中明度、

する。建材 K よって同一色が待られない場合には、

エリア -3 の基調色

一二三一|

圃

近似色とする。
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港北ニュータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査

O 新百合ヶ丘駅周辺特定街区整理事業施行地区
第 2 次 上物建設7 スタ ー プラン/川崎市 (5.59)

1 -4 屋外広告物等に関すること

当地区を図- )のよう11: 4 つのエ リ 7K 分け る。

屋外広告物等白訟置について

各エリ 7 Kついて表-3 11:示す通 ry .宣置の基単を示す。

国-) 屋外広告物Sのヱ υ ァ E分国

7. 資料編 7 -2. 先進事例リスト(新百合ヶ丘地区)

• • 
表 -3 量外広告物等陸軍の蔓 i寧

1υ7 ::t.. 'J 7 6噌 エ ザマ
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1 会眠室町 I ~ >1 i { .:::.日 7-1 . 
。喧古}

-種罰は §家広告物とする。

建物 κ対して平行に桂置する。

臨許容面積([!;.告苗)は

エ リアー 1 . 2 について， .'且内

エ リア-，につレて 1.5 "，'担円とするe

-世量は、 1 店輯 1 グ所とする .



港北ニ ュータウン・タ ウ ンセ ンタ ー市街化誘導方策検討調査

~O 新百合ヶ丘駅周辺特定街区整理事業施行地区
司 第 2 次上物建設マスタ ープラン/川崎市 (S.59)

• 

1-5 上物建設マスタ ブラノの補完に関する こ と

-商業 業務施設建訟申指針

商業 業務穫として機能的で調和と統ーのとれた街なみを形成す

るため K 、 交通勤線 K関する基準、公開空地に関する基準、建物等

κ関する基準を各街区 ~I.I "'定める。

笥なみ形成む基準対象街区

街
交通勤穣花関する基準 公開空地K関する基準 建物等に関する基導

監 聖地 E 広 壁 空 ーヱ 空 題
E 車 車

場 面 地 出 中
権

場 内 場 組 部 人 歩
番

出
通

の
の

の
舟 ロ 匝 の

退
世 の の の

世号 入 動 t書 也 輔 世 段
。 穆 造 置 置 韮 置 置 置

。 。

A 。 。

E 。 。

。 。 。 。 。 。

D 。 。 。 。 。

E 。 。 。 。 。

。 。 。

G 。 。 。

。 。 。 。 。 。

。 。 。

28 。 。 。

7 資料編 7 -2 . 先進事例リ ス ト(新百合ヶ丘地区) 7 -29 

• • 

①交通動線に関する基準

商業・業務施設への駐車場の出入口は、 C 街区を除いてIî'函街

路 9 号 。 1 0 号線からとる。但し 、 G . H 街Iî'"，ついては、匪画

街路 9号線の出入を少な〈し、交通の流れをスム ースにするために .

一部敷地内のアプロ ーチを確保して迂回路を設ける。 H 街区の駐

車場は、この敷地内アプローチに沿って平面的に設置する。

大量の集中 莞生交通が予想される C . D . E 街区については、

自走式の駐車場(地下駐車場が望ま L \, )を設置し 、 その出入口

における交通処理"，'iii意する。また、地よ部舟の出入口、車路、

駐車場など bてついては、植栽 構造などの配車 K よって中心街区

として良好な景観を俣つよう努める。

図 - 9

• • 

• 

② 公開空地 K関する基準(デ γ キレへル)

各街区の敷地内"'確保する広場 公開空地の位置は、各街区の

業種構成と回遊動稼を考慮して、図- 1 0 のとおり定める。

広場は回遊動線の結節点に設け、公開空地は歩行者車用路お

よび回遊動線忙面する部分に設定する。これら広場 ー 公関空地の

うち H街区 ・ 2 8 街区の部分は、各敷地とも舗装レベルを統一す

る。

図 - 1 日 公開空地に関する基準 ( デッキレベル)

③ 建物等に関する基準

中心街区 C ・ D ・ E については、主出入口を各敷地内広場に面 L 、

回遊動緩が形成されるよ'うに設ける。

H街区および 2 8 街区 κおいては . 各敷地の境界 κ壇柵を設置

しないものとする。

C 街区の歩行者専用路をはさむ両敷地の建物は、 災害遺鍵お

よび建物内回遊動線確保のために、 デフキの上階にお L て空中歩

廊によっ て 連結するものとする。



港北ニュータウン・タウンセンター市街化誘導方策検討調査

O 新百合ヶE駅周辺特定街区整理事業施行地区

7. 資料編 7 ~ 2. 先進事例リスト(新百合ヶ丘地区) 7 ~30 

• 

第 2 次上物建設7スタープラン/J11崎市 (5.59 )

-集合住宅建注目指針

集合住宅地区のうち 3 3 - 2 街E については、新百合丘駅周辺地

区の玄関口 K当り、当地区の都心、性を高めていくためにも重要な街

区であるが、周辺部は公園、緑道、グランド、鵠整担となっており短

わいに欠ける。そこで、この街区のー音， K在間も開店しているレス

トラン、店舗等の誘致を積極的にはかる。

この場合、金高混在することによる環境悪化を防くため、店舗周

辺部Kは充分な植殺をほどこし、サービスヤ ド、駐車場等は半地

下部に設ける こととする。

• • 
E 戸建住宅建設の指針

戸建金宅のうち 2 8 街区については、主夢な渉行者専用路 K 面し

ていることから住宅、事務所等を吉む専門店街とし、用途、親模託

ついては住居地域K準ずるものとする。敷地、建物‘意匠等の街な

み形成の基滋については、 「新百合丘駅属辺商業・業務マスタープ

ラン(昭和 5 9 年 3 月作成) J に準拠するものとする。

ま士、 2 7 街区については、 2 8 街区と一体となったシヨシピン

ク街を形成することが望ましし第 1 種住居専用地域で可能な範田

内において店舗併用住宅を可とする。

図- 11 集合住宅地区.戸建住宅地区、一般宅地ー行政踊設・市民施設等E街区位置図

￠ 

~ 

• • 

• 
-一般宅地申利用自方針

般宅地のうち世田谷町回線、万福寺王禅寺線 K 沿った街区 I! 、

地域サ ビスおよび生活利便施設の立地を考える。

1 街区 展示場等の自動車関連施設

2 街区 ガソりンスタント、ヵーシヨフプ等の自動車関

連施設、クりーよング店舗等の生活関連掠設お

よびロードレストラン

3 街巨 費協関連の店録および事務所

5 街区店鶴

7 街区 店舗、事務所その他生活関連施設

45街区 ロードレストラン

また、 4 衛区 商業 業主査施設

9 街区 商業 業務施設および駐輪場

この 2 街区は、駅北口の景額を形成する上でも重要な位置にある

ことを考え、これら 2街区の用途の決定および他の一般宅地の用途

の変更については、 「新百合丘駅周辺広域的街づくり推進協護会J

K 計画案の提出をすることとする。

-行政施設ー市民徒住等り設置D 指針

行政施設・市民施設等のうち 1 1 -1 街区については、マイコンン

ティ関連施設および管理ー情報サービス施設とする。

• 
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容積の段階制限などで
街並み誘導

ω蟻区道合の
ト

・駅

・


同
情
リ

盛
旭
ト

か
る
ス

・

方
a
u
y
允

後
a
-
L

.
に
〆
入

区
川
ぶ
現

地
上
信
を

北
北
を
菌

防
ω

同
計

以
前

m
E

A

平
司
令
地
泡

~(北 Ifr件脇町l山泊でねくれ 千tl，!峰い，h IÎ Q

企聞の 1 ップをリJって地区Hi耐を迎HI し

たのは.m扶雌1，'Gl~~川北地I~. 甲{j jíLM{iiì

. のー団として IIfl手115 1 :1 から j{tゐうてきた l

j削丞凶l控~I[屯 l' 革(ítíl W8 .8ha . ili岨iff) の

施行地区の一部に 地区311 !!ljをかけた.

具体的には，区画j!J理で ffr~止された郁tli

Ui岨道路 r盛岡駅長町娘J の沿辺地Jä約

2.2 ha が吋龍fこ.

この部ili3 1由jj直路は， 駅と ílî七、部を粘

;:1.たなメーンスト リ ー |に子店とされて

いる. 拍湛区J(lt';I駅 11'1広場に院接した間

E重品地で， 今i圭一府のおJ立利用が見込

忘れる所である.

このため. CDi百草業務地としての通正

かつ告，，~的な土地利川守 (V，正金 ・快適'.

歩行者空間!の削sZ. ③艮好な郎市 :laRの

1;1&-を基本1;1 1 として地区計画を3E

"".地区岱Wja h出!の<1'ではill築物に 111

しIn のようと正四つの白I"nを iJとめてい る.

11陥!，;!めの l 階部分の川J主を店舗 11' 

曲桶信どに限定する.つまり ， 少とよくと

も l 階部分は耐主主抗íJiとしての連続刊

を陪ら，白 主'.とーの川 i主がiJ~fJ:するの合
防ぐ ということ .

12噸i色町脱慌に L i:.~じて "f，柿中を 4田弘

抽見。反則 %と fI附的に制限する.蛇地
が広いほど寄附半がア ソプすることに伝

~ 

るペノンルビルの仲u.を避げるとと L 行的中を世地岨l克と リ ン クさせて段陪

に.共同\ll策化を促そうというねりもり 制限するのIjf，主し く 特色といえるJ と

(能川舟↑古 I ;';} ; IJ líBíli 1lil 控百ι人民)であ みる。

る .u1Î 日のうらこ の百IIW市I1Jlについて

131位rm線の制限により，主主張物の l 陥 ';1.時間 iljLtill~是正裕i1に正づく 日条例に

郎分Ij~þjιから 1mセ :J t-1 \"';1 ク させる。 定めた.主ll!詰 PtUZの辞世刈*に合的るこ

歩道と也築拘が {みとなった Riでの目liílî と によ って，よ り確か匂組制をするわり

主r:aの広がリを確保するためだ 10 . 1也のm~，，;I .地区3Hi!!i制止'の通常の

l'出:築物の外壁の色彩は，茶を』左側と r日出 勧告J の女l組とするに切のた.

したむのにする色調の杭 によって .

iJill:みの剥 f1 'を図った.茶色としたのは， シェルター，君仮統一Il協定で

改鈍した新駅舎との淵制lなどむ考えての また. ~HltU町作成品位では， デザイン

ニと J (~ I珂氏). コンベを央臨して " i/1知"を求めたとい

目をひくのは. 121の ~f.rM半制限だろう . う のも面白い . rUiづく りのイメ ンを具

\ll訟古 Ilií街地\ll築諜の熊主11'た諜 IHrDIまは fj:n.)な形として，誠治のたしに， 1器問氏}

.盛岡駅前北，^l! ・地区計画

10区"''' '本 一ー ーー鑓向駅前北'^区計画

{. i. I' I!IoI，の IIIA . r.lllI:極 U借金 ，; i\o:I T ・ ~';I! J叩"叫・I山崎

7. 資料編 7 ~ 2. 先進事例リスト(盛岡駅前北地区)

位度 盛岡市縄開銀前北通''''盛岡駅前通胞内

面禍一一約2 ， 2ヘクタル

区lJiOl!'l働関発及 U保全に聞する方針 省略

地区笠aut画 壇提幼符にMする有lIn

'"金物ミil d) ffl~ Q)制限政10が盛岡駅長町..に律する"援物の 1 陥 {当 lt u: 縫物の各陥のうち その

床面の商事が泊11:1聖地が得する盛岡駅長田了総の多iliの高§の平均tこ畳む近い

F省令いう . 以下閉じJ部分の周造M 店舗。事孫所 旅館 劇'. 除雌所.

毎週放:1Iその他これら tニ繍ずるむのとする .

理援物の迄べ商4貨の 11援物の逗べ"..のま宝抱面川に対する割合の fi高限度同 次の衰の左闘に 1&

敏地面扱 l二対する げる敵地面械の区分に応仁 周袈右側に '8げる 滋{阜 とする . ，だ L 建築物

割合の量高限度 の敷地が地区肘画のl! 1唆の内外 1ニ わたる k易会 1: .Dいて 11 当医区i去の内外にわ

にる全体の般処罰視によ ヲて悶袈 .造問する .

敵地面摘(1jIf;j平方，-，叫 割合

!!函の位置の制限

250以上 1 0分の60

1 00以上250禾渇 10分の50

300未満 10分の40

敷地が盛岡駅E込町線に織する1I議輔の 1 陥節分忍U当"陪よ勾下の陥で当 U:

敵地fJ'l委する盛岡駅長町械の歩道の各部分の高きょ ηょにある舗分の壁又は

これに代わる柱 11 ， 1t iil固に袋示する虫歯成金鍾えて温鵠 L ないものと する.

m旭が庭向収録旬栂に織する 111産物の色~j 11 ，茶色.器間 企 L f: ものとする. 

• • 

IJIε物の窓径の制限

というねりいで、この沿ill地ほのih佐み を図るう と いう方式口。

デザイ J や!立而線。 ファサー l な どの デ 同市町地区計画1;1 r 必ずしむ Ij'l~王埠

ザイ /指針 にl到す る提案を一般公事した 型と は雷えない J U:，'，同氏) . きっかけは.

のである 156'l" ，月 ) . 区画監理卒業の 111換地指定む摘んだ55;]手

応事作1 0占町中から，市は 2 .，.~.の l呈脅 唱になって在的を上げて出度利用を図

作を選出e そのぬZ告をベ スに地権者と りた l "という地元の立rtiJカi両手リ τ そ

話し合いを進めた結晶が切地区計画の内 れに対し行政側が「地区間耐で上物む吉

寄となった. めて街づくりを考えよう」と働きかけた

コ ンペで提案されながる地区計画には ことから姑ま る. その際「区画監理に判

定めていない「ンエルタ の位置， r看板 って，街づくリに対する住民的基本的告

の統一J などの細かな事項は，別途、地 意が既にあった， 1同氏)という夜は 有

権者間で結J 干定の{苛づく り協定に盛リ 利な条件fこった.

込む.結局， 容積率という最も基本的な もちろんーそれでも全くすんなりと地

制限i草地区計画に定めた上で晶例化，他 元町理解を得勺れたわけではない.協議

の壁画線用途制限などは地区計画に定 の過程でlム吾被平の段階制限に対し r~

め，さ らに看板なと細かい事項は街づく 律に曲。%として高度利用させて欲し

リ協定で圭け. ト F タルで計画的な聖司有 いJ という地元町 “抵抗"むあった. 1 

e"関駅前北地区 地区計画区後のr まちつ〈り箇定(案)，骨手国Eあが.I"ll

治区計画のまき旨にil!;ヲ き 商店舗と し τ の環

境Jl tf利便を高度に施待 相返するたの盛岡

駅長町1:.，に面する建築物 l二関 L 次のようむ協

勺 1m以上後退 L た理長物の 3 陥の.基干支持 l二

つ η下げる看板 1:，位置形uを銃ーする .

@::，. x ルタ ーの..置

盛岡駅長町線に面
定 Hl~

①2階以ょの51iiiの位置 す る偲停に γ ェルタ

建Z毒物の 2賂以ょの壁面の位置" 道路境界 ーを段置する(位置

織にそろえる と形状は別図の通 η) . ~里

喧滞緩め銭

外去に段11 る裕司面復[:' ， 7退を..温盛合勺 4 . 5 @愛治の確保
mの;0; さにそろえ 道路側への残 η 出し は道路 大規繊"駁地については還切に公開的な空

境界線お勺 1m以内とする.また道路浸界峨会 総告審査保する.

7 ~31 

• 
附部骨円七 ;1 t-1 \ ックに対して L r下が

る必:，*，三な l ' ，とか逆{こ r むっと下がる

1;がいしりなどの意見が出たと いう.ま

た 市としては当初、謡物商さの統一む

図りたかったがー it~科的には無理と判断

せさるを得なかったそうだ.

計画づくりのためコ ンベで提案を事っ

たり， コ ンペ審査員をつとめた建築軍に

住民説明会の場で技術的な説明をしてむ

勺うなど，今回の市の対応には. 専門家

にある程度コンサルタント的な役割を果

たしてむらおうという姿勢がうかがえる.

r今ft: . 理想的には行政が持ちかけるので

なく.建築家なと'が住民と一緒になって

まずイメー ジを詰めてむりうのが望まし

い.そうした作業に 市が助成金吾出し

てむいいと考えている， (森岡氏) . 

えSお， 今{丸計画の実現に閲しては.

岳地権者のセソトパック部升の舗装， シ

ェルターの訟置などに対して市町商店街

撮興事業による助成をするなど 資金面

の対置もさらに工夫していきたいとして

いる.

問われる「個々の建築由貿」

地元町建築軍はこの地区!j 薗をどうみ

ているか.コンペで優究作の提案者とな

った中村孝幸氏(山添建築位計事務所)

は. 今回の計画を基本的に評価した上で ー

「良質の建物がそろい，良質の街並みが形

成されるためには.地区計画を決めただ

けでおしまいにすべきでない.個々の建

物の質をどう高めていくか.地区計画が

期待した街並みが実現されるかどうかむ.

そこにかかっているJ と今後を注目して

いる.

コンペの審査に当たった建築家，小川

博氏(夕、慈ー一戸建築事務所専務)も同

級に・計画決定以桂司 の大切さを強制す

る.氏によると 。 地元建築士全む市に対

し 計画区域にこれかも越つ主主物のデザ

インに関して行政が施主や駐計者と継絞

的にt~院できるように.たとえばアーパ

ン デザインの部署を:;:けるなどの対簡

を袈望しているそうだ.
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.埼玉県の地区計画決定状況

埼玉県の地区計画決定状況

地

都市名 地 区 施
告示番号 地区計 地区整備

------ー-- 年月日 函区域 計画区域 公園及
' 地区名 道 路

( ,(.a ) (臼) び緑地

浦和市

市 1 7 6 
ーーーーーーーー 16.2 16.2 57.10.15 

南穏和駅
西口地区

桶川市 A地区
7.3 

市 6 2 
ーーーー- ---

60. 926 7.4 

桶川駅 B地区
西口地区 日 l

• 

設

その他

7. 資料館 7 -2. 先進事例リス ト(南浦和駅西口地区) 7 -32 

• • • 
昭和 6 1 年 1 月 3 1 日現在

区 計 函

建築物等 K 関する事項 基本 対一

土地利用。 用途
象

限 1日i 容最最積高低率限限度度む 建へい 敷地面 建築面 壁面の位置 高さの最高 垣ー椛の構造
建築物等C用途の制 率の最積の最積の最 限度 ー 最低 制限 要

限度高限度低限度低限度 C 制限限 度。制限 地域 件

工場 倉庫ーキ守パレ
_ .;;一フランドーモ

7 道路境界ー テノレ 1 トリフプ劇 lOOm' 商業
場 ヌードスタジオC 10 1m 

制限 号

350m' 
工場倉庫・キャパν 道路境界 、 生垣又は1. 2 [形態

1.0m m以下のフェ 意匠〕- .;;-7 ランド・そ 7 
及び ンス。 建築物の外 商業ーテル・ 1 トリクプi!J 10 

場。制限 隣地境界 基礎高は 6 0 壁の色彩は 号
2.0 m 冊以下 茶色を基調150m' 

• • • 
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.筑波研究学関都市(景観)

7. 資料編 7 -33 7 -2 . 先進事担Ij リスト(ツクパセンタ 一地区)

• • • 
戸2・e一一一山山…鋭鉱滋議選4

中心勉EのI!IIl!は 抱盤豪閣怠奇麗であるZえま山や赤松杯奇からなる自然的図園 煩観n，尽を図ることとする.

的概観を宵粛にして区組員の週路それら1こ固まれた大福臣、 ベデストリアン 岳伺究家屋街市の筏として 初心にふさわしい高度釈明を図D 密度の高い113

.，~1' . キ糊叫融公睡 師時のストリートファニテコア叫側ー 市室町制するとともに、刊で酷制空間漏出により師酬即時

市町E豊富費繋震から欄周章されている. み出すように努める.

=の大街区と大盗事置による回市空間こ対して、人々を尽きつ回る街らしさと槍 骨鶴市町g史観の中にも ま泰山や喪しい夕日の原色、赤松杯忍どまえま固有のg

g菱沼盤に復ざした圏怪溢れる彪刀を..り出すため次の翠本方針に菱づき都市 然的歴史的他緩慢観をき主かし、その曾包気がg得されるよう配慮を行う.

こ 4

込孟主主民ぷ出三

中心地区ItlUt画面白，.中心地Eにおいて優れた郡市甥鶴を'"怨するために g 

漢書が謹賀行局 開発行為を行う際に守るへき照眼形底上の豆諸を示したもの

である.

中心旭医療観計画I<t:. 1) 敵地利用涯~ñ~S考".. 奇形翠色影テクステ

ユア号をきむ)県蛾It画 自} 樋沼環観It菌、 副}ザイン震観針Eから偶"さ

れている.
::弓- ツインa..針直属

一一
屋内向l埠盟申園田属医臨由時d篭浸頚控富| E~豆諸問購開祭器務総務壌環臨爾暗部悌穂烹設摂京翠明開昭和持車時間程慰問霊雲監|

「一一寸 臨めシンボル闘として叡にてつ ー一一 時国咽.酬を思るたにー， .馳への回 e 開山へのピヌヲ，u.ø::: I'.l
ァ一寸 回目 . ..，，，，国益い刊 償問能ド~ I .向山 崎t!"'! :iC:~L，;.e."， J: 1"、、l への四 i 刷方剛酬の￡賢 官

一 一一目する 一 目前 一 ーに町一

...提示
一川町

一一目…，日る '肌…'附山叫…舵枇叫…とι山し日t一…ス日…タ←…一引押ンの岡叩…広岨盤づ〈

00山一一':'-1<一…J凶川一…ド同ル…亨ド日白→一タ
c叫毎る凶曽制閉ヘ哨の.叫巴白￡岬m闘 同引 M 剛醐 l受l 自 ...制隈配闘1投守
司そE行う tシンmル4稽曙の句.， 士士ナ一-

l本|同町制 |合|開問
3:; tl l'\'iI 附~C';I!!! "，，，，.. iI '----' ~ 

しーー底辺，苦 情3刈」日銀への 「一一一「 一一『
..を待 ~ I - ft ι r. 1'\P. 19 包! 包司E魔.

E二主~ai!;吾車窓生置戸埠同事認否己宮罰7・z咽四・ 1 量μ~"'-、 母置E霊~富詰置= 1

図
回
回
目

: λの.nるスペースccてべ

:テヌl!I5I>:o.J!!噌程"の旬.

e ・eに 副I !i T~
孟」ー二-' 世刷出L咽

M. r.司直園田恒豊島屋す.

医週刊叫 市
1 】賓と己.."阻止

..陥
I::ﾐ. iII冒副いの..極軍E 計画E蝿}拍い

ê!)-I"!的置司巴町周ヲインの

討に原則ζ」官幅町圏在町個
の..

.蛾紙調R

す..量レ旭量蝿IIU1..瞳 03崎町土町..の

国耳古島ワー 量量画面.~坤聖 1 10~干l

世措置宣ce l，.. l:且朗曹る嘩 3' 蝿蝿先..色完白.止

..こE糟')t':，.:l咋

ァcー・-・ー・・」・「・・ モ"'のE重量置 ' 
圏…止.. … 

主ベー ;'~15円晶 ."ーの司圃骨岨司..費時ー主
; 白よR官型耐

一崎町..刷用

r恒r詰Tニ4t m…マ i 時日明。同日疋よ 圏 一回
';lPl 由理用 ・目拝Mの但量 ・亀岡t:. 1Zl> I liI 13・山止の圃

手嵐広I

文書i三2まUス煎.屍Nro;::お

いてペテの蝿冨鯛町走。，ーピ

ス・l:ibll/'; I，.. τWOTる

とご1 Jr.l:it." 
制~""~聞の細偲移~'''''~ 1m&:之抽陪
栂tl2 1t:l)~J官宅図るため豆 一 一一

'--ーー」 へめ紀.
.司E・s

時間E宣明・回目巴

……'0置 いわ…
t:~~iじする ァィ;えトヨフ

日目間町

圏町闘の回
- 田町デ開ヘ叩'"

・司・，.の問・・""崎巳6
"0もの口いて刷@間

温司'"さする ロ白00
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筑波研究学園都市(景観)

• 
」A

7 . 資料編 7 -2 先進事例リ ス ト(ツクパセンタ一地区)

• • • 

ム 、う

筑波研究学割都市は、事業決定以来初余年在経て、 これらの都市建設に対し、国家的事業にふさわし 団地の官公庁施設建訟計画t標準J (建段省)及びrg十

道路・公爾等の基盤施設も惑い、研究・教育織関 い貨の都市察観を生み出すため、苦までに機々な 薗住宅地の建段計画に関する計画標準J (大鹿省、

や公務員住宅などの主な施訟の建設も一段落する ' 計画標準の制定や用j度的対応が図られて古ている。 公団)が定められ、壁画後週、建ベイ率、緑地率
Y 

など、都市は概成段階から勲成段階へ入ろうとし 句研究学園都市在偶成する中心的陪設である研究 ・ 等画整備基準をきめ細かく示し、個勾の施設をこ
; , ..人、 ，

ている。 . 教育機関や公務員住宅に関しては、それぞれ「ー れらの計画権準に基づき建訟することにより、都

白 市主体として策観・環境のコントロールを図って
|均四国ケ剛師同| きた固

また、道路等の公共胞設に関しても、 r街路樹お
一一仁二
間突叙宵..関

」一一一一上一 一一L一一一上一住宅陸 中心地区 部路公匝有 サイン広告物 よび道路Jií!段に関する検討調査』などが実施され.
ー団地の官公庁..段

Itai住宅地

科学万筒の開催をひとつの契慢として.研究学園

都市はいよいよ成黙の度在加えており、特に中心

地区においては、商業 ・ 業務施訟や文化施設など、

この街の都市生活を聾かにし、賑わいや潤いを与

える諸施訟の建設が合後加速度的に進むものと思

われる。

このような状況に対応し、それらの施段に対する

きめの細かいデザインコントロール者総合的に実

施し、研究学園都市の顔とも言うべき中心地区に

おいて、貨の高い都市察観を創造していくため、

景観形成のガイドラインとして「筑渡研究学園都

市中心地区察観計画(計画標準Eび景観計画図よ

り成る) J (公団)が作成されている。

また、個別の施設建段に対応するため、中心地区

• • 

間臨 一一ーァ一一 緑鍵かな街路景観を形成するなど、貨の高い公共

空白

•• 

空間在生み出している。

一般住宅地においても、秩序ある住宅環境を形成

するため、 r建築物等の叡地の制限に関する条例J

や「文教地区条例J (茨械県)が制定されている。

この他、無秩序な広告 ・ 看板の防止をねらいとし

て、研究学園都市主爆が r屋外広告物条例J (茨崎

県)の禁止区母に指定され、サイン規制が行なわ

れている。

積回審査会が昭和田年4月に段置され、回年度末

までに 7回開催され13件の審査を行っている。

景観審査会は、「①広い知見と専門的知i置を活かし

た高度な判断により一般的な針函棟準では達成し

えない高水準の都市領観形成を誘導する。②計画

僚準の画一的通用による弊害をなくし、審査会!こ

よる計画槻準の弾力的な運用により、個性的で魅

力的な翻市景観を宝b出す.J ことを目的としてお

り.当面は住宅・都市髭備公団の諮問搬関として

運営されているが、将来的には地塚の総合行政機

関たる地方自治体に移行し、条例等に基づく総合

的な景観行政の取り組みの一環として運用してい

くことが、想定されている。

• 

7 -34 
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. 新本牧地区共同開発の推進

• 

米軍の接収解除に伴う"新本牧地区別の開発:立、土地区画整理事業によって、

地区の新しい脅絡をさだめ、都市基盤を造成する事業が進行中であり、一部では

建物も建つ始めて、まちの姿が現れてきている。

さて、表通り地区では、仮換地を目前にして下の様な状況が顕在化して来ていた。

0 表通りのílj区形状 l立、スーパーブロァクで奥行が大きくとられていたが、建

物のビルトアップを計画案通り実現してゆく方策を持っていなかった。

これは、地区のポテン シャルや将来像を計函哲.uが予想(期待)して、大規模

建物のピJレトアップを前提として全てを進めて来たことによる。

。 一方、換地計画は、この街区形状をもとに、間口が狭く奥行きの深い、短冊

型宅地割込みを一律に行った。この結果、一街区に組み込まれた地権者 l立、

単独には使いにくい敷地を受け取ることになった。

(しかも、全ての地権者が共同化を希望して、表通りにま集地されたわけでは

なかった。)

0 また、プライパシーの問題、換地計画のスムーズな進行のために、隣地や同

街区地権者がどういう組合わせで、どういう人達であるかは、最近まで知ら

されなかった。(顔合わせの機会がなかった。)この結果、共同化の為の地

権者側のウ f ーミングア γ プが計れなった。

0 まちづくり協定においては、表通り地区について、最小宅地規模を定めたが、

これを満足しないで建築化をはかる希望が出始め、"共同化に関する協定の

条文解釈ヨに行政、地権者の興味が集中し始めた。

0 一方、 協定の宅地規模を満足してもなお、依然と して単独では使いにくい

(日照問題等本文中詳細。)宅地を持ち、その状況に気づかず、単;9!計画を

進めようとする地権者の動きが多く感じられた。

7. 資料編 7 -2. 先進事例リスト(新本牧地区)

• • 

• • 

こうした状況の中で、なんらかの手を打つべく、再三、協定委員会、まちづく

り委員会から行政に要望が出されて来ていた。

そこで、本調査「共同開発推進調査」では、地権者に対して 2 つの働きかけを

することにした。

一つは、各街区ごとに単独建築化と共同建築化のケーススタディを行い、その

具体的な内容を地権者の皆さんに情報提供してゆくこと。共同化は、個人個人の

価値観に負う処が大きいが、少なくとも情報不足による偏見を取り除き、判断の

の材料にしてもらいたいこと。新本牧の宅地の個性を十分に認識して、悔いのな

いまちづくりを進めて欲しいことを訴えてゆくことにした。

(これを後浜市の「余計なお世話」と呼んだ。)

ふたつには、街区会議の関催により、同じ街区の地権者同士が顔合わせをして

親しくなってもらうことを考えた。接収後の長い年月 l立、地元を綴れた人達や世

代替わりなどにより、お互いを知らない、信頼し合う条件が揃っていない地権者

達を生んでいた。共同化への前提となる"人間関係の修復"を計ろうとした。

(これを横浜市の「月下氷人」と呼んだ。)

1 9 8 7 年春から、地元委員会も含めて進められた作業i立、地元地権者達にも

歓迎され、夏から秋にかけて行政事務局の努力により、数多くの地権者懇談会

(街区会議と呼んだ。)として継続されている。

共同化(共同ビル建設、開発)は、個人のスケジュ ル、価値観、将来の管理

問題等、多くの笠を乗り越えないと成立しない事業である。この資料及び作業が

新本牧地区での共同化推進に、微力でも発揮することを隠っている。

最後に、この作業に多くの助言をいただいた地権者の皆さん、委員の方たち、

新本牧開発室のスタッフの方々に感謝をしたい。

昭和 6 2 年 1 0 月 山手総合計画研究所

7 -39 

• 
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豆受F皆弓宝子 I旬ヵ、メL マ士ラ宇E まし7:こ。
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.芳斤ヌドヰ主とのまちのイメージ

7 -40 

• 

1 t.、ままで主邑めらオ1マ士きナこ「まちーゴくり」は、

t-..1I. 

- 都市基盤づくり(区画整理-CATV等)

・用途、形態に関する都市計画法や用途地域指定

・建築憶定(総論として)一一 建物(色、形・屋根) ・用途・最小敷地規模

等で、地域全体の環境像を骨組みからどう造ってゆくかというところに主限が置か

れていました。横浜市や地権者の代表の方逮と皆で考えて進めてきたものです。

2 こオてLカ、ら:tt台まる「まちーブくり.Jl ~ま、

一人ひとりの地権者が、良好な建築財産をつ く ることによる、地域づ く り 、 まちづ

く りです。ここでは、以下の様な努力が個人で必要でしょう。

・ 個々の敷地は全て個性(状況)が違うので、上手な愈地計画が必要。

・ 近隣や、 同じ街区の人達と永いおつき合いが続 く 様に、建築計画にあたって、近

隣調整(合意)を必要とすること。

・協定や指針の内容を、具体的な建物計画に読み込んで皆で街づくりを形造ってゆ

くこと。 (地域全体の調和を く ずさないこと)

- こうした、各個人が主体的にまちづくりを進める段階に至って、地権者の皆さんが

• 

情報不足や、 お互いのすれ違いによって、不利益や不満足な状況にならない様に、

横浜市では、 参考資料の作成と、懇談会を進めています。

-ブロ ッ ク別共同建築化説明会

-表通り E地区一 l 、昭和 6 2 年 7 月 6 日

・表通り I 地区 昭和 6 2 年 7 月 8 日

・表通り E地区一 2、昭和 6 2 年 7 月 10日

-街区別懇談会(街区会議)

・昭和 6 2 年 7 月 10日より

守 r

1 三受主直り士世g はこA...，な千封になるのでしょうヵ、

国

2 

t 20"τ""'"'珂瞳 t l 除湿周臨"'"

* 
当時丞ヨ民 ð ー , 全格志且 宝章.i. rA"払+宝埴司'0金主協

-上層は大型住戸を主体にした、良好な集合住宅地とな る。

(居室南菌、目黒 4 時間、プライパシー距離が要求される。)

・上層には、北側斜線、建べい率いっぱいに事務所棟も出る。

(住職混在がうまく調和(共存)することも要求される。)

封

・下層、 1 陪や地階は、ア ク ティピティの高い、商業・業務・サービス系の都市機

能が並ぶ。十分な駐車場設置、緑化等。

このキ羨な千詰になるモ苛台E圭 -1生は実廷し、でしょうカ可。

中主
喜正三--A

昼、!児与i :1 ・ 一

• • 

帯
金紘基 b ，.，.亀 c-ë:昆 #骨晶1J.It2lゐ

判ト一一一一一一一→i<

-関口の狭い敷地に個別にペンシルピルが並ぶ。

・南側の建物が近く、日照・プライパシーが十分ではな く 、道路側だけの窓となる。

・北側斜線で、三角形や、段々形の建物となる。

・駐車場が十分にとれず、裏通りに不法駐車が生まれる。

・既成市街地とかわりのない街となり、建築計画では近隣とゴタゴタする。 一

• 
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l-' 

• • 
. 支主主主主音十寝雪と実女王也富十官雪の存可ヌ7カくブて二号刀て士すー。

良い建築をつくるには、建築デザインだけでなく、敷地計画(配置計画)が重要で

す。特に、近隣商業地域や、住居地域の様に高密度な場所で、住居系の周途が含ま 「

れる場合にはなおさらです。 1

・集合住宅部分には 4時間日照、プライパシー距鏡、緊急車路を満足する効率の良 1 

い隣棟臨十分なー確…一一らなーくた く さ | 
んあります。

- タ王吾 lri]~司多主主ーっ b 、守主じま桂î t!豆 α〉圭也キ撞雫皇tα〉主主f さ λノ

壬主主主三 ιこ J二之弘喜舌伝主..t-、;;õ-<:ぷ会主要マ士!t"""。

建築路定による 500rrfや 1000rrfの最小敷地規模規定を守ることは、もちろん

ですが、これを満足する場合でも、単独の敷地による建築計画では、近隣も含めた

環境に問題が生じる場合もありますので、街区計画をまづ考えて下さい。

①B、 C 、 D さんは1000 rrfに満たない状態です。 .千封区壬詮蓄義に委主主力口して~さも、。

A B C 

1000 2000 1吋
m 

3000 ",' 

B 、 C 、 D さんは共同開発をして、一体に土

地を使えば、 1000ぽになり路定は満足される。

A+B 、 C+D+E、といったグ1レーピング

も考えられ、街区の地権者が集まって協議を

して決める必要があります。 A さんや、 E さ

んが、皆と話し合わずに、独りで建築行為を

されると困ります。

②協定を守ることだけが目的ではありません。街

にとっても良い資産を残すことがねらいです。

1000 rrf は満足していても、 Aさんの様に独りで

は効率の良くない敷地は、共同化を進める方が

得策です。

ケーススタディで示した様に、土地の面積の

規定にとらわれず、建築計画(上の建物)も

一緒に考えてお区の地権者皆さんで、街づく

りの最後の段階(詰め)を充実させて下さい. • 

地権者の皆さん一人ひとりが、情報不足や、建設時期等の条件の違いによって、

不利益や、不満足な状態にならない様に、 皆さん達で話し合い、計画する必要があ

ると考られます。

それぞれの街区が十分に活用され、魅力的で資産価値の高いものとなる様に横浜

市もお手伝いいたします。

独りで建築を進める予定の方や、しばらくは予定もなく、土地を放置しておこう、

様子を見ょうとお考えの方も、街区ごとの将来型車については、懇談会で意見を述べ、

また情報を得ておいて下さい。近隣の理解を深めることめく、後悔のない建築、まち

づくりへの第一歩です。

また、土地を転売される時は、こうした内容が新しい地権者に伝わる様、横浜市

でも努力をいたします。御連絡お願いいたします。

連絡先

担当

横浜市都市計画局、新本牧開発室

開旦， 8ヱー~452_ 671ー2735

• 
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t 、h内恥ワ船拘Lー とて ';': - 1 c.~;. ". 
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• D 新本牧地区共同開発否荏蓬
・耳打?宅制問1-%-t1i-也巴イ\"1' ぱA干手向調翠.もJを竹í1，'l..-\ ¥ 'iJn¥ 

イ。既:~話、街《訟法P41す

A. 建物や致地
の共同佑

、・控'j、ゃ平E髭な聖地の;5.用方法
を楠討されTいる方ヘ
・監地条件で宥帥な土絶判用に
困っている方ヘ

・街づ〈 りを進める中で，土地の

活用に苦芳されている方ヘ

@情報提供や協議を行う目的

- この手訟を措mすることで 例入の財産鏑

飢の向上を閑句ながら!地虫尽境にと，て

も貨のお』鳴4慨がス h クされていきます.

.，かJ敬雄や不'"形な息地のままで建拘刑預

を進めると 有効に使えなか。たり 利用

方途..，.られたりする場合があります. そ

のままで:ti碕を進めると i そのm初だけで

な〈。旭泊畑t首位化や良併な協市環境の咽

這に寄与で会ないものとなります.

・そこで 院地畑R収ゃ11'"'也徴地の共同利

mなどによるー体的計置を考えて〈ださい.

これによ，て 注!1'1'tの減少や説縦訓をク

リアーした床函館のm加などのniì'i tr~効用

~rt.iまります.

・ 弘a r1. 共同化に倉治わる各従.'四の借用

と Iljm~'J~l!の.j!1'.J'!tを行っています.

・ 正.:凶直明白総合部足していることから

"じる悩見ゃ.llえ怠を除〈 ζ とが まず求

められます.

。計画上の注意

'"行の"イ;.. " 1:，敏地の前mについて互い

に抱えている問湿を :r，に航検した句."岡

山:ょ。切み:lj引1た刑罰やコスト明治長

分などの符益分を公平に配分するニとにあり

ます.型1:' ~r:i!~J色や緑化&とを生み出し

'-- 1 - -一副四度階山抱ねます.

、、ー、

、、

c‘ 
一一

食Jlごとに '('J~ーシ， μが多〈考えら"

絡に近障問緩や"互いの仰視交換が￡思です.

Qliそのための仲j同〉労やアイデア後銚を

t"，{辛料ι尚武ュlτ.t，1.，掃員退任湖むなお

@敷地耳刻犬と解決手法

のバリエーション

日敵地の耐火によって 竪町凶北側斜昧

居室仁志光国初なとの暗的制約条件がi 集貨

"比二..しいιのとをる組合可。."句ます.そ

のため。第ーにi!要なことは. ニめよ うな

問也点を設い出してみるニ とです.

回そうすると 十分に活用できない敵地であ

るかどう会場智わかります.

①"地外周に対する径五.....の不足.

②前面道路の組問不足によるt;m来活用.

~北側.nø. I:.l!，い東否反駁地.

@間口酔'J-V色の立252間 構造.

⑤奥行制宅地の相抹活用.

~.ミ便利m地区の広組員温路民数地.

� .. 市計官民遮路予定銀による家活用毛足.

自 民地Ui!iで解決できる方法も数多〈あります.

<!JO地の買収や倍勉による校舎で白敷地の

笠形化かできます.

②等.. 交3誌による民地との共同ピル化で

剤遥に合ったヲロア一分震ができます.

雷段初共同ピル方丈で底地の境界線に合

わせと往や去の共原油Fできます.

@利用ょの筏雰1>足 分綱による分継お初

の計画もできます.

SL回埠忽定J による裏東地の守幸町千~

相むあります.

昔前 :.iil1i区御腔によって街区内の相自の移

動が割れます.

岳何人命OÇ)地ti者による再開発も共同化の

一つです.

おしみません.

また 共同ft l:: 1:共同ピル忠uばかりではな

< 民雄や出まとめ共存共栄のアイデアを生

かすことも含まれます.

J 防災

地，.のス h タ 妥「匂土Jtの高度"rn

ぽツJ\llな環Jkづ〈り

個人のストヲクぐべ、"市間哩偏

、、怖の活色!t

」 五円①
~..@.-=:'~担狩

因調

01芭進・援助・資料など

."浜市使良也集拘訟資制度.

.百iUj絶再開発布~~制r.

・優良F川市m魯拘民備促進司唱制庇.

.特定Ilill制度の忍m.

・余地j，向利用促進のためのm穆法."，の

規定に命治申る包卑丞匁及び/i編曲V、

.繍浜市珊地m担.，剛皮.

・ 2 ン今ルタ J下謙虚制喧.

-組雄特罰Jl1\2i.量産凱37粂による桜鹿返.

7. 

• 
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r~ 新本牧地区共同化推進方策
.行令径制Pい向車 kτむてEイ-1.-ジ

桜山苫為的主義屯の当初イメージ

11 地1&)

・近障面草地活 控ペH寧 80%

一・軍4 種高度地区 北開斜線 lOM+O.6t

・防火地鎗

11 地巨]

・住居地'" 盟刊い吉宗回%

一.!l\ 3 在高度地1& :;l聞斜線 7.5M+O.551

・防火・準防火地堤

ー乏丘三迎え l!l"，用容積率 2印%)
絶対E さ 20M

宰相率 2加%
・ーー-ーーー--ー、-ーーーーーー
絶対高さ 20M

8・..置砲 陸軍省

F一一づ

7. 資料編 7 -2. 先進事例リスト(新本牧地区) 7 -46 

• • • 
111 r<;幅員歩道

山下 率性 硬子師に追った歩行君主聞を.ンヨツピ J グ 位置主どさまざま主目的をもった人々が行き宝う e 歩道に面 L た控拘;三 19.界より後

退しで撞でられ、歩道と一体化 LT ウイ J ドつ J ヨ γ ピノタウゴJサービスカフュテラスに判閉され事め嗣か〈配車されたベ〆チ 水存み

4ナインポール等のストリートフ 7 ニチャー罰がE織されているむ p 

現存の、約]固め長さにわたる拒の面白餅;t. 新本拍のイメ ー ジとしで継承され‘これに加え、桔圭二Eに植樹したダブルグリーノ l!桔草木の

イメ ー ジをよ η 強固にする e

歩道の白面仕上:二、歩行者の視覚と陸立に i置しさ・ {.I邑よさを与える罪村やヂザイ〆が選.，れる e

移行者勢1苫.[.して歩き、軍しさ にぎわいにあかれる歩行者"r.，が自動車の世入によって骨断きれないよっ自動車アブロー乎はすべて甚側の道

路よりなされる.

{剖 111 .111別用達

ここは、主主主宅.~問。店舗医院皇各種学時時存する

地区である。芭宅と非佳宅lt建物陪府別に告かれそれぞれの利直性をと

かめる e また用達の遣いは、建物の幹線道晶(山下 ・本牡 磯子器、

に面しと外壁面の位置の違いになって吾れる.

住宅部骨:::.，プライパシ 距監の匝濡や騒貴: 珪芭'!.与等からの同曜

のため、非住宅問よりれな桂出格fl �. 

1 -2 陪 I;:~院が主体と苦りグ骨者互批近にの部品11 歩行

者に歩〈華しさを与え， /'Sーがン門やシャヲターの構造やデザイ

i ンがいつも措置あふれたにぎわよ陥る商問ぶ制する.

ふピ4'~伝説d 気
暁性

草ーされと建物の壁面や陪高l之 、 誼れるような連続患を摘出する.山

下 本世。磯子線を通過するドライパーにとって、この延長約 2kmに

およぶ通り!ム新本牲といフ新しいまちを意躍できる重要な空間でゐ

る。

皆島棋が二重に植えられたダブルグリ ー ノ lムドライパーに対l. T連

続患を軍監さぜる.

またドライパーや通りの向倒にいる歩行者の視界に入りやすい上陪(

芭宅)部卦i之、壁面が捕えられたり‘色 材質等の仕土カ喰ーされ唱

連続車がより一層軍監される@

さらに、開口部 バルコニー等のデザインや、3t誼物やふとん干しな

どに輯闘な邑章が弘われている.
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0 新本牧地区共同花雇進方言在
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老h零KM附才ι ， W41V1%弘h差税f竜印税 1 :-"J;..t'\ 1守、

2毛針車。ベ'1τうヲンぷ‘耳告知4123 常J-:" 背手十吃つ〈点。

ど 41円均等質ヲ

⑨ j地叫 7flO/b。悔榊.-v4.t;\軸
ち~11 1I..τ色色乙長崎同~tijギtçoo "，")

⑨ 1主i色町会也T銭弓ザ企O. 恥桂ゆ
劫Ii工地己 (説取也主税 \(X)o~ ) 

⑨ 主恥似 -ZO%o ， 幸ふ馳
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• • 

• 
Zぺ老守品í{:f己/:-'1 "1\(1.事τ併時d守フ戸111\"1.しTIftら .τ向 4-Î'" f~時1い

i坊主命仇市'0\-t1..橘ゴ山う.るふも同切坊が:臼おふ地内
ヰtzz zE草1二倍，.b 為訴もbつら1 ~ ~唱しí-:: • 

a. 主主地共同化と街区計画の提案
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b . 現況敷地の建築限界

主持地己1τHi口動l科学bcψi+t<-I~ ~同戸内、初、τ うド下=・
州、11 事J(お均 1字. ~司暗部Zを可能ぜいうち掲じし下

C. 建築計画の想定

事迄fぎら b協恥智弘t宅もは.長てる織協吊し，1.. ，1}昨
合理問主A21 下年初咋.もfUF《斗時w\日明高司T号中宮 .
t討師今私毛 1口、、 l 県伊可[乙.frt1n 専fJ ι ちま号しTτ。-

d. 北側斜線と共同化の検討

b 0¥ 'iJ'主主下~I?弁明・:動写町治色-l.' i''''4='í-，τ 治í t:, -:!.恥lゅは初、
土おれのヰ件。勝幡市在刊;まμ 母崎川中z
z短時"u l干かしT亡。

~f> 
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r 0 ~*問区共同性釘策 羽』‘

、‘

、、ーー

・官主/時地主現時 1ぅ陀\品村b'i:.-L

口新本牧地区建築協定
3 表通り地区

(1) 政地の最小面積は I 地区においては 1.9 0 0 平方メートル，

E 地区においては 500 平方メートルとする。ただし，最小敷

地面積以上の規模で共同開発をする場合はこの限りでない。

。 建築協定書の条文解釈について

本協定書第 8 条の解釈は次のとおりとする。

1 2 項 1 号. 3 項 l 号 4 項 l 号及び 2 項 1 号における「共同閲

発」については次のとおりとする。

(共同開発とは，最小敷地面積以上の一回の土地(隣接する 2 以

上の街区にわたる場合を含む)に，ーの建築物を建築すること，

又は建築計画上，一体的に計画された 2 以上の建築物を建築する

ことをいう。

口新本牧地区まちづくり指針
l 建築物に曲する事項

1'1 llt緩!ま勾配lltél とする.ただし。全体の開和を銀わないもの

はこの限りでない.

121 Iil視の色:ま黒系統。茶系銃[怠考色見本A) どし，外壁の色

は原色Eび開放的な色聞をさけるもの(毒参考色見本 B )とする.

131 佳戸盟後は p 定住を図れる規模とする.

141 建策物Eび周辺との調和を乱す広告物は設置しないものとす

る.

151 テレヒ. FM放送の萱信Iま共同祖要事綬舗を利用し 数地円の

テ ν ピフィ ター線Eび電総 電話線は地中埋設とする内

161 衰退り(都市計画道路)倒の前面歩道に援する空地部分は，

当核歩道と一体となるような仕上げとする.ただし。 1 陪が住

宅の場合は緑地等とする.

171 屋外に段置される窪策室愛備頬は，道路等から見え lこ〈い椛道

とする。

181 外部陪段ば 当陰湿祭物と飼和する構造 とする.

191 ハルコー Iま 1 寝具 茂吉E物が道路<1'かり見えにくい徳造と

する.

(J 0) シ守?ターは透過性のあるものとする。

(ll) 自転車置場 物置， コミ E場等は I 相尾道，位置寄与に配慮して

笠置するものとする.

2 緑化に関する事項

111 般地内，建祭物(パルコ=ー 窓辺等)の録化に努めるもの

とする.

;L斗二J仁ケ包凶} 監山刊は 周h終榊等を出籍し 道醐路等刷珍山に〈れbい、
'鰐号めるものとする.

~- 1 131 樹木の保護 育成7Hf事業の清掃に努めるものとする.

7. 資料編 7 ~ 2. 先進事例リスト(新本牧地区) 7 ~48 

• • 
-締~f， "，1~t実
.j実地計画の原則 (換地割り込み)

1 )グルーピング

共同建築化を円滑にすすめるため、土地利用の考え方

の同じ者同志を本人の申し出によって集約し、換地する

方式(位置は施行者の判断)をとり入れている。

/グ;，t - ーピンクの申しおがあったもQ::， !立、最d 、敷地ヘ

| 規模Lこ満たない者同志や、最小敷地殺袋を満足し )

\ている者同志等のものがある。/

2) 施行者による集約

グルーピングの申し出がなくかっ、最小敷地規模未満

の土地については、施行者の責任により集約化を行い換

地をしている。

-地権者への説明と締結経緯

S53年11月

S55年 4月

~ 7月

S56年 7月

S57年 3月

S57年 8月

5日

S58年 7月

「土地利用者に関する意向調査」実施

各地区毎に最小規模敷地規模を明示し‘

これに満たない場合は共同建築とす

る旨説明 l 
街づくり検討会開催

建築協定原案を説明

「土地利用の選択申し出」実施

・各地区毎に最小敷地規模を明示し、

これに満たない場合は共同建築とする

旨の説明。

地元総会(協定締結総会)

建築協定認可公告

表通り、集合住宅地区共同建築化

申し出

• 
-叫11:-視志向日間

三 ...1椛閃あ、:ふれも-:.'<-1--ð" 用きが如院や

革命ð'~1シ~~î甘η1ぅ孝弘:l:tl---.諒l和叫叫-:.~t，~ , 

切η問￡\宵弘前LhHZ15肴η二事 1:1叫ドリ

日町 bしいも.官口主爪竹町争7Í (写.{k"，視も41ず
ら仁~\存体弘〈ネ玖〕内争l主lí "E当" . %t¥ H".9! 0¥ 
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宅臥l械íJ!~ 1-.. ¥{g ̂ 何百恥~"E椛"，í:. 人'1. ,q . 

安信浦\在宅背i是1下.l'~t. <-1;1勺f-;; {也"，1-111 ¥ '% lt 
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• 
きこ ?ごうロ双校 1000rrí規定がある時

• 
• i列えば、

• 新本牧地区共同化推進方策

新本牧建築協定の共同開発の考え方

。

① B さんが、 1000m'tこ満たない状態です。
B さんは、 j11 りでは、建築行為ができま日んョそしτ、 A

5 んも、 C さんも、[] 5Tだけで，正計図が進められ三世ん。

街区内で協議して、 A+B、またはB+C、または、 A-+

B+C といった共同開発により、 1000品以上とする必要が

/ 

!c A iB 

1 200 町二 600"." 1000 m' 

等をはかることが目的

「ただし書」により最小敷地規模を適用除外にする意味

共同開発を行った場合に認られるが、共同開発の解釈(考え方)

最小敷地規模を定めた意味は何か

1 )利用効率の向上

2) 調和のとれた都市景観の形成

2 

としては
あります。

• 1 )最小敷地規模の主旨がくずれないように運用する必要がある。すなわち、共
同建築を行った場合と同等又はそれ以上の効果を果たすものであること

2) 共同開発という名のもとに、例えば1000rríの敷地の 1 01.車の建築を行ってし

② B 、 c 、 D さんは1000n-ftこ満たない状態で五ー
-i> B 、 C 、 D さんは共同開発をして、一体に土地を使えば、

1000 rrfになり協定は満足されます。
A+B 、 C+D+E、といったグルー ピングも考えられ、

街区の地権者が集まって、協議をして決める必要がありま
す。

Fト
」

100lJゲ

正い短冊型で建築することが可能であれば最小敷地規模を定めた意味がなく
なってしまい、共同開発とは言えない。

1000 門z A 

i 200 1)1' 

¥ 

[
ハU
.

門
川
〕‘

門
凶
一

〔l
u
一

円
l
u一

円
l
u
一

円
l
u、

[
ハ
U

〔
ハU

門
川
一

/ 

共同開発

③協定を守ることだけが目的で 1-> ありまi仏 -iふことっても良
いi量産を残すことがねらいです。 1000; は満足していても、

A さんの様iこ独りでは 利用効率の去くない主主地之、共同fと
を進める方が得演です。

→ケーススタディで示した様に、土地の面積の規定にとらわ

れず、建築計画(上の建物)も一緒に考えて街区の地権者

皆さんで、街づくりの最後の段階{詰め)ーを充実させて下
さい。

ゴ・

• [Acl N PLM， ‘~! NG 

， ヂ .-' ~ --, , 

YAM.A.TE 

A B C 

1000 2000 肘 3000 什f
w、, 

3) ゆえに、共同開発とは、優良な建築行為でなければならない。→優良な建築

とは、協定の目的第 l 条にあるとおり、 「住宅地としての環境を保全すると
ともに、商店街としての利用を高度に維持増進」し、新本牧地区の開発につ
いて、有効なものである必要がある。

→結果的には、公共性を有する計画内容であることが必要であろう。

• • 

'守 .... ， 、ノ

共同開発の解釈を判断する者

協定解釈に疑問が生じた場合、原則として、運営委員会の判断によるが、
共同開発の解釈に関しては、上記より、公共性等を有していることが求めら

れる。協定第 8 条 l 項ただし害により「運営委員会と横浜市が協議し必要と
認める建築物」に関しては、本地区にとって有効であり、公共性を有する計

画内容であることがf量定される。その結果、共同開発の解釈に関しでも、運
営委員会のみの判断だけでなく、横浜市との協議が必要となりうる。

i-~ 

3 
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O 新本牧地区共同化推進方策
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名古屋駅都市景観整備地区
• • • 

都市景観形成基準のあらまし
魅力ある名古屋駅地区をめざして

• 

• 
名古屋市



港北ニュ ータウン・タウンセンタ ー市街化誘導方策検討調査 7. 

。 都市景観形成基準

名古堅耳目を中心とする地区 l手、 名古屋大都市闘の yt‘ |剖で

あ 1) 、名古屋を訪れた人々に第- fll 裁を与え、都市全体の

イメ ー ジにかかわるきわめて1Ti~~なところです。

また、 ~くの市民がひんぱんに利制する者1:心タ ー ミナル

であり、同業・ 31務機能が集中する都心的核のひとつでも

あります。

名古屋市は、 この地区内魅力ある都市景観の創造をめざ

して右図的区域を苦1:市景観笠備地区に指定し、重点的に都

市景観の整備を進めます。

このパンフレントは名古屋駅都市景観整備地区内の建築

等の景観の基準についてその内容を説明したものです。

者1:市景観整備の基本目標

-名古屋大都市圏の玄関にふさわしい風格と洗練された

イメ ー ジ

-タ ー ミナんとしての利便性、快適性の向上

-都心商業・業務地区としての活気と魅力づくり

• 

資料編 7 -2. 先進事普IJ リス ト (名古屋駅都市景観整備地区) 7 -52 

魅力ある
;街づくりのために

.. 
，......，..-，-:'"""".・}

" 
しニ主二主L

箆翠

名古屋駅都市景観整備地区

ロ ー タリ 一周辺

名 駅 3面

桜 3量

れ il i ;日制形成基却は魅力ある都ìli '~;l' 主~を (;11

リ だ し て いく ためのルーんとして働きます。

地区内で主11築物やユ il 物を JZ ろうとする尚、

Iム告ヰ却 を.JlH.H し ようとする H主主どは、 この行1 :

Hi 'l;t.鋭形成基却に迎合していただくとともに、

司川íj に "r! i長にその l竹裕を Æiîmていただく ニ と

になります。

名古屋駅都市景観箆備地区は、 三つの区域に分け 勺札

ます.名古屋町主関口としてのロー タリ ー周辺町区域.

商業 ・ レジャー施訟の多い名駅通の区域.ロータ リ ーか
ら名古屋国際センタ ーに至る桜通の区挫です.

次ベー ジからの都市景観形成基準は、 ニの区域によっ

て基準の適用が異なる場合があります.

また.建築物的敷地が上図的区J.'!<区分線をまたがる場

合は敷地町部分ごとにそれぞれの区分の基準を適用します.
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r ~ 都市景観形成基準

-ー

E語鐸
E 規 苗

穴
・
申P
1・

E イ立 置

目色 彩

• 

建築物の高さは20m以上とし、霊感のあるも

のとするため建築物の共同化に努める(桜遇)

桜必は J R 名古屋駅前向 メ イン スト リ ートと して.一定的

縦模以上司建器物町並んだ街並みをめざし ます.

建築物のJtz さは建築基準法における建築物内最出円高 さを }

意味 し ます.

2 
主要交差点に面した数地で公関空地等をとる

場合には主要交差点側に設置する(桜通〕

主要交差点として、 堀内町、山江町交差出等に而した敷地 1
で土問主地等をとる場合/;1，究差占側にとり‘人、車内流れ
が集中する空間を魅力あるものにします.

。

建築物の 1 、 E階部分での壁面後退等により、

歩行者空間の整備に努める (桜通)

桜池町捗迫には地下鉄出入口等も あ り. 歩行者 ~mJ と し て

は不十分な広さです.建築物側で壁面後退(セ γ トパ y ク ) す

る こ とにより、苦行者空間を広げるとともに、視覚的にもゆ
とり町ある空間をめざ します.

4 
けばけばしい色lまさけ、街並みとの調和を図

る
'---~'" ........:....- :';;"' .'----ふ~一一目向叩ー』回一一一

名古屋町玄関にふさわト 〈 落ち着きと品格のある色彩と L.
街並みとの調和を図リ ま す.

7 . 資料編 7 -2. 先進事例リ ス ト (名古屋駅都市景鍍整備地区)

", • 

E 形 態

7 -53 

• 

主要道路に面して駐車場の出入口を原則とし

て設けない

桜jiú . 名 耳目3曲に ifli して駐JF坊の ，'1 '， 入口を設けず、~1ï古2

ftU CT'J連続性を断ち切句主いよ う にします.

6 
主要道路に面する 1 階部分は開放性をもたせ

るため、ショーウインドウの設置、シャ ッタ

ーのシースルー化などを行うとともに、 照明

設備を設置し、夜間の歩道の演出を行う

名駅通、桜通沿いの建援物の 1 階部分には銀行、 証券会社

等が$(、閉鎖的になりがちです。夕方以降 も、歩行者が楽

しく歩けるよ う に、壁面にンヨ ーウインドウ を設置したり、シ

ャ ッ タ ー をパイプ式にするなどし開政的なものとします.

また、 建張物{吋で照明を行うなど.在聞の歩道的演出を行

な い ます.

7 

電気.空間、 給排水等円建築段舗を桜通. 名駅通から見え

る位置に訟置する場合、 目憶しを行うなど建集物と一体化し

ます.
また. プ ミ コ ンテナ等町ゴミ収集量舗は設置位置を工夫す

るなど目立たないものとします.
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圃.

0 都市景観形成基準

i工作抱I
E 位 8 置

自動販売機は道路に面して設置しない

E 色 9 彩
けばけばしい色はさけ、街並みとの調和を図

る

2 

E 形 10 態
道路上の工作物(ベンチ、アーケード、サイ

ン等)は景観上特に配慮したデザインとする

11 
駐車場、空地等の局留は植栽等により修景を

打つ

駐車場、空地等1:. 殺風i;fなものにむ りがちです. 同l圏内

緑化などに より修世を行い、 世行者~mJに寄与するも町をめ

ざします.

E 広告物共通事項

. 師酬山lili~~J醐}
.-圃・ ・ -・ 孟 グ)} : 1 0

園 田 謡史画酬{削榔醐)
・田・・・・._.- -"'1/10 

12 
各広告物等の表示面積の合計は建築物の当薮

壁画面積(鉛直投影菌穣) の1 / 1日以下とする

(ロータリ一周辺でロータリーに菌するもの

及び桜通)

広告物的氾i!iを防ぐ芯昧か句、 X 、 街並みの迎続世 を断ち

切り主い よ う司l~物的持立iiri ごと に lぶ;品物の拍j!目的基司.. を 設

けます.

広告物的 i(liHi向車定にあたって [ム特立油i ご とに広告物を

建築物向日拍l桜町鉛抽出に枚出したものについて. それぞれ

の区分の基準を適 III します.

また こ 町際側訴から突出している広告物についてはlム古

物内耐制に算入しません.

建築物的嬰耐官lih'\に !:.11血肉建築物等により隠れている部分

も古まれます.

ο13 
3階以上の部分の各立函における広告物等の

表示面積の合計は建築物の当薮壁面面積(鉛

直投影面積)の1 /1日以下とする(上記以外の

区主主)

名駅地は商業 ・ レジャ ー範訟も$<'嘩やかな辿リ を i~i:H

するために最も歩行者向H に山れやすも 、 1 . 2 m部分的広告

物は上位向総而制的基準から除外しています.

14 
蛍光色は使用しない

15 
E けばけばしく点認する広告物は設置しない

い九:.' ~_~ • • -~1-: ' 示ふJ凶~- ." .~・ 7 斗可
…一一…. 一
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" 0 都市景観形成基準

品

16 
広告物は地上から60mを超えて箔出しない

(ただし、ピル名・社名で建築物と一体的にデ

ザインされたものはこの限りでない)

l!物的スカイライ J をいかした街並みとするため地上か句

60m を超える高層部分での広告物的知出はピル名 社名等で

建築物と一体的にデザイ〆されたものに限ります.

17 
置看板は設置しない

18 
地上広告板等の設置にあたり、複数の広告物

を掲出する場合は形態、配置等について一体

性を確保する

19 
広告物を掲出する建築物とのデザイン上の調

和を図る

20 
広告物は自家用(テナントを含む)広告物を

原則とする(ロータリ一周辺)

一義
ゐ一
日

二
一
ん区
一
』

Fいv
r

一
一
一

設

日

は
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』

物
辺

一
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周
一

広
一
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• • 

E 突出広告

4妄通.ロータ リー周辺

各駅通

' 

a-------

• • 

• 
22 
突出広告は道路上に突き出さない

(桜遇、ロータリ一周辺)

名古屋駅前向メイノストリートとして 法制l された街並み

を形成するとともに歩行者空間的広がりを斑保するため.道

路上に突き出さ主いようにします.突出広告を訟指する場合

建築物町笠耐を後退させることにより、道路上に出ないよう

にします.

23 
突出広告の下錨は道路面から 6m以上とする

24 
突出広告の建築物の外壁からの突出幅は 1m

以下とする

ー 25
るす置設てめとま状列4

6
 

告広出突

突出広告物を拘出する際は.告主E察特の壁画ごとにまとめ

て窓置する.
l!集物内壁画は街並みを形成する重要な部分です.壁画ご

とに、 1 列にまとめて註遣するニとにより、街並みの連続性
をいかした景観形庇を図ります.

• 
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O 都市景観形成基準

E 屋上広告

E 地上広告

圃.

26 
屋上広告板及び屋上広告搭の前面道路側の各

部分の高さは原則として広告物の隔を超えな

~\ 

1苔状的屋外広告塔は不安定惑があるので、原目rJ と して横長

のものとし‘安定惑を図ります.
広告物円高さは.その訟誼匝lからの苫i きをとります@

一一一一一一決

27 
屋上広告板及び屋上広告洛は建築物と一体的

な形態とし、骨組み、支柱等の街道体は主要
道路から目立たないようにする

28 
地上広告板及び地上広告繕の高さは9m以下

とする

広告物町高きが高いものは歩行者に対して圧迫感を与える
ので、高さの基準を訟主します地上広告板については塵

外広告物条例で高さ 9m以下に規制されています)

7. 資料編 7 -2 . 先進事例リ スト (名古屋駅都市景観整備地区) 7 -56 

i 届出の対象 -届出の対象となるもの
都市景観整備地区に古まれる敷地のなかで行う行為で、形成基準に

記さ れている lt;1買については、原則として届出町村晶となリます.

E届出の対象とならないもの

①工事用の仮訟物及び訟置期間が14 日以内のもの。 Iただし仮l掴.'
については 6 ，月以上置ける場合、工事用であっても届出町村肱に
なりますJ

②地下に設けるもの

③ 除却行為
④形成基準に定められていない工作物

⑤ 屋外広告物粂例草 4 長車 l 項又は蔀 5 粂第 Pñの許可を裂しない
もの

⑥ 通常的管理行ゐ(色.外観的変更を伴うものは対島になりますJ
① 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
⑤法令またはニれに基づく処骨による義務的版行と して行う 行為

2 既存のものへの基準の適用

都市景観形成基準的告示の日{昭和田年 3 月 31 日)に既に有する建

築物、工作物、広告物については基準を適耳l しません.

(ただし広告物については、必要なものにあっては広告物継続許可申
絡時に協力事鏑いたしますJ

敷地が整備地区の
内外にまたがる場合の
基準の適用

名~通及7J桜過に商してお勺ず、かつ敷地的過半が地区外にある場

合については基触を，車問しません.

IL一一一 A町場合
基準を適用 しま す

名駅通又は桜通

ん

す
せ

!

ま
一
'

会
砂

ー
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lν

剤
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4 届出の手続き 届出は、建集確認申I目、工作物確認申In. 屋外広告物許可申 l~1等の
2 週間l前までに名古屋市計画局都市~ti画部都市長銀室へ 2 通届品を L
て 〈ださい.

届畠書類町内容等.詳し く は都市景観室にお尋ねくださ 、、.
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「 三 準 久屋大通都市景観整備地区 • 

都市景観形成基準のあらまし
魅力ある久屋大通地区をめざして

• 
名古屋市

-・
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r 0 都市景観形成基準

• 

名古屋市は、久屋大通丸k区を昭和62年 3 月に都

市景観主主WJ地区に指定し、昭和63年 3 月に同地区

における都市景観形成基準を定めました。

者1;市対縦形成基準1:. 者1;市景観整備地区内で建

築物、工作物、広告物主どを 11'ろうとする時に守

っていただくデザイン上のルールです。

このパン 7 レ y トは、久屋大通地区の都市景観

形成基準についてその内容をご理解L 、ただ くとと

も に、今後の街づくリにご協力いただくことを目

的として作成したものです。

7. 資料編 7 -2. 先進事例リスト(久屋大通都市景観整備地区)

• • 
z 魅力ある
j 街づくりのために
久屋大還は、復興土地区画室理事業により建霞

された名古屋の都心のシンボル空間であり、その

雄大なスケールは世界に例を見ない。

市民は、大きく明るい空、豊かな録、量感ある

街並みに誇りと愛着を感じながら舎日まで育てて

きた。市民共有の資産である久屋大通を、さらに

魅力ある成熟した21世紀の街並みとして、未来に

継承していくことは私達の責務である。

私達は、之のスケールの大きな美しいかけガ、え

のない空間を、さらに昂位ある洗練されたデザイ

ンの街並みとし、そして、にぎわい、憩い、親し

みを感じる人間性豊かで活力ある都心空間として

いくために、久屋大適地区都市崇観形成基準を定

める.

都市景観形成基準の基本方針

1 .久屋大通のスケールにふさわしい量感のある箆並み

をつくる.

2 周辺環境と建築物・広告物の調和した秩序ある街並
みをつくる。

3. 都心商業業務地区としての洗練古れた魅力を引出し、

活気とにぎわいにあふれた快適な街をつくる。

4. 潤いのある都心の居住環場を育てる.

~大通E市11圃量備地区

E辺久皿大過の~踊甥界よD

園存30メートル

之-=::オ

7 -58 

• 



『寸

港北ニュータウ ン ・タウ ンセ ンター市街化誘導方策検討調査

布 。 都市景観形成基準

7. 資料編 7 -2 . 先進事例リ ス ト(久屋大通都市景観整備地区) 7 -59 

-圃圃圃‘』

i 建築抱 j

建築物の規模l立、 量感あるものとし、共同化

などにより規模t広大を図る。

外Eょの一体感を持たせた倒

2 
一階部分は、道路境界線からセットパックす

るなど民地と歩道の接点となる半公共空間の

快適化をはかる。また、閉鎖的なシャッター

は避け、ショーウインドを設けるなどまちの

にぎわいの演出を図る。

i 階部舎の怯適化

• 

久崖大辿地~~:，担:物町全対を容易に見るニとのでき

る郁 l'でも数合ない大きな空!日j を L つ3山リです.久I::H太

辿グ〉スケ ール惑に台った街並みとして L ぺため‘ ~I~ ~-;l 化

に努的、 1U竪町ある控物とする よ う に し てくださ L 、

共同化主どが出来ない場合は、隣地内建物とおきゃ陪

Z3 . 外装向デザイン、材質等て'喪通占を持たせ 外観上

町一体感を作 リ 出すよ う 努めて く ださ L 、.

商業業務地として町にぎわいを作リ 出 1.- . 歩行者に楽

し さや殺しみやす き を罫じさせるよ う. 1 陪都合的快適

化に努めて 〈 だきも」

• 

‘・・セットハッ ク < 包. 壁画を道路魂界 l りも畏有勉.'、.轟.セるニと

そいい 'T.

ファサードは、周辺の街並景観との調和に配

慮したデザインとする。 また、道路・公園か

ら見える側壁については、ファサードとの調

和を図る。

4 
外装の色彩l立、建築物、街木など周辺の環債

との調和を図る。また、極錦に鮮やかな色に

ついては特に注意して使用する。

5 
電気、空調、給排水等の建築設備、物干し場、

ゴミ収集設備なとは、道路・公園から目立た

ないよう工夫する。

• 

壁面線 223 さ .軒高 仕上げ町村監など街並みの連続

性に大き く 関係す る部分については‘ 設計の際、十分配

車 してくださ ， '.また、ファサード と側壁町デザイ J ‘

仕上げ、材質主どの遣いが大きいと不調和と主りますの

で、 フナサー ドと側壁と の差tJ' 目立たないように配車し

て 〈 た' さ，'. 

久屋大通地区{~.洗練されたデザインの街並みをめざ

しています.連物的色彩は落ち着いたも町を基本として

くださ" . 

特に彩度円高い色や赤 賞、 オ レン ジ.晋などの目立

ちやすい色は注意して使ってくださ い.

屋上に逝築訟備を llt置する場合は. 目隠しなどを行い、

空と建物的際をす勺きリ見せる よう に配慮 して〈だき も 、

また、ごみコ ンテナなどの ゴ ミ 収集詮儒は置 き場所を

敷地内に確保する と とも に、 植載、目隠しなどで歩行者

向目に触れに〈い よ う に した り . 容器のデザ イ ン を工夫

するなど景包上町配慮を行って く ださ い.

- フ アラー ド と "-. .・の主嬰な外墨田・mニと号、、い 1 す.
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0 都市景観形成基準

臨難車
6 
外構の舗装、ストリートファニチュア類、植

議、棚、塀等は、 歩道空間と調和したデザイ

ンとする。

7 
駐車場の出入口は、可能な限り久屋大通に面

して設置しない。 ただし、やむをえす出入口

を設ける場合は、街並みの連続性を慢なわな

いよう注意する。

8 
駐車場は、 周辺の街並棄観との調和に配慮し

たデザインとする。
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建物の!日凶を形づくる外1曹のヲち、歩道に往する部分

1:，歩道との段差を血くしたリ.閉鎖的にヰ句ないょっ

にするなど出来るだけ歩道部骨と一体感を作り出すよう

にして くださ\ '. 

ユ河川l町 flil川についても殺風景主 L 円とならむいよう

修常に努めてください.

やむをえず出入口を設ける場合と 1; ， [丘耐街路に面し

ていない敷地で駐車場を設ける場台などのこ とです.

昌i察物町内部iに駐車場を設ける場合や立体割 )1'場町場
合!:，地下駐車場やエ レベータ 一部の入目的町'j" 1，、主 I:\Jが

由緒歩行宮内目に触れやす<.景観['.且くあリませんの

で‘内部.I!(~"Jj平内在等に十分配車して〈だき L 、

官室駐車場!草、外間的緑化等を行い. 歩行者から由律

自動車が見え主いょっに努めて〈ださい.

立体数車場内外観は、店i辺町街並 ，~.観に配車したデザ

イノとするよう努的て〈だき t 、

自動自民売機は、建物や街並みとデザイン 色彩などの

山で耳、制和町も町が~<、街的表怖を軽いものにしてし

まいます.九屋大通側に l ;t;li1荘而して設置しないよう努
めてくださ t 、.

)r~1!U特別に配庖されているもの とは、自動販売機が

街並み と割和した状態になっているものをいい.建物町

中に組み込んだり、建物と同じ色町並誌や目隠しを行勺

て一体惑を出したものを、、L 、 ます.

占m物件とは、道路施詮(標:街路灯、街路樹等)

以外的工作物で.道路上に継続して訟置される工作物{電

話ボック ス、変fE..，ポスト等)をいい ます.

同外lぶ;ワ物:; til; l 1i t~' lJlを形成する中1i~ t.: 盟主です. 九!i! )..:.j山白紙ゆ

たかでスケール円 J、き主主 Im~';1 きてrて {h ち li' l. 、 た!li並みにしてい

くため It外 !ム ;I;~均的 ぷ抗は:l'，..i/'.る だけ:レ主 く するとともに どヮ L

てt， ,.e. ~( "..'!.ム;'，物に ついては‘品小山町 J、きさてー街並みと剥制l した7よ

しいテザインとするように労的てく fJ さ\ '. 

ニ の基準町立かの~外li..: .;\物と l品、以外11..; .:!.;拘法第 2 if，草 1 J(jに税

pι されるもの(市川または 瓦川川縦続して出外で公衆に表示される

打 jl;. 1ム?，' 1;7. S ;t ;- ~Iiカ } をいいます.

11 
屋外広告物は、久屋大通のイ メージを高める

よう洗練された昂位のあるデザインとする。

12 
屋外広告物は、 自家用広告物を原則とする。

ただし、特にデザインに配慮されたものにつ

いてはその限りではない。

13 
歩道上空には原則として設置しな~\o ただし、

特にデザインに配慮されたものについてはそ

の限りではない。
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白衣川広告物と/;，広島物が位置される担i物やその建

物に入出しているテナント町名詞.社名、&びそれらが

取り扱っている而品町民告をきします。

自京m以外的広告物は屋上広告、突出広告.地上広告

などめ種類をr.~hi'制限されます.
特にデザインに配庖されているものとは、 その広告物

がある ニ とにより、久屋大通地区町都市景観が向上する
と市が認めたものをいいます.

捗温 1 ・生と l立、地 l 部分及びーl 空部分をきします.EE
，11'， 11 -;:ヘは以地 l は訟品、できますが 歩辺 l ' 止禁 JI されま

す.
15にデザイ J に血J血されているものと 11 そ町広告物
がある ニ とにより、ク、属大地地[径の却; "rli 'j;(観が向」する
と Ilìが認めたものをいいます.

/ l~=.坐墜の売と生ι劃点主，-;jJ二」主;ー之とL乙5:;.'_主之
l どZ百宝石苓亨ぷ色は‘堕呈2笠主主主主主皇室主丘芝L
Vτマで言明T詞有と己:ò忌れがありますめで、注意して
‘・圃両前-・・-・-晶、.同-・・ー
使って〈ださ、、.

屋上天地広告とは.屋上広告店向上部平屋上、崖組面
に訟ける広告をいいます.

さ 1.".~-7 . ~ìx;U色1 ，，1冊、m写人町、 ziRZL
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• 

15 
隣嬢した住宅の環境を績なわないように、ネ

オンサインの表示方向及び照度等は十分注意

する。

E 地上広告

16 
地上広告物は、 建築物と調和したデザインと

する。

E 突出広告

17 
突出幅は、壁画から 1m以内とする。

下錨の高さは、原則として4 . 5mとする。

18 
一壁画には、原則としてー列にまとめて設置

する。ただし、箆旦霊~なと特に街のにぎわ

いに寄与すると認められるものについてはこ

の限りではない。

.' .:.. ~ " 一 一 一' ー

地上広告物とは、地上広告板‘地上広告搭など地上部

に設置される広告物をいい ます.建物的敷地内に訟置さ

れるテナント同案内を行うサインポールなどは建物と調

和したデザインとして〈だき ， '. 

突出広告の出幅を押

さえ、圧迫感を減らす

とともに、下端をそろ

え、歩行者の視線を通

す こ とを 目的とした基

準です.

ただし、下端を 4.5

mにすると.建物と著

し〈不調和になる場合

は こ の限リではありま

せん. 畏有総

-錫 り f>経とは ヨーロ ヲパむどの古い樹で見 られる.

舗々の店ご と に也さ礼る裂し〈 デザイ ν された'"り

告緩め二とです.

• 

, 

• 

E 壁画広告

19 
一壁画につき壁面積の1 /1 日以下とする。

「

•• 
E屋上広告

20 
建築物と一体性のあるデザインとし、極量告な

耳言状をさけ、安定感のあるデザインとする。

21 
骨組み、支柱等の有毒造体は、道路から目立た

ないようにする。

‘ . 

• 
問刷広告とは A弘窓、 ~~J I J 出，等に設Jえされる広告物や

懸喪主i主ど町ことをいい‘ 4U 広告 11i. tt! J 広告 Ili尋!;~
üüS告には古町ません.

笠拍i .fú とは ~Ufl目的垂泊技能ñ'lî h'iの ニ とをいい、その耳定
にあた勺 て JLSE苦，分だけではなく、窓、削口部 L 吉町る

こ ととし ま す.

また、窓揃広告は‘持窓について広告市町{が窓面積の
1110以下とむる こ とが必裂です@

民而而積
回+園圃・+圃圃・.. . ~ 円 1 /1 0

屋上広告とは.屋上広告板.陸上広告f吉町 ニ と をいい

ま す.
説鴇主搭状とは、広告搭や広告板のおきが幅よりも長
いもので 事行者に対 L圧迫感や不安定感を与えるもの

をいいます.

• ' ー
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0 都市景観形成基準

寵ZZE
22 
建築物等へのライトアップやショーウインド

の活用により、夜の都市景観の演出を図る。

23 
• 主要交差点の角地においては、オーブンスペ

ースを確保し、まちの目印となるようなシン

ボル化を図る。

24 
建築物、工作物、広告物、値栽等の管理者は、

久屋大通の景観を績なうことのないよう行き

届いた管獲を行う。
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在的;九回太，w を lÿ きたく去るような、~\のある裂しい

“iHl'，を行い‘久J:t大辿町イメ ー ンを ;;J1めるよ う努めて〈

だき L 、 e

主要交差点i町角地!;，衡を特徴づけ.街グコ座標と 主る

場所です。街町ンンポルとなるとともに出会い.溜まリ.

待ち合わせのてーきる街角としていくよう努めてください.

音型的且否{立、デザイン町且否以上に都市町美観を左

右します。管理者は.互いにl剖辺部を吉的、行き届いた

管理を行うよう努めて 〈ださい.

来訪者にとってテレビ悠からの眺~1;1.名古屋を畠盈

する景II!となります.テレ ビr~の周辺町屋上部骨は特に

目立ちますので.すっきりとした裳 Lい印島を与えるよ

うに努めてください.

1 届出の対象

i の既存のものへの
ι 基準の適用

3 敷地が整備地区の
内外にまたがる場合の
基準の適用

4 届出の手続き
• 

声園|
-届出の対象となるもの
都市景観整備地区に古まれる敷地内なかで行う行為で、形成基準に

lèされている事項については、原則として届出向対露となります.

園届出の対象とならないもの
① 工事用の仮設物及び訟置期間がH 日以内のものただし仮闘い
については 6 ヶ月以上段ける場合‘工事用であっても届出向対車に

なりますJ
②地下に訟けるもの

③ 除却行為
@ 形成基準に定められていない工作物
⑤屋外広告物粂例車 4 粂車 1 項又は車 5 粂軍 1 項の許可を要しない

もの
⑥通常町管理行為(色、外観的変更を伴うものは対車になりますJ

⑦非常民害のため必要な応急措置として行う行為
⑧法令またはニれに基づ〈処骨による義務的履行として行う行為

都市垂観形成基準的告示町田(昭和63年 3 月 31 日)に既に存する建
築物‘工作物.広告物については基準を適用しません.

{ただし広告物については.必要なものにあっては広告物継続許可申
請時に協力要情しますJ

久屋大通に面しておらず.かっ敷地的過半が地区外にある場合につ

いては基準を適用しません.

L一一一
A的場告

基準を適用します

久.'"温

地'"肉

B的場合

基準を適用します'" ., 
道 !

• I路 I I 

一一-…I C I C 町場合

基準を適用しません
創巴区外

届出は.建E匹確也監炉筒、工作物確包申輔、屋外広告物許可申筒等の
2 週間前まてーに名古屋市計画島都市計画部都市景観室へ Z 通届出をし

て <t.ごさい.
属品書類町内容等.鮮1..<は都市景寝室にお轟ね〈だきい.
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